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サー ミ民族運動 におけ る言語復権 の試 み

庄 司 博 史*

       The Role of the Language Rehabilitation in 
           the Sami Ethnopolitical Movement 

                  Hiroshi  SHOJI 

   This paper aims to analyze the efforts of the Samis to revive 
their language as a modern medium of communication, and, in 
connection with this, to throw light upon the role of language 
rehabilitation in the Sami ethnopolitical movement. 

   The Sami people, numbering from 50,000 to 70,000 accord-
ing to different sources, are the oldest known indigenous inhab-
itants in Northern Scandinavia and the Kola peninsula. But 
except in some northernmost administrative communes, they now 
constitute only a small portion of the total inhabitants, even in 
their own traditional territory, which is partitioned and con-
trolled by four countries, Norway, Sweden, Finland, and the 
Soviet Union. In sections 2-4 of this paper, the unfavourable 
conditions of the present Sami language are outlined from vari-
ous points of  view  : as a lower-ranked spoken language in mul-
tilingual communities, as a standard written language, and as an 
object and medium of education. 

   The next section attempts to sum up the problems of the 
Sami language under three major  factors: its socio-functional state 
as a minority language, the linguistic competence of the Samis 
in their mother tongue, and its normative crisis. By the last 
term I mean (1) the lack of available linguistic norms in the com-
mon written language, (2) the lack of means of protecting the 
language from direct exposure to foreign influence, and (3) an 
inability to match the language to the demands of presentday 
Sami society. 

   The next two sections, 6 and 7, summarize the development 
of the  Sami ethnopolitical movement in three phases: the period
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of growth from the beginning of this century, the revival of the 
movement after World War II, and the period of remarkable prog-
ress from the 1970s onward. Attention is paid here also to the 
change of conditions surrounding the Samis, i.e. the attitudes of 
the authorities toward them and general notions about the in-
herent rights of indigenous minority peoples. In this connection 
we discuss the present tendency of the Samis to seek a new 
ethnical identity by emphasizing their cultural uniqueness on 
the one hand, and on the other by identifying themselves with 
indigenous minority peoples. The latter tendency seems to be 

particularly significant to the movement, because an increasing 
number of countries and political organizations have, during the 
last two decades, recognized the preferential rights of indigenous 
minorities to territorial claims and other natural resources. 

   In the light of  Sami ethnopolitical development, sections 
8 and 9 characterize various attempts to establish the  Sami lan-

guage as a full-fledged working language for the Samis. Fol-
lowing the generally accepted schema of language planning, 

 Sami language rehabilitation activities are described along two 
 lines: linguistic policy and extralinguistic policy. In the case of 

the Sami language or, more precisely, Northern Sami, the most 
central issues in linguistic policy were the establishment of norms 
for a common orthography for Northern  Sami, which has had 
several systems, and lexical elaboration, i.e. the standardization 
and modernization of the lexical stock. 

   Extralinguistic policy, the ultimate aim of which is to raise 
the status of the language in society, is directed to three major 

points. These  are: (1) the acquisition of a legal guarantee to 
the official status of the Sami language in various situations, in-
cluding education; (2) the expansion of the domain of use 
of the language, particularly by ensuring its position in mass 
media; and (3) the encouragement of the people to revaluate 
their own language as an irreplaceable medium of their ethnic 
values. It is not  difficult to associate the ideology of the last 

point with that of the recent tendency in the ethnopolitical 
movement mentioned above, i.e. the emphasis of cultural un-
iqueness. 

   It is to be noted, however, that their demand for the right 
to the mother tongue, especially in education, is not accounted 
for only in terms of this "uniqueness." It appears that increas-
ing stress is being put on a kind of universal axiom concerning 
both the importance of the mother tongue in elementary educa-
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tion and the injurious effects of failure in normal language ac-

quisition. This theory, which has been repeatedly resorted to 
in various connections (e.g. in demands for the improvement 
of Sami language education and in parents' meetings) seems ex-
tremely effective, because little is left for either the political au-
thorities or individuals to argue against when presented with 
these scientifically attested human rights. 

   The achievement of these activities, at least in the norm-
establishment and social-legal settings of the  Sami language, 
has been notable since the early  1970s and, in particular, from 
the late 1970s, when a common orthography for Northern  Sami 
was finally created. In reality, however, concrete achievement 
in language rehabilitation e.g. an increase in language use or an 
improvement in the language competence of the speakers, has 
not been seen yet. 

   The last two sections, 10 and 11, discuss the role of the  Sami 
language rehabilitation movement in  Sami ethnopolitics. The 
aim to revive their mother tongue has been accounted for as 
being similar to the recovery of their ethnic right to their native 
lands. It is also to be noted that the language movement itself 
has played an important role in the entire ethnopolitical move-
ment as a unifying force for the national assembly of the Samis. 
The unique value of the language in relation to the Sami environ-
ment and traditions, coupled with their cooperation  to achieve 
this collective common goal of revitalizing their language in 

present-day Sami society, has without doubt contributed to the 
recent ethnopolitical processes of the  Sami peoples.
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X.象 徴 と してのサー ミ語 XI.結 語

1.序

　 本 論 の 目的 は,サ ー ミ語 運 動 をサ ー ミ民 族 運 動 の な か に位 置 付 け,現 在 まで の 進展

の過 程 に そ の特 徴 を 探 る こと にあ る。

　 現在,サ ー ミ人 た ちは,約60-70年 前 の,最 初 の民 族 意 識 高揚 期 につ い で,第 二 の サ

ー ミ ・ル ネ ッサ ンス を迎 えて い る とい わ れ る
。彼 らの長 年 にわ た る言 語 や文 化 を も り

立て る運 動 が,特 に1970年 代 以 降,活 発化 し始 め て い るか らで あ る。サ ー ミ語 につ い て

い えば,現 在 ほ ど法 的扱 い,教 育制 度,マ ス メデ ィア,教 科 書,少 数言 語 に対 す る意識

等 々 に おい て好 条件 が整 った こ とは な い。 しか しこれ らはい って み れ ば,サ ー ミ語 使

用 の御 膳 立 て に す ぎず,現 在 の サ ー ミ語 自体 は,多 数 派 に対 す る地 位,書 き言 葉 と して

の機 能,そ して 話 し手 の数 にお い て 見 るか ぎ り,い ま だ決 して 満 足 で きる もので は ない。

Ulh後本 格 化 した サ ー ミ語 運動 は この よ うな 状 況 を 改善 す るた め始 ま り
,お も に正書 法

の 確立 を め ぐって 進展 して きたが,実 際 に は多 くの側 面 を 持 って い る。 特 に,舞 台装

置 に おい て 一 応 整 った と思 われ る今,新 た な 意 味 が問 われ て い るよ うに思 え る。 サ ー

ミ語 運 動 は,当 初 か らサ ー ミ人 の 民族 運動 と深 く結 び 付 い て お り,そ の背 景 と切 り離 し

て は正 確 な像 は把握 で きな い もの と考 え られ るの が,本 論 のテ ーマ設 定 の理 由で あ る。

　 現 在 まで,サ ー ミの 言 語 運 動 を 中 心 テ ー マ と し て 扱 っ た 文 献[SAMMALLAHTI

l985;HELANI)ER　 l981]は,あ ま り見 当 た らない が,少 数 言 語 派 と して の サ ー ミ人 の

言 語 使用 やサ ー ミ語 の機 能 に 関 す る もの[AIKIo,　 M.1980,1984,1986;ANDERSON

l979;HANSEGARD　 l979a;BooM　 l968],正 書 法 の 発達 に 関 す る もの[BERGsLAND

1952;ITKONEN,　 E.1951;MAGGA　 1985;MATTII:A　 1974;AIKIO,　 S.1987;

KYLSTRA　 l973]が あ り,特 に 教 育制 度 に 関 して は 他[NICKUL　 1970:214-231;

NuoRGAM-PouTAsuo　 1977;HANSEGtLRD　 1979a]で も扱 わ れ て い る。 一方,サ ー

ミ人 の政 治 運 動 や 民 族 運 動 に 関 して は,多 くの サ ー ミ概 説 書 そ の 他[NICKUL　 l970;

AIKIo,　S.1985;EIDHEIM　 1977b,1977d]で 触 れ られ て い る ほか,特 に1970年 代 以

降 の政 治 運 動[Charta　 791982;PAINS　 1982;SvENssoN　 l　976,1979,1986;MOROT-

TAJA　 1984]に つ い て は多 い1)。 また 筆者 は 以 前,中 国 に お け る少数 民族 語 の文 字 創

1)本 論 の資料 は,お もに上のような文献 の他,各 サー ミ運動組織の声 明,要 求書,各 国が委任

した諸 サー ミ関係委員会による調査報告や答申および,サ ー ミ語の雑誌,新 聞などによ ってい

る。なお,資 料の一部は ウツ ヨキ,イ ナ リ,カ ウ トケイノ,オ ウル,ヘ ル シンキのサー ミ語教

師,サ ー ミ運動活動家な どか ら口頭,文 書で得たものである。
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製を中心とする言語政策について考察 したが[庄 司　 1987a],こ れは多民族国家の国

家建設の理念に従った,い わば上からの言語政策であった。本稿において扱 う,少 数

民族運動と結びついた,民 族主導型言語運動と興味深い対比をな していると考える。

皿.サ ー ミ語 とそ の現 状

　サ ー ミ語 は,フ ィ ン ・ウ ゴル 語 族 に属 し,系 統 的 に は フ ィ ン語,エ ス トニ ァ語 な ど

のバ ル ト ・フ ィ ン語 派 系 の 諸 語 と も っ と も近 いが,こ れ ら言 語 との相 互 理解 は全 く不

可能 で あ る。 サ ー ミ語 は,遅 くと も紀 元 前1000-1500年 前 に は,バ ル ト ・フ ィ ン諸 語

との 共 通 の祖語 か ら分裂 した と考 え られ て い るが,そ れ 以 降 も,フ ィン語 とは密 接 な

関 係 に あ り,多 くの 借 用語 を受 け入 れ,構 造 的 に も大 き く影 響 を 受 け て い る。 一 方,

系 統 の 異 な る ノル ウ ェー語 や ス ウ ェー デ ン語 の祖 語 で あ る古 代 ノル ド語 と も紀 元3-4

世 紀 に は接 触 を 開 始 した とい わ れて お り,多 くの文 化 語 が 借 用語 と して サ ー ミ語 に入

って い る[KORHONEN　 l981:　 　 ,.]。

　 この こ とか ら も分 か る とお り,サ ー ミ人 と周 囲 の民 族 と の接 触 は古 く,文 化 や生 活

習 慣 にお い て も,い わ ゆ る ヨ ー ロ ッパ か らの 影 響 に よ る もの が少 な くな い 。 一般 に は,

サ ー ミ的 な もの とみ な され て い る トナ カ イ飼 育 の 伝 統 の 中 に も,古 代 ノル ド人 か ら受

け 入 れ た とみ な され る要 素 は多 い[ROUNG　 1982a:29]。 各 国 の サ ー ミ支 配 の 歴 史

は,既 にい くつ か の 文 献[NICKUL　 l　970;AIKIO,　 S.1980;ITKoNEN,　 T.1.1948]

な ど に詳 し く扱 わ れて い る。

1.　 サー ミ語 の地 域 的分 布

　 サ ー ミ人 は多 く見 積 もっ て も,せ い ぜ い5-7万 人 とい わ れ るが,確 か な 数 字 は い

ま だ示 されて い な い 。 この う ち上 限 の 数 字 は,異 な る基 準 に よる 統計 を修 正 した もの

[SAMMALLAHTI　 l　985:154]で,こ れ に よ る と 国 ご と に 分 布 して い る サ ー ミ人 は,

表1サ ー ミ 人 の 推 移

1734-63

1850-60

190fl

1930-45

1970

ス ウ ェーデ ン

約4,500

　　5,800

　　5,600

10,100

17,000

ノ ル ウ ェー1

6,340

16,000

19,700

20,700

27,600

フィ ン ラ ン ド

約1,680

　　1,000

　　1,470

　　1,700

　　4,400

ロ シ ア

(ソ 連)

約1,200

　　1,700

　　1,800

　　1,920

　　1,900

計

13,700

24,500

28,600

34,400

50,900

Aikio,　 S.[1985:89]
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1983年 フ ィ ンラ ン ド約5,700人,ノ ル ウ ェー約45,000人,ス ウ ェー デ ン約17,000人,ソ

連約2,000人 とな る 。この う ちサ ー ミ語 を話 す の は3分 の2,約45,000人 と され る。サ

ー ミ人 は ス カ ンジ ナ ビア半 島か らフ ィ ン ラ ン ド北 部
,ソ 連 コ ラ半 島 にか けて広 く分 布

して お り,サ ー ミ語 も多 くの方 言 に分 か れ る。 定 説 で は,図 示 す る よ う に9方 言 に分

け られて い るが,こ れ らの境 界 は,現 在 の 国境 で はな く,主 に河 川,湖 な ど,か つ て

の,季 節 移 動 経路 や共 同体 の境 界 を反 映 し,多 くの 伝 統文 化 の境 界 と も一 致 して い る

[PENTIKAINEN　 l971]。 これ らの方 言 は,東 西 の 二 大方 言 群,あ るい は南 ・中央 ・東 の

三大 方 言 群 に分 け る場合 が あ る。方 言 差 は大 き く,場 合 に よ って は別 の言 語 とみ なす

こ と も可 能 で あ る とい われ る。 しか し,同 じ方 言 群 内 で 隣接 す る方 言 ど う しは一 般 に

は相 互 理 解 は可 能 で,漸 進 的 に変化 す る連 続 体 を 形 成 して い る[KORHONEN　 l　981:

15-23]。 この 事 実 は,後 で触 れ る こ とにな る,共 通語 や文 語 確 立 の た め,対 象 とす る

方 言 範 囲 の 限定 や標 準 化 の 問 題 と大 き く関 わ って い る。 特 に西 方言 の 場合,勢 力 の も

っと も強 い 北 サ ー ミ方 言 とル レ ・サ ー ミ方 言 との 関 係 は微 妙 で あ る。 北 サ ー ミ方言 は

下位 方 言 と して 東 フ ィンマル ク,西 フ ィ ンマル ク,海 サ ー ミお よび トル ニ オ方 言 を 含

むが,こ の う ち トル ニオ方 言 はル レ方 言 と多 くの 共通 点 を有 して い る。 も っと も人 口

1南 サーミ方言

2ウ メ方言

3ピ テ方言

4ル レ方言

5北 サーミ方言

Toト ルニオ方言

FW西 フィンマルク方言

FE束 フィンマルク方言

Se海 サーミ方言

6イ ナリ方言

7ス コルト方言

8キ ルディン方言

9テ ル方言

東
方
言
群

西
方
言
群

図1サ ー ミ 語 方 言 分 布 図

　 　 　 　 　　 　 (Korhonen[1981]折 込図修正)

852



庄司　　サーミ民族運動における言語復権の試み

図2北 サ ー ミ 中 心 部

の多 い方 言 は,ノ ル ウェ ー,ス ウ ェー デ ン,フ ィ ン ラ ン ドに また が る地域 で 話 され る

北 サ ー ミ方言 で,サ ー ミ話 者 人 口の7～8割 を しめ る。 そ の他 は,す べ て少 数 で,コ

ル ホ ネ ン に よれ ば,第2の ル レ方言 が 約2,000人,南 サ ー ミ,ウ メ,ピ テ オ方 言 が 合

計 で ほぽ 同数 と され,イ ナ リ,コ ル タ,キ ル デ ィ ン ・テル 方 言 は数 百 人 か ら千 人 まで

と推 測 されて い る[KoRHoNEN　 l　981:17-18]。

　 現 在,サ ー ミ語 が 辛 う じて,共 同 体 の 中で 多 数 派2)の 言 葉 の 地 位 を保 っ てい るの は,

北 サ ー ミ方 言 域 の 内陸 部 に限 られ て い る。 あ る程 度 の都 市 機 能 を備 え た人 口集 中地 で

は,ノ ル ウ ェー の カ ウ トケ イ ノKautokeinoと カ ラス ヨ クKarasjok,フ ィ ン ラ ン ド

の ウ ツ ヨキUtsjokiに 過 ぎな い が,両 国の テ ノ川 流 域,お よ び西 フ ィ ンマル ク 内陸 部

2)こ こでい う多数派 とは,サ ー ミ人の属するそれぞれの国家全体で,最 多数を しめ,も っとも

政治的 に勢力を持つ民族集団を指す。 したが って,サ ー ミ地方のように局地 的にはサー ミ人が

多数を しめる場合 には,特 に断わ らぬ限 り多数派 とはいわない。多数派語 とは同 じように,多

数派が本来母語 としている言語のことである。少数派とは,国 家のレベルで少数派の民族集団

をい う。
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と東 フ ィンマ ル クか らフ ィ ン ラ ン ド国境 の 丘 陵地 帯 に散 在 す る集 落で はサ ー ミ語 が優

勢 で あ る。 沿岸 部 はい くつ か の孤 立 した 集 落 を除 いて,現 在 で は大 部 分 が ノル ウ ェー

語 の モ ノ リングアル で あ る[ANDERsoN　 l　979:182]。 フ ィ ン ラン ドで は最 北 の ウ ツ

ヨキ郡 の み が サ ー ミ人 多 数 派地 域(約50%1983年 以 下 同 じ)で,ほ か にサ ー ミ地 方

と して み な され て い る イナ リInari(5%)と エ ノ ンテ キ ヨEnontekio(7%)の 両 郡 と

ソダ ン キ ュ ラSodankyla(0.2%)の 一 部 は,フ ィ ン人 の 人 口 が は るか に 上 ま わ って い

る[KOMITEANMIETINTO　 1985:121]。 ス ウ ェ ーデ ンで は,ほ か の こ 国 の よ う に,サ

ー ミ人 が大 部分 を しめ る行政 区 は な いが キル ナKiruna
,イ ェ ッ リヴ ァー一ラGallivare

周 辺 に は多 い。

2.　 法 的 ・社 会的地位

　 サ ー ミ語 は現 在 まで,ど の 国 に お いて も,多 数 派 民 族 の言 語 とな らぶ 公 的 地位 は与

え られ て い な い。 特 にサ ー ミ運 動 が活 発化 す る以 前 は サ ー ミ地 域 の 自治 体 の レベル で

さえ,文 書 や 口頭 で のサ ー ミ語 の 使 用 は義 務 化 され て い なか っ たた め,老 人 な ど公 共

サ ー ビス を受 け る ことの で きぬ ことが 問 題 に な った[NYsTAD　 l986:55]。

　 1970年 代 初 め の調 査 に よれば[KoMITEANMIETNT6　 1973a:98],当 時 ウツ ヨキ に

は約1,550人 中7?%が サ ー ミ人 で あ った に もか か わ らず,自 治 体 役 所,教 区 事 務所,

税 務 署,福 祉 事 務 所,健 康保 険所 の事 務 員 は数 少 な い例 外 を 除 きサ ー ミ語 は話 せ な か

った 。 ま た18の 商 店 の88人 の店 員 の う ち,サ ー ミ語 がで きた の は22人 のみ で あ った。

同 じ資 料 で はサ ー ミ人 の う ち56.4%が フ ィ ン ラ ン ド語 の書 類 記 入 に 助 け が必 要 で あ り,

50%が 口頭 で 用 を足 す の に 不便 を感 じてい た。 た だ,宗 教 活 動 には 伝統 的 に熱 心 で あ

った 教会 は 例外 で,牧 師 自身 が サ ー ミ語 をで きる場 合 が 多 か った ほ か,通 訳 を 用 い る

こ と もあ った。 口頭 で この 状 態で あ るか ら,公 的文 書 にお け るサ ー ミ語 使 用 の少 な さ

は想 像 に 難 くな い。

　 学 校教 育 に お いて は,初 等 学 校 の母 語 と して のサ ー ミ語 とサ ー ミ語 に よ る教 育 が 部

分 的 に 制度 化 され て い る。 放 送,新 聞 な ど公 的 マ ス ・メ デ ィア に お け る使 用,出 版 活

動 お よ び,言 語 の 保 護 と育成 のた めの 機 関 につ いて は以 下 で触 れ る。

皿.サ ー ミ人 の 言 語使 用

　 上 に 述 べ た よ う に,現 在 サ ー ミ語 に与 え られ て い た法 的,社 会 的地 位 は各 国の 公 用

語 に 比 べ きわ めて 低 く通 用範 囲 も狭 い 。 こ こで は,か つ て の サ ー ミ社 会 で,言 語 と し
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て の機能 を十 分 果 た して い た サ ー ミ語 が,現 代 社会 に お いて,家 庭 ・仲 間集 団 で の 話

しこ とば(デ ィア グ ロ ッサ の下 位 言語)に 限 定 されて きた 過 程 を,1960年 代 後 半 ま で

概 観 す る。 こ こで 区切 りを 付 け るの は,そ の頃 か ら,サ ー ミ人 た ちの 民族 運動 が 飛 躍

的 に活 発化 し,サ ー ミ語 を 擁 護 し,発 展 させ て い こ うと す る動 き にそ れ まで と の大 き

な質 的 な 変化 が 見 られ る と考 え るか らで あ る。 各 国の サ ー ミ語 政 策 もや は り この頃 か

ら変 わ り始 め て い る。

1.話 しことば と して

　 上 で 述 べ た とお り,サ ー ミ語 と他 の 北 欧諸 語 と の接触 の 歴史 は古 く,お もに サ ー ミ

語 か らみた 場合,外 部 か ら受 け た影 響 は測 り知れ ない。 しか し,今 日の 社会 言 語 学 的

な意 味で,サ ー ミ語 が 同化 や言 語 併 用 に よ りそ の存 在 自 体 が危 ぶ まれ る よ うに な った

の は,ほ ぼ この100年 か150年 程 の 間 で あ ろ う。

　 ス ウ ェー デ ン ・フ ィ ン ラ ン ド北 部 や ノル ウ ェー の フ ィ ンマル ク沿 岸 部 へ の フ ィ ン人

の 入植 が始 ま った の は1600年 代 後 半 か らで あ る。 後 者 で は,漁 携 や海 洋 交 易 を 行 な う

ノル ウ ェー人 も早 くか ら入 って い た 。 これ ら入植 はサ ー ミ人 の基 本 的 に 自給 自足 的経

済 を 支 え て きた 猟 場,漁 場 を侵 略 す る形 で 進 ん だ た め,周 辺 部 の サ ー ミ人 の 伝 統 的 生

業 を困 難 に した。 多 数 派 民 族 の入 植 に よ って サ ー ミ社 会 が 受 けた影 響 や その 過 程 に つ

いて は,た と えばAikio,　 S,[1985:76,89-97]Vorren&Manker[1962:149-

171]に 詳 し く触 れ られ て い る。1700年 代 か ら強 ま る入 植 の波 に,フ ィ ン ラ ン ド ・サ

ー ミ地 域 の 最南 部 の ケ ミ ・サ ー ミ人 や 中部 ス ウ ェー デ ンの森 林 地 帯 の サ ー ミ人 の 中 に

は 入 植者 に同 化 す る もの が多 か っ た と いわ れ る[AIKIo,　 S.1985:78]。 しか し1800

年 代 で もフ ィ ン ラ ン ド北部 や フ ィ ンマ ル クの サ ー ミ社会 は,町 を 除 くと,サ ー ミ人 が

人 口的 に も多 数 を しめ,農 耕 を 主 た る生業 とす る入 植 者 と は住 み わ け を行 な って い た

よ うで[PAINS　 1957:32],大 部 分 の サ ー ミ人 は彼 らに同 化 す る こ と もな く,少 な く

と も 日常 生 活 の,彼 らに と って本 質 的 な 部分 はサ ー ミ語 で 行 な って い た と考 え られ る。

逆 に これ らの地 域 へ 入 植 した フ ィ ン人 の う ち,サ ー ミ人 と緊 密 に 接触 した部 分 は,サ

ー ミ語 が で きる場 合 が 多 く
,逆 に サ ー ミ化 した 場合 も珍 し くな か った ら しい[AIKIo,

M.1986:369]o

　 一 方,ス ウ ェー デ ン北 部 は,ス ゥ ェー デ ン人 の 直接 的影 響 か らほぼ 完 全 に免 れて き

た が,こ こで は,逆 に フ ィ ン人入 植者 のiを 非 常 に 強 く受 けて きた 。 北 サ ー ミ方言

地 域 南部 の トル ニ オ下 位 方 言 に属 す る ユ ッカス ヤル ヴ ィJukkasjarviで は,今 世 紀初

頭 に は ほ ぼ全 員 が,フ ィ ン語 との 二言 語 併 用者 で あ った。 北 ス カ ンジナ ヴ ィアで は他
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の地 域 で もサ ー ミ人 の 間 で は 第二 言 語 と して フ ィ ン語 を習 得 し,民 族 間 交渉 で は フ ィ

ン語 が 用 い られ る こ とが多 か った こ と は指 摘 され て い る[AIKIo,　 M.1986:366]。

しか し,サ ー ミ語 はま だ ほ とん ど のサ ー ミ人 に は依 然母 語 と して 習 得 され て い た と考

え られ る。1800年 代 初 期,ウ ツ ヨキ の サ ー ミ人 の 子 供 の うち75-86°oは い ま だ フ ィン

語 がで きな か った と され て い る[KOMITEANMIETINTO　 l　985:42]。

　 これ に大 きな変 化 が起 こ った の は,1900年 迄 の初 期 の入 植者 よ りむ しろ,前 世 紀 半

ば か らの南 の 産業 発 達 の影 響 が サ ー ミの地 に影 響 を 及 ぼ す よ うにな って か らで あ る。

サ ー ミの地 が木 材,鉱 物,ダ ム建設,水 利 調 節,観 光 な ど 自然 開 発 の 対 象 とな り,漁

携 や トナ カ イ飼 育 な ど 伝統 的生 業 の 従来 の形 態 の ま まで の継 続 が一 層 困 難 とな った の

で あ る[SvENssoN　 l　982:420]。 外 部 か ら持 ち込 まれ た 産業 は サ ー ミ人 の 生 業 に 影

響 を 与 えた に と どま らず,同 時 に外部 か ら多 数 の労 働 者 が 流入 し,多 くの 地方 で サ ー

ミ人 は少 数 派 にな らざ るを得 な くな った。

　 南 か らの産 業 と と もに持 ち込 まれ た 文化,諸 制 度 や サ ー ビス に は,多 数 派言 語 が用

い られ,同 じIV¥恵に 浴 す るた め に は,そ れ らの言 語 の能 力 が要 求 され る ことに な った。

伝 統 的生 業 か ら離 れ た サ ー ミ人 た ちは,鉱 山,林 業 の ほか,サ ー ミ語 の通 用 せ ぬ近 郊

の都 市 で 種 々 の サ ー ビス 業 や,工 場 労 働 者 と して雇 われ る こ とが 多 く,そ の た め に地

方 にお け る青 年 層 の 過 疎 が 深 刻 に な った 。 これ らが すべ て,そ れ まで 生 活 の 全 分 野 に

おい て 用 い られて いた サ ー ミ語 の使 用範 囲 を 限定 し,ま た一方 で は,多 数 派言 語 に対

す る,サ ー ミ語 の相 対 的地 位 を下 げ る方 向 に 働 い た の は明 らか で あ る。

　 1962年 の 統 計 に よれ ば,フ ィ ン ラ ン ドの サ ー ミ地 域 に お いて,サ ー ミ人 の間 で フ ィ

ン語 を 母語 と す る世 帯 主 の割 合 の も っと も多 い の は行 政,サ ー ビス の集 中 す るイ ナ リ

の近 辺 で5割 近 くあ っ たの に 対 し,周 縁 部 で は3割 か ら1割 以 下 で あ った[KOMITE-

ANMIETINTO　 1973a:15-16]。 多 数 派 と の接 触 の 多 い地 域 で多 数 派 語 へ 同 化す る傾 向

は,ノ ル ウ ェ ー とス ウ ェー デ ンの北 サ ー ミ地 域 に お いて もみ られ る が,特 に南 サ ー ミと

海岸 サ ー ミで は母 語 の地 位 は既 に 多 数派 語 に ほ ぼ譲 り渡 されて い る[Samisk　 Kulturlia

I9$1:IflJ-106　 HANSEGARD　 I979a:34]0

　 た だ し,サ ー ミ人 の 中 心地 カ ウ トケ イ ノ と ウツ ヨキだ け は 例外 で,前 者 は約3,000

人 中,後 者 は約1,000人 中8割 以 上 が サ ー ミ語 話者 で あ る[Sampi　 1986:50;KOMITE-

ANMIETINT6　 1985:120]。 現 在,各 国 のサ ー ミ人 成 人 の ほぼ 全 員 が,多 数派 言 語 を

母 語,あ るい は サ ー ミ語 と の併 用言 語 と して 習得 して い る。 か つ て フ ィ ン人 と の接 触

の多 か った ノル ウ ェー や ス ウ ェ ー デ ンの 一部 の地 域 で は,年 配 者 は さ らに フ ィ ン語 が

で き るた め,三 言 語 併 用者 も存 在 す る。
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　母 語 の定 義 は厳 密 にはい くつ か あ る が[SKuTNABB-KANGAs　 l　981:12-20],こ こで

は一般 的 な定 義 に した が って,「 子供 が,最 初 に も っ と も完 全 に 習 得 した言 語 」と して

お く。 サ ー ミ人 の 場合,母 語 が本来 の サ ー ミ語 か ら多 数 派 語 に転 換 す る とい うの は,

その 場 は本 人 が 育 った 家庭 とい う こと に な り,更 に 次 の いず れ か の ケ ー ス と い う のが

も っ と も自 然で あ る。 第 一 に,両 親 が サ ー ミ語 を母 語 とす る場合,第 二 は一 方 のみ サ

ー ミ語 を母 語 とす る場 合 で あ る
。 前者 は一 見 不 自然 な 感 じがす るが,現 実 に は,既 に

見 て きた理 由 に よ り,子 供 に 多数 派 語 を習 得 させ た い あ ま り,不 自 由な言 葉で 育て る

とい うケ ー スで あ る。た とえば,ノ ル ウ ェー の フ ィンマ ル ク の沿 岸 部 で も観察 され て い

る[EIDHEIM　 l977e:53;NICKUL　 l970:214]。 ま た フ ィ ン ラ ン ド ・ウ ツ ヨ キで の

調査 で も,120人 の 就学 年 齢 前 の 子 供(う ち33%は サ ー ミ語 家族,67%は 片 親 が サ ー ミ

語)の う ち55°0の 子供 に は フ ィ ン語 しか話 され て い ない とい う[KoMITEANMIETINT6

1985:206]。 これ につ いて は後 で 詳 し く触 れ る こ とに な るが,ア イ デ ンテ ィテ ィ ー喪

失 や心 理言 語 学 の 面 か ら問 題 が 指摘 され て い る。 第 二 の,一 方 の親 が 多 数 派語 を母 語

とす る場 合,他 の多 くの民 族 に も見 られ るよ うに,子 供 に母 語 と して 習 得 させ るの は

多 数 派語 で あ る。 フ ィ ン ラ ン ドの ウ ツ ヨキの 基礎 学校 で の 調 査 で は,サ ー ミ語 ク ラス

(母語 はサ ー ミ語)の うち,両 親 と もサ ー ミ語 が75°0,残 りの うち,2d°oは 母 親 が,

5%は 父親 が フ ィン語 を母 語 と して い た 。 そ れ に 対 し,フ ィ ン語 ク ラス(フ ィン語 が

母語)で は,64°0は 片親 が,36°0は 両 親 ともが フ ィ ン語 を母 語 と して い た。 す なわ ち,

少 な くと も一 方 の親 が 多数 派語 を母 語 と して い れ ば,子 供 が 多 数 派語 を母 語 とす る率

は高 くな る ことが 分 か る[GUTTORM　 l987:30-31]。

　 しか し一 方 で は,フ ィ ン ラ ン ドのサ ー ミ地方 で 見 られ た よ うに,学 齢 期 に達 した 子

供 が サ ー ミ語 の み しか 知 らぬ ま ま就 学 す るとい う状 態 は所 に よ り70年 代 当初 まで,辛

う じて保 た れ て は いた[KOMITEANMIETINTO　 l973a:240,253,267,1973b:7]。

1975年 の 調 査 で は,サ ー ミ人 が 人 口の大 部 分 を しめ る小 村で は,サ ー ミ語 しか 知 らな

い5歳 以下 の子 供(つ ま り学 齢 期 以 下)が 存 在 す る ことが 報 告 されて い る[AIKIo,　 M・

1980:293]。 これ に対 し,現 在 テ レ ビの普 及 や 多 数派 人 口の サ ー ミ地 方 へ の進 出が 一

層 進 み,す で に学 齢 期 に達 す る子 供 の 多 くは(サ ー ミ語 を母 語 とす る場合 も),特 に

人 口集 中地域 に お いて は,多 数 派語 をか な り身 につ けて い る。 した が って,子 供 を と

り巻 く環 境 の 中 の ささや か な き っか け で,彼 らが使 用の 第一 言 語 を フ ィ ン語 に 乗 り換

え る可 能 性 は大 きい。 そ れ に比 べ,現 在 や っ と実 現 され始 めた民 族 語 教 育 を 出来 るだ

け民 族 語 環 境 で 行 な う とい う理 想 か ら は,当 時 の 状況 は望 ま しい 状態 で あ った とい え

る3》。 ノル ウ ェー にお い て も就学 時 に ノル ウ ェー語 を話 せ な い 児 童 は,フ ィンマ ル ク
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内陸 部 の サ ー ミ人 集 中地域 に 限 られて い る[HANsEGARD　 l979a:34]。

2.多 言 語使 用 とデ ィア グ ロ ッサ

　 しか し,サ ー ミ語 話 者 の 多 くが二 言 語 併 用 とは い って も,彼 らが 双方 と も自 由に 操

れ る こ とを か な らず しも意 味 しな い。 これ は後 で も触 れ る こ とに な るが,母 語 と して

は じあか ら多 数 派 語 で 育 った場 合 を除 き,サ ー ミ人 の多 数 派 語 能 力 の不 完 全 性 に つ い

て は,し ば しば 指 摘 され る こと で,そ れ に伴 う数 々 の問 題 も生 じて い る。

　言 語 能 力が 不 完 全 な 原 因 は,主 な も の に学 校 教 育 に よ る組 織 的 教 育 を受 け る こ とが

で きな か った場 合 や,後 述 す るよ う に学 校 で の 教 育 自体 が 不 完 全 だ った 場合 があ る。

いず れ にせ よ,多 数 派語 が不 得 手 なた め,直 接 的 に は職 業 選 択 が 制 限 され,低 い 経 済

水 準 に留 ま る ことや 社 会活 動 に影 響 を及 ぼ す こ とが あ りう る。 さ らに最 近 で は,特 に

多 数 派語 の能 力 の 乏 しい老 人 が十 分 な医 療 や 社会 サ ー ビス を 受 け られ な い ことが 深 刻

な 問 題 と して 取 り上 げ られつ つ あ る。 また,そ れ らを十 分 に話 せ な い ことへ の 劣 等 感

か ら,無 口,消 極 性 など 人格 形 成 に まで 影 響 を及 ぼ す こと も指摘 され て い る[BoOM

1968:291]。1960年 代,差 別 を 恐 れ多 数派 への 同 化 傾 向 が 強か っ た フ ィ ンマル クの 沿

岸 地域 で は,こ の よ うな サ ー ミ人 の行 動 の パ タ ー ンが逆 にサ ー ミ人 を 識別 させ る要 素

の一 つ で あ った と され て い る[EIDHEIM　 l977e:58]。 こ うい う事 実 が かつ て は,少

数 派 で あ るサ ー ミ人 を 国 家 が ノ ル ウ ェー語 な どへ 単一 言 語 化 す る政策 を正 当化 し,サ

ー ミ人 自身 もそれ に疑 い を差 しは さ む こ とが な か った ので あ る
。

　 また,個 人 の不 完 全 な 二言 語 併 用状 態 と して,い わ ゆ る 「半言 語 」 の概 念 があ る。

サ ー ミ人 の場 合,本 来 の母 語 で あ る サ ー ミ語 が 十分 に発 達 しない まま,多 数 派 語 に移

らざ るを得 な い こと に よ る言 語 能 力 の未 完 成 状 態 を い う。 これ は多分 に政 治 的 意 味 を

持 って 用 い られ る ことが 多 い が詳 し くは後 述 す る。

　 以 上 の 問題 は,す べ て サ ー ミ語 と多 数 派 語 が 社会 的 に 同 じ地 位 に ラ ン ク されて い な

い こ とに よ って い る。 次 に これ につ いて 見 る こ とに した い。 しば しば指 摘 され て い る

よ うに[ANDERSON　 l　979:186;KoMITEANMIETINT6　 1973a:99;EIDHEIM　 l　977e:

57],サ ー ミ人 ど う しで も,商 売 の場 面 や 役 場 な ど で は た とえ 口頭 の コ ミュ ニケ ー シ

ョンで あ って も多 数 派語 を 用 い る傾 向が あ る。 サ ー ミ語 話 者 が全 体 の80%を しめ るカ

ウ トケ ィ ノ に おい て も,会 話 の場 面 に人 が 増 え る程 ノル ウ ェー語 に な る率 が 多 い とい

わ れ る[Samisk・Kulturliv　 l　981:107]。 一 方,サ ー ミ語 は主 に限 られ たサ ー ミ入 だ け

3)し か し,サ ー ミ語教育が制度や教 師の認識において重視 されていなか ったために,当 時は学

校が第一言語の多数派語への転 換を行 なった。両親か ら切 り離 された寄宿舎生活が これ に拍車

をかけた ことは知 られて いる。
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の社会,つ ま り,家 庭 や サ ー ミ ・ア イデ ンテ ィテ ィーを 共 有 す る信 頼 の お ける仲 間 の

間 での 話 し言 葉 に 留 ま る こと にな って い る[EIDHEIM　 1977e:55]。 この よ うに,併

用 され るサ ー ミ語 と多 数 派語 の間 に,機 能 的,社 会 的 ラ ン ク付 け と使 い 分 けが起 こ っ

て い る。 複 数 の言 語 あ るい は 同 じ言 語 の 複数 のバ リア ン トが上 下 あ るい は公 私 に格 付

け され,場 によ って使 い分 け られ る とい う,社 会 言 語学 でい う デ ィア グ ロ ッサ4)の 現

象 は サ ー ミ語 と多 数 派 語 の間 で も 当て は ま る ので あ る。 サ ー ミ語 の 場 が この よ う に制

限 されて い る こと に よ って,一 部 の 子 供 た ちの間 で は,他 人 に知 られ な い た め の秘 密

語 と して の 役 割 に 存在 理 由 を認 めよ う とす る屈折 した 感 情 さえ 生 れ て い る5)。

　 さ らに,言 語 使 用 に おい て 残 され た言語 選 択 の 自由 な場 面 に も,そ の 自由 度 に は い く

つ か の レベル があ る。ウ ッ ヨ キの初 等 学 校 の サ ー ミ語 を母 語 とす る児 童 を対 象 に,自 由

時 間 の言 語 使 用 に つ い て行 な っ た調査 で は,フ ィ ン語 を よ り用 い や す い場 面 と して,ク

ラブ活 動,遊 び,友 人 との会 話,教 師 との 会話 と な って い る[GUTTORM　 l987:58]。 同

様 に家 庭 内で は相 手 が,兄 弟,来 客,母,母 方 祖 父 母,親 友,父 方祖 父母,父 の順 に フ ィ

ン語使 用が 減少 す る[GuTToRM　 1987:55,58]。 サ ー ミ語 の この様 な,よ り私 的 な 状

況で 辛 う じて 保 た れ て い る使 用 の割 合 もまた,共 同体 の 中に しめ る非 サ ー ミ人 の 比 重

と大 き く関わ って い て,遊 び仲 間 の よ うに,比 較 的 選 択 の 自由 な場 な どか ら,常 に多 数

派語 の侵 略 に さ らされ て い る。 子 供 の 間 で サ ー ミ語 が 用 い られ て いた 村 に フ ィ ン人 の

家族 が入 った た め に,子 供 た ちが フ ィ ン語 を使 い だ した 例 さえ あ る[KoMITEANMIETI-

NTO　 l973a:209]。 も ちろ ん,フ ィ ン人 家族 の転 入 は き っか け にな った に す ぎ な い が,

い か に,多 数 派 語 社会 で少 数 派の 言語 は もろ い土 台 の うえ に あ るか を 象 徴 して い る。

　 1980年 初 頭,M.ア イ キオ は フ ィ ン ラン ドの サ ー ミ居 住地 区南 部 で,急 速 に フ ィ ン

人 の流 入 しつ つ あ るヴ オ ッッオVuotsoの サ ー ミ語 の 使 用状 態 を 調査 した[AIKIo,　 M.

1984]。 そ の結 果,約100年 前 に は,ほ ぼ完 全 に サ ー ミ語 社会 で あ った共 同 体 が 最近 の

40年 の間 に,急 速 に フ ィン語 化 しつ つ あ る状 態 を 明 らか に し,サ ー ミ語 の 非常 に厳 し

い,悲 観 的 と も とれ る将 来 を予 想 して い る。 た とえ ば,日 常 の様 々な 接触 場面 で の サ

ー ミ語 の 用い られ る割 合 は34°0か ら2 .5%へ と激 減 して い る。

　 特 記 す べ き こ と は,数 少 な いサ ー ミ語 の通 用 領 域 と して の トナ カ イ飼 育 の 間 で の サ

4)こ の用語を初 めて用いたファーガソ ンtFERGUSGN1959:23&]は,共 同体で 習得 されて い

る,同 じ言語 に属す ると見な される二つのバ リア ン トのうち,一 方が高位に格付けされてい る

状態を こうよん だ。 しか しここでは最近見 られ るよ うに拡大解釈 した。

5)サ ー ミ人の生徒の作文 か ら引用す る[Samegiella21989:2]。 「私の友人や クラスのなかに は

サー ミ語ができない人 がいるので愉快だ。どんな悪 口や知 られて嫌な ことなんかでも しゃべれ

るか ら。」 しか しζれは子供 に限 ったことではない。 サー ミ地方では彼 らの間で,同 席する多

数派 に属する人 に知 られた くないことはサー ミ語で話 され るのはよ くあることで」部外者でサ
ー ミ語がで きると逆 に警戒 され るということはよ く聞 く。
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一 ミ語 使 用で あ る[ANDERsoN　 l979:187;HANSEGARD　 1979b:80;AsP　 l　971:

115-116)。 この グル ー プ は,サ ー ミの 中で,生 活 の 経 済 的基 盤 が 安 定 して い る こ と と

並 んで,伝 統 的生 業 に携 わ る こ との で きる特 権 的 な 人 々で あ る。 した が って この グル

ー プ は
,す べ て の 国で 一 様 に,民 族 意識 が強 い 。 そ の う え職 業 内容 が 伝統 的 なサ ー ミ

語 の得 意 とす る領域 に属 し,外 部 の 社会 か らの 独 立性 も高 い と こ ろか ら,サ ー ミ語 の

保 持率 が も っ と も高 い。 サ ー ミ人全 体 の 中で,現 在彼 らの しめ る割 合 は小 さい が,サ

ー ミ語 の存続 とい う点で は彼 らに大 き く依 存 して い る とい え る6)
。

3.書 き言 葉 の歴史 とサー ミ人 の識字

　 次 に書 き言 葉 と して の サ ー ミ語 の お か れて い る現 状 を 見 る こと にす る。 近 代 社 会 に

おい て,文 化 的,政 治 的,経 済 的 に 自立 しよ う とす る民 族 に と って,書 き言 葉 の 不 可欠

性 につ い て は ここで 改 め て言 及 す る必 要 はな いで あ ろ う。 書 き言 葉 のた めの 第 一 の 条

件 は正 書法 の 存在 で あ るが,こ れ が 唯 一 の 条件 で な い こ と は明 らか で あ る。 す な わ ち,

単 に文 字 に書 か れ て い る こ と だ けで は書 き言 葉 と は い え な い。 フ ァー ガ ソ ン は言 語 の

文 字化 の度 合 い を 三 段階 に分 類 して い る[FERGUSON　 1962]。

　 1　 日常 的 な用 途,た と えば,手 紙,新 聞,文 学 。

　 2　 自 然科 学 の 書 き物Q

　 3　 他 語 か らの学 問 的 文 献 の翻 訳

これ らは,正 書 法 以 外 の他 の条 件 の 整 備 状 況 に よ る もの で,言 語 標 準 化 と共 に,最 高

の 第3段 階 に達 して い る言 語 の ほと ん ど は,ヨ ー ロ ッパ の言 語 に 限 られて い る。

　 19世 紀 末 以 前,北 欧で,こ の よ うな条 件 を満 して い た言 語 はス ウ ェー デ ン語 と デ ン

マ ー ク語 で,フ ィ ン語 と ノル ウ ェー語 は それ ぞ れ,書 き言 葉 の 完 成 を 目指 し全 力 を振

り絞 って い る段 階 で あ った 。 しか し当時 ま だス ウ ェ ー デ ンが公 用 語 で あ った フ ィ ン ラ

ン ドで も,サ ー ミ人 には フ ィン語 が 普 及 して い た た め,ト ナカ イ 飼 育 に 関 す る法 な

ど サ ー ミ入 に関 わ る文 書 に は,随 時 フ ィ ン語 が用 い られ る こ と もあ っ た[AIKIo,　 M.

1980:308]o

　 サ ー ミ語 が初 めて 文字 に書 か れ た の は1619年 ピテ方 言 に よ り書 か れ た ア ル フ ァベ ッ

6)も ちろん,ト ナカイ飼育 は言語保存 において,有 利 な条件の うちの一つに過 ぎない。1975年

の調査 によれば,大 規模な トナカイ飼育 にほぼ完全に依存 して い る フ ィ ン ラ ン ドの リス マ

Lismaと ヌンナネ ンNunnanenは,ト ナカイ飼育への依存度のよ り小 さい,し か しフィン語 と

の接触 が少なか ったアンゲ リAnge1よ り,サ ー ミ語 の後退は著 しい[AIIαo,M.1980:295]。

これは,先 に触れたアイキオによるヴオ ッツオVuotsoで の調査によって,ノ ルウェーや スウ

ェーデ ンのようにサー ミ語 が トナカイ飼育者の間での公的な地位を与え られない限 り,効 果 が

ない と説 明されている[AIKIo,A・1984:290]。
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ト教本 で あ る。 そ の後 有 名 な トル ネ ウス の1,000頁 に及 ぶ 『ラ ップ語 文 典 』(1648年)

以 降,前 世 紀 末 まで 出版 され た約400冊 の 書 物 の大 部分 は宗 教 文 書 あ るい は語 学 書 で

あ る[AIKIo,　 S・1987:459]。 後 者 も多 くは,聖 職 者 の養 成 や サ ー ミ入 へ の 布教 の た

め の もの で サ ー ミ人一 般 の 識 字化 を 目的 と した もの で はな か った 。

　 サ ー ミ人 の た め の文 語 を 作 る こ とが 直接 の動 機 で はなか った にせ よ,こ の 間 に,い

くつ か の 方言 の 正書 法 の輪 郭 が 形 作 られて きた 。 こ こで 話 題 にす る北 サ ー ミの正 書 法

で は,ト ル ネ ウス のあ と幾 人 か の手 を経 て,改 良 や工 夫 の跡 が 見 られ る。 この推 移 に

つ い て は,こ こで は触 れ ぬ が,今 まで,い くつか の概 観 が な され て い る[KORHONEN

1981:53-57;ITKoNEN,　 E　 l951;BERGSLAND　 1952]。 聖 職 者 に混 じり,特 に1800

年 代 以 降,言 語 学者 の 関与 した 部 分 が 大 きい の は,ヨ ー ロ ッパ の特 異 な言 葉 と して サ

ー ミ語 が 関心 の対 象 で あ った ことを 示 して い る
。

　 しか し これ らの試 み も,北 サ ー ミの一 つ の正 書 法 確 立 とい う方 向 に は進 ま な か った。

一 説 で は
,北 サ ー ミに13の 正 書 法 が 存 在 した と され る[LEHToLA　 l984:364]。 これ

らに つ いて 述 べ る こ とは別 の機 会 に譲 る こ とに す るが,こ の 原 因 に は,サ ー ミ語 の 周

囲 とは異 な る音 韻 体 系,複 雑 な 音 韻 現 象(子 音 階 梯 交 替,母 音 交 替,プ レァ ス ピレー

シ ョンな ど)の 表 記 原 則 に お け る見 解 の相 違,周 囲 の言 語 の異 な る正 書 法 の 影 響,基

準 に した 下 位方 言 の相 違,各 地 方 で の 旧 来 の 正書 法 へ の 固執 が あ った 。 こう して,

1950年 代 初 頭 に は次 の4つ の正 書 法 が 北 サ ー ミの 表記 に用 い られ て いた 。

　 ノル ウェ ーで 発行 され る宗 教 新 聞Nuorttanasteが お もに用 い る フ リー ス 式(ユ887年

以 降),ノ ル ウ ェー の サ ー ミ語 学者 ニ ー ル セ ンK.Nielsenに よ るニ ール セ ン式(歴 史 ・

音 韻 的 緻 密 さか ら現 在 も言 語 学 で は用 い られ る),お よび,ノ ル ウ ェ ー とス ウ ェー デ ン

で 教 育 ・出版 に用 い られ て きた ベル グス ラ ン・ル オ ングBergsland-Ruong式(1948年

以 降)と フ ィン ラ ン ドの サ ー ミ文 化 協 会 式(1930年 代 か ら,1950年 改訂)で あ る。 こ

の う ち,実 際 に勢 力 の あ っ たの は後 二 者 で あ る7)。 ベ ル グ ス ラン ・ル オ ン グ式 は,北

サ ー ミの う ち西 フ ィ ンマル ク方 言,サ ー ミ文 化 協 会 式 は フ ィ ン ラン ドの サ ー ミの 中心

ウ ッ ヨキの 属 す る東 フ ィ ンマ ル ク方 言 を基 に して い た。 これ ら は,音 の 表 記 に お い て

も,上 に述 べ た 基 本 的原 則 に おい て異 な って い る ほか,そ れ ぞれ の宗 主 国 の言 語 と の

整 合 性 を 優 先 して お り,か な りの相 違 が あ った 。これ らの統 一 の方 法 につ い て の 模索 は

既 に40年 代 半 ば か ら始 ま る が,試 みが 具 体化 され る の は70年 代 に は い って か らで あ る。

7)実 際 はこの両者 の誕生は,そ れまでの非実用 的な正書法 に代わ り,1940年 代半 ばの北サー ミ

統一正書法を作成す る試みに端を発 している。 しか し,結 果的には逆 に,ス カ ンジナビア語 と

フィン語を多数派語 と してきたそれぞれの立場 の違いを明確 に し,二 つの異なる正書法が誕生

することにな った[MATTILA1974:6-7]。
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　 サ ー ミ人 自身 に よ る文 学 活 動 が始 ま った の は,今 世 紀 に入 って か らと い って 過言 で

ない 。 当時 の特 徴 と して は,民 族 運 動 の 黎 明期 と 重 な り,民 族 意 識 に啓 発 され た 文 芸

活 動 が支 え にな って い る。1930年 頃 まで 各 国 で い くつ か 出版 されて い る が,お もに,

サ ー ミ人 た ち の伝 統 的生 活 の描 写 や サ ー ミ社会 の変化 を 民 族主 義 的観 点 か ら叙 情 的 に

描 くもの が多 か った とい え る。 そ の後1950年 ま で の沈 黙 の後,1960年 頃 か ら しだ い に,

フ ィ ン ラ ン ドを 中心 に 文 芸 活動 が 活 発 化 した。 小 説 か ら詩 集 まで 幅 広 い もの が 出 版 さ

れ て い る が,単 行 本 と して 出版 され た もの は わ ずか で,ほ とん ど は雑 誌,文 芸 集 な ど

に 頼 って いた 。 ノル ウ ェー,ス ウ ェー デ ンで は,サ ー ミ語 読 者 層 の薄 さの た め,原 作

か ら多数 派 語 で 書 か れ た 作 品が 多 い 。

　 今 まで 述 べ た こ とは,書 き言 葉 と して サ ー ミ語 が ほ とん ど機 能 して い な か った こと

を暗 示 して い るが,サ ー ミ人 の 間 で の サ ー ミ語 の読 み書 き能 力 も乏 しい もの で あ った 。

1970年 のサ ー一ミ語 の読 み書 き能 力 調 査 に よ れ ば,当 時 の フ ィ ン ラン ドの サ ー ミ人 の そ

れ は きわ めて低 い[KOMITEANMIETINTO　 1973a:224,241,253,267-8]。 当 時 フ ィ

ラン ドで 出版 されて い た 唯 一 の定 期刊 行 物 で あ ったSabmelas(現 在Sapmelas)が 何

とか 読解 出来 た の は,も っと も高 い の が30-39;の 年 齢 層 で67°0,15-19歳 で は25%に

過 ぎな か った。 ス ウ ェー デ ンに お け る1970年 代始 め の調 査 で は,ト ナ カ イ飼 育 に従 事

しな いサ ー ミ人 の うち65%は サ ー ミ語 が読 めず,85%が 書 けな か った(ち なみ20%に

は理解 で きず,40%は 話 せ なか った)[FJ肌LSTROM　 1985:535]。 ま た,ノ ル ウ ェ～

のサ ー ミ地 域 で1980年 トナ カ イ ・サ ー ミ人 の うち,サ ー ミ語 を読 め な い の は45%,書

け な いの は:/iで あ った[FUGE肌11986:52]。 これ は,サ ー ミ語 の読 み 書 きが 当

時 ほ とん ど教 育 され て い な か っ た こ と と と もに,結 局 はサ ー ミ語 が書 き言 葉 と して の

役割 を与 え られ て い な か った こ と も原 因 に挙 げ られ よ う。

IV.対 象 として の サ ー ミ語

1.　 サー ミ語 の教 育

　教育の目的は,個 入が社会の構成員として機能しうるだけの素養を身につけさせる

と同時に,社 会が存続するためのものであることを認めるなら,当 然,教 育対象や内

容は社会にとって存続する価値があるとみなされるものに限られる。各国が,サ ーミ

語とサーミ文化に対 してどのような態度をとってきたか,そ の公的な姿勢は教育に反

映 している。次にその推移を簡単にたどることにする。

　北欧で義務教育制度が導入されたのは1800年代である。それ以前の教育は,お もに
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教会 に よ って 行 な わ れ た宗 教 的啓 蒙 と読 み 書 きを 中心 とす る教 育 であ った 。 サ ー ミ語

の読 み書 き も,あ る程 度行 な わ れて はい た が,こ れ は宗 教 的 文書 の読 解 力 を 習得 させ

るた め の もの で,実 際 に 日常生 活 で の 使 用 を 目的 とす る もの で は なか った 。

　 義務 教 育制 度 の本 質 的 な 実 施 は北 部 で は ず っ と遅 れ る こ とに な ったが,学 校 数,教

育 期 間,教 育 内容 に おい て も劣 って い た 。前 世 紀 後半,近 代 国 家 建設 を 急 いで い た 各 国

に,少 数 民族 で あ った サ ー ミ人 が民 族 と して存 続 す る た めの 特 別 な措 置 を 期 待 す る こ

と は 当時 の常 識 に は そ ぐわ な か っ たか も しれ な い。 事 実,現 在 多 くの指 摘 す る と ころ

で は,当 時 の サ ー ミ人 に 対 す る各 国 の教 育 政 策 は,自 文 化 中心 的 ・民族 主 義 的 偏 見 に

満 ちた もので あ った[HANSEGARD　 l979a:35]。 ノル ウ ェーで は,サ ー ミ人,フ ィ ン人

に対 して サ ー ミ語 に よ る授 業 も行 な わ れて いた が,1888年 以 降,一 貫 した 同化 政 策 が

と られ,民 族 語 に よ る教 育 は行 なわ れ な くな った 。ス ウ ェー デ ンで は,1920年 代 か ら「ラ

ップ 人 は ラ ップ人 」 とい うス ロ ーガ ンに代 表 され る分 離 隔 離政 策 が基 幹 を な して い た。

サ ー ミ語 の 教 育 は行 なわ れ は した が,サ ー ミ保 護 とい う観 点 か らサ ー ミ人 に伝 統 的 テ

ン トにす む こ とを 強要 す る な ど,独 善的 な 性 格 の 強 い も の で あ った[HANSEGARD

1979a:35-36]。 サ ー ミ人 子 弟 は1938年 以 降,遊 牧 学 校(ス ウ ェーデ ン語 一nomads-

kola)と 呼 ば れ た全 寮 制 学 校 に お い て,サ ー ミ語 や サ ー ミの 伝統 的文化,技 術 な ど の

教 育 を受 けた 。 しか し,こ れ らに おか れ た 比重 は小 さ な もの で,授 業 もス ウ ェー デ ン

語 が 用 い られ,サ ー ミ語 は補 助 的 な 役 割 しか 果 せ な か った。 初 等 教 育 にお け る民 族 語

の 重 要性 が顧 み られ な か った の は,サ ー ミ地 域 周縁 部 に お いて サ ー ミ語 の教 育 が 中止

され て い た(1880年 頃)ノ ル ウ ェ ー はい うに及 ぼず,教 師 の 条件 と して サ ー ミ語 の 知

識 が要 求 されて いた はず の ス ウ ェー デ ンの遊 牧 学 校 に おい て も全 くサ ー ミ語 の で きぬ

教 師 が採 用 され て い た ことか らも 推 測 で き る[HANSEGARD　 l979a:39]。 また 寄 宿

舎 生 活 は 子供 を サ ー ミの 伝統 的 生 活 環 境 か ら切 り離 し,言 語 的 に も多 数 派 へ の 同 化 を

進 め る こ とに な った 。 寄宿 舎 で は世 話 入 に よ りサ ー ミ人 の 仲 間 の間 で サ ー ミ語 を 用 い

る こ とさ え禁 じ られ た場 合 が あ る[FJELLSTROM　 1985:536ユ(ス ウ ェー デ ンで サ ー

ミ人 の 両親 に,子 弟 を遊牧 学校 か 一 般 の 学 校 か どち らに通 わせ るか の選 択 の 自 由が 与

え られ た の は,サ ー ミ人 の 生 活 に と って家 族 を 伴 って の 遊 牧 が ほ とん ど 消 え去 った

1962年 で あ る)。

　 以 上 の2か 国 の サ ー ミ教 育 政策 に,少 数 民 族 の 生存 権 や 心理 学 的,教 育学 的,社 会

学 的見 地 か らの転 換期 が訪 れ るの は第 二 次 世 界大 戦 以 降 で あ る[:・ ・　 1968:288]。

特 に1960年 代 以 降 は,サ ー ミ語 や文 化 の教 育 が 重 視 され始 めた 。 これ らの 国で は サ ー

ミ人 の た め の基 礎 学 校 に お いて,サ ー ミ語 の授 業 に は,週 数 時間 割 り当 て られ るよ う
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に な った。また ス ウ ェー デ ンで は,サ ー ミ(遊 牧)学 校 以 外 に も行 く ことが 可能 に な り,

サ ー ミ居 住 地 域 の 一般 学校 で も,希 望 す る場 合 には サ ー ミ語 の授 業 が履 修 で きる。 ノ

ル ウ ェーで は,1967年 以 降,基 礎 学 校 低 学年 で サ ー ミ語 の み に よ る授 業 を 受 け る こと

が可 能 に な った。 この際 ノル ウ ェ ー語 は 第一 外 国語 と して教 え られ る。 これ に伴 いサ

ー ミ語 教 師 の養 成 も重 視 され 始 め
,1948年 に再 開 され て い た トロ ム ソ教 育大 学 に加 え,

アル タAltaに お いて も教 師養 成 所 にサ ー ミ語 学科 が開設 され た。

　 フ ィ ン ラン ドにお け るサ ー ミ語 の教 育 は,近 年 まで他 の二 国 に比 べ は るか に遅 れ て

い た。 む しろ,他 の 諸 国 の よ う に同 化 や 隔 離 政策 は と られ な か った も のの,特 別 な配

慮 も され なか った とい った ほ うが 当を 得 て い るか も しれ な い。 しか し,教 会 に よ る教

育 の 伝統 を受 け継 ぎ,1898年 初 等 教 育 が 義務 化 された 際,ウ ツ ヨキ な どサ ー ミ人 が 多

数 を し め る地 域 の 一 部 の郡 立 学 校 で は,サ ー ミ語 に よ る口頭 教 授 が 行 な わ れ た よ うで

あ る[KoMITEsANMIETINT6　 1985:43]。 そ の後1970年 代 まで,日 常 フ ィ ン人 との接

触 す る機 会 の多 い 人 口集 中地 を除 き,子 供 の ほ とん どは フ ィ ン語 がで きな い 状 態で 就

学 時 を迎 え た に もか か わ らず,サ ー ミ語 の教 育体 制 は全 く整 え られ な か った。 ただ,

必要 な場 合 に は,サ ー ミ語 で 口頭 の 指 導 が 行 な え る こ とに は な って いた が,ほ とん ど

の 教 師 はサ ー ミ語 が で きな い た め,サ ー ミ語 しか で きぬ子 供 は,最 初 の 数年 は授 業 に

もつ い て い け ぬ 状態 で あ った とい う。 逆 に,こ こで も学 校 と そ れ に伴 う寄宿 舎生 活 は,

この よ うな子 供 た ちを サ ー ミ語 環 境 か ら引 き離 し,フ ィン語 化 す る役割 を果 した 。そ こ

で の子 供 た ちの 経 験 す るサ ー ミ語 へ の 劣 等 感 や差 別 はま す ま す そ の傾 向 に拍 車 をか け

た[KOMITEANMIETINTO　 1973a:11(?一 一101;AIKIo,　 M.1980:294-295]。 現 在,後

で述 べ る よ うに サ ー ミ語 の語 学 力 が サ ー ミ人子 弟 の間 で も弱 化 して,教 育 も母 語 を教

え な ければ な らない こと を考 え る と,現 在 子 供 た ちの両 親 と な る世 代 に 当時 十分 な サ

ー ミ語 の教 育 が 行 な わ れ なか った こ とが悔 や ま れて い る。 この世 代 が,サ ー ミ語 か ら

の遊 離 に お いて も っ と も決定 的役 割 を この間 に果 して きたか らで あ る。 現 在,フ ィ ン

ラ ン ドで も,よ うや くサ ー ミ語 に よ る教 育 体 制 が 整 い つ つ あ る が,両 親 の7割 近 く

が,子 供 に サ ー ミ語 教 育 を選 択 す る こ とを躊 躇 す る とい う。 か つ て の 自分 の経 験 か ら,

サ ー ミ語 教 育の 可 能 性 自体 に懐 疑 的 で あ る こ とが 理 由で あ る と い わ れ る[GUTTORM

1987:31]0

　 当 時 もサ ー ミ語 の 教 育 が重 要 視 され な か った 原 因 には,両 親 の態 度 も多分 に 関わ っ

て い る。 上で 述 べ た とお り,早 くか ら,多 数 派 の言 語 に同 化 され た地 域 があ った が,

そ れ以 外 で もサ ー ミ語 の多 数 派語 に対 す る劣 勢 の た めに,子 供 に は多 数 派語 の教 育 を

進 ん で 受 け させ よ うとす る親 が 多 か った ので あ る。 さ らに,サ ー ミ語 を母 語 とす る両
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親 が,不 完 全 な多 数 派 語 だ けで子 供 を 育 て た ケ ース が 多 く知 られ て い る[NICKUL

1970:214]0

2.サ ー ミ語 の 研 究

　サーミ語の研究が始まったのは,17世 紀 ごろか らである。当時旅行者や宣教師によ

ってもたらされるサーミ入の風変わりな生活についての断片的な情報は,南 の学者た

ちのサーミ語に対する興味を駆り立てた。またスカンジナビアの各国はサーミの宗教

的,政 治的支配の必要から,フ ィンランドでは同系の言語への関心から,盛 んにサー

ミ語の研究が進められた。19世紀中頃には,多 くの文法書や辞書が著わされている。

それ以降 もサーミ語への純粋言語学的な関心からおもに北欧の言語学者により着実な

研究が進められ,フ ィン・ウゴル言語学の中で も,少 ない話者人口の割りには,研 究

成果の質 ・量ともにはるかに他をしの ぐサーミ言語学が確立されてきた。さらに,各

国の学者によって,言 語資料とともに記録 された口頭文学の蓄積 も膨大である。 これ

らは,現 在サーミ人たちの言語や文化研究に役立っていることはいうまでもない。

　 しか し,こ れら第二次世界大戦以前の研究はスウェーデンのサーミ出身の言語学者

1.ル オングなどほんの少数の例外を除いて,す べてサー ミ人以外によるものである。

サーミ語の教育や実用の面からは当然関心の対象 となるはずの,規 範文法の製作,標

準化の問題,語 彙の近代化などに関しては,ほ とんど論議されることがなかったが,

これは当時のサーミ語の貧弱な教育状況とも一致する。これらは,サ ーミ言語学が,

サーミ語の書 き言葉としての実用化を非現実的なものと捉えていたことを物語 ってい

るといえよう8)。ただ,上 に述べたように正書法のみが,注 目の対象となっていた。

しか し,1970年 以降,サ ーミ語の書き言葉確立へ努力が現実化するにつれて,こ のよ

うな分野の研究も計画に従って北欧サーミ研究所(1973年 設立)や 各地の大学で行な

われている。特に,特 色があると思われるのは,サ ーミ文化や制度と関係の深い分野

である,雪 の状態などを表わす天気用語,地 名,ト ナカイ用語などの収集であ る。

　さらに,サ ーミ語に関してはやっと最近になって急に研究の対象となった分野があ

8)と はい って も当時の言語学者 たちが一方 的にサー ミを利用 した とは決 していえない。言語学

者 の多 くは現 にサー ミ人た ちの間に入 り込み,現 在では失われた貴重な口頭の記録を残 してい

る。これ らは,ほ とんどがサー ミ入 との深い信頼関係 の上 においてのみ得 られた ものであ る。

ま た,何 人 かの言語学者 がサー ミ語 の正書法確立のために大 きな役割を果 したことも事実であ

る。各国のサー ミ語学者 の多 くはま た,サ ー ミ人た ちの啓蒙活動や文化運動にも積極 的に参加

して きた。フィ ンラン ドの著名な言語学者T.1.Itkonen,Ravilaら は1932年 サー ミ文化協会を

創設 し,サ ー ミ語の保護 と教育 に関 して,政 府に対 し,次 のような提言 を行な って いる[Aixio,
S..;.:15]。 国家は,サ ー ミ語の教本を製作す るこ と,サ ー ミ語の定期的な雑誌を発行す

ること,サ ー ミ人相手の看護婦や牧 師にサー ミ語教育を行な うこと,サ ー ミに関する諸法令を

サー ミ語 に訳すこと。国家的民族主 義の高ま りつつあ った当時,こ のよ うな要求が学者によ っ

て示 されていたのは,驚 きに価する。

865



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国立民族学博物館研究報告　　15巻3号

る。サーミ語の使用の地域的,機 能的縮小や他語 との併用の状態,お よび不完全な言

語習得が子供にもたらす,心 理的発達や学習における障害などを扱う言語社会学や言

語心理学の分野である。これはサーミ語の教育の必要性を実証 し,その実現を国家に対

して要求する際大 きな役割を果 して きた9)。詳 しくは後の言語政策のところで述べる。

　 さらに最近の動向の特色 として,以 上のようなサーミ語研究にサーミ人が参画する

ようになったことがある。サーミ入のなかに高等教育を受けるものが増加 したととも

に,言 語の管理におけるサーミ人みずからの役割の重要性が認識されていることの現

われである。北欧サーミ研究所の研究は完全にサーミ人のみにより行なわれている。

また,ど ちらかというと高度な専門知識を必要 とし,多 数派民族によってになわれて

きた歴史 ・記述言語の分野にもサーミ人の研究者が進出し始めている。また,新 正書

法を用いた規範文法,辞 書,教 科書製作もサーミ人が中心に行なわれることが多 くな

ったが,特 にこのような標準言語の権威を強化する分野では,サ ーミ人が主導的役割

を果すことは,重 要であると思われる。

V.サ ー ミ語の当面す る諸問題

1.サ ー ミ語 の管理

　言語の教育において重要なのは,上 記のような教育制度や教科書などの整備ととも

に,言 語 自体に教えられるための規範が整っているということがある。いわゆる学校

文法であるが,そ れは正書法はもとより音韻,文 法,語 彙において,地 域的 ・社会的

な通用範囲など,何 らかの理念や基準とする方言に基づいて標準化されたものでなけ

ればならない。正書法に関わる問題ついては既に上で触れた。地域的 ・社会的通用範

囲において,学 校教育でサーミ語が目指すのは,い うまでもなく広い範囲であまね く

通用 しうる書き言葉で,先 に述べた文字化 ・標準化の最高の段階である。この点につ

いて次にサーミ語の現状を概観することにする。

　サーミ語の地域的,す なわち方言的差異は,北 サーミ方言一つをとってもかなり大

きい。北サーミ語の標準化を計画する際,ど の地域までそれに含めるかが問題になっ

たが,も っとも狭い地域的に限定 した場合の4下 位方言,つ まりトルニオ方言,東 フ

ィンマルク方言,西 フィンマルク方言,海 岸方言の間でも差異は少なからず見 られる。

参考までに,現 在書き言葉の通用対象とされているこれら各方言の話者が,書 き言葉

9)こ のような見解 は,た とえば,1953年 にユネスコか ら出された レポー トの中に発表されて い

るが,こ れはサー ミに関わる形で,1960年,ス ウェーデ ンのサー ミ人 の学校教育に関する調査

報告に付 されている[IVICKUL1970:311]。
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　 　 　 　 図3　 北 サ ー ミ文 語 と北 サ ー ミ各方 言 とを 対照 した 図(Somas　 I[1985]よ り)

や相互の方言との差異になれることを目指 して用いている資料を挙げておく(図3)。

　問題は,方 言問に差異が存在することにあるのではな く,そ の間に標準化が可能で

あるかどうかであるが,北 サーミ方言統一正書法が確立されるまで,書 かれた言葉に

もい くつかのバ リアントが存在 した。各国で出版された教科書,文 法書はいずれかの

正書法によっていたし,標 準とする発音,形 態論,語 彙のレベルにおいて も異なって

いた。現在,書 き言葉では方言的差異はある程度許容されながらも標準化は進んでい

るが,口 語のレベルでは差は依然として大きいといえる。,

　一方,社 会的通用範囲において書き言葉の目指すものは,近 代社会の種々の分野に

おいて機能 しうるバ リアントの開発である。おもにこれは語彙と文体に関わって くる。

自然経済に依存 していたサーミ伝統社会に,近代社会に必要な技術,概念などの語彙が

欠損 していることはいうまでもないことであるが[ITKoNEN　 I957:273;KYLsTRA

l973:49-50],事 実上口語としてのみ存在 してきたサーミ語には,様 々な文体の育成

も要求 されている。 これらの点は特に重要で,成 功 しない限り,サ ーミ語が多数派語
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に代 わ りサ ー ミ人 の間 に定 着 す る可 能性 もない(し か し一方 で は 用 い られ ない 限 り,

これ らが普 及 す る こと も ない とい う矛 盾 が あ る)。

　 また言 語 管 理 の 面で サ ー ミ語 が 直 面 して い る問 題 に,サ ー ミ語 の純 化 があ る。 サ ー

ミ語 は近 隣諸 語 か ら強い 影 響 が あ った こと は先 に述 べ た 。 そ の結 果,サ ー ミ語 に は文

法 や 語 彙 の 面 で多 くの借 用を 行 な って い る。 こ こで 問 題 とな るの は,多 数 派 民族 の入

植 以 降 の影 響 で あ る。 地 方 ご とに借 用相 手 が 異 な る ほか,影 響 の度 合 いが 異 な るた め,

現 在 の サ ー ミ語 方 言 は結 果 的 に は一 層 複雑 化 して い る。 特 に 文化 語 彙 に関 す る語 彙 は

地 方 に よ り大 きな差 を呈 して い る。 かつ て フ ィン人 の 多 数 の入 植者 が あ り,フ ィ ン語

が 地 域 的 共 通語 と して の勢 力 の 強 か った ス ウ ェ ーデ ン北 部 の ユ ッカ ス ヤル ビの サ ー ミ

語 に は,約1500語 の最 近 の フ ィ ン語 の借 用語 が あ ふ れ て い るば か りか,文 法 的 な面 に

お い て も影 響 を受 けて い る。 また,多 数 派語 の モ デ ル に 従 った 文 体 や 表 現 法 が入 り

込 ん だ り,サ ー ミ語 固有 の 表 現 を排 除 した りす る例 も指 摘 さ れ て い る[HOLMBERG

l986:ll3ERGsLAND　 l977;KYLSTRA　 1973:50-52]。 極 端 な場 合 に は言 語 崩 壊

に近 い 例 が存 在 す る が,こ の よ うな他 語 へ の一 見 従属 的 な 依存 は民 族 語 の威 信確 立 に

と って は脅威 で,言 語 改 革 の イ デオ ロ ギ ー に 抵 触 す る[ク ル マ ス　 1987:93]。 そ の

よ うな 要 素 の排 除 は,サ ー ミ語 に と って 重 要 な課 題 で あ る。

2.サ ー ミ語 の危機

　 以 上 の こ とか ら,サ ー ミ語 が 現 在様 々 な種 類 の 困 難 に直 面 して い る こ とが 明 らか に

な った 。

　 サ ー ミ語 の 衰退 はず っ と以 前 か ら知 られ,実 際,そ の 傾 向 を食 い 止 め,勢 力 を復 活

させ よ うと す る試 み があ った こ とは,今 世 紀 初 頭 の サ ー ミ組 織 の声 明 な どか ら推 測 で

きる。 しか しこの よ う な試 み が,大 きな 力 とな り得 な か った の は(現 在 これ らは大 き

く評 価 され て は い る が),そ れ ら組 織 の短 か った運 命 に よ って も物 語 られ て い るよ う

に,サ ー ミ人 側 や サ ー ミを と り巻 く一 般 的 状 況 が 整 って い なか っ た こ と に ほか な らな

い 。de　Vrieら は,言 語 的 少 数 集 団 の勢 力 や 消 長 に影 響 を 持 つ 因子 と して,人 口,政

治 力,社 会 ・経 済 的 諸 関係 を 挙 げ た が[DE　 VRIE　 l984:210],サ ー ミ人 のか か え る

問 題 も言 語 を含 めて,同 じよ うな 因 子 に作 用 され て い るので あ ろ う。

/　 　社会 ・経済的要因　　＼

人口的 ・資源的要因 → 少数派存続の可能性

＼ 政治 ・法的(言 語 も含む)要 因/

しか し,こ こで は,後 にサ ー ミ語 政 策 を考 察 す る意 味 に お いて,現 在 の サ ー ミ語 の
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危機状態を生み出している直接的な要因のみを整理 してお く。サーミ語のかかえる問

題は,大 きく次の3つ のグループに大別できると思う。

　(1)社 会的 ・地位的問題

　(2)能 力的問題

　(3)規 範的問題

　社会的 ・地位的問題とは,サ ーミ語を使用する人数,地 域的 ・社会的領域が縮小あ

るいは限定されていることである。 これには,サ ー ミ語話者人口の減少,言 語生活に

しめるサーミ語使用の頻度の減少とディアグロッサにおける低地位がある一方,マ ス

メディアや文語領域において十分な信任を与えられていないこと,公 的地位がないこ

とである。第二の能力問題とは,サ ーミ語使用者の言語能力の低下あるいは理想的な

言語使用能力と比べての限定をさす。これには,まずサーミ語を母語 とする者も含めて,

語彙数・表現法などの縮小[Samiid　1(ulturpolitiikalas　Program'ma　 1974;FJELLSTROM

1985:535],多 数派語との混合使用,使 用場面における不適切な言語行動などの問題

があり,ま たサーミ語書き言葉の使用能力,識 字度の低さという問題がある。第三の

規範的問題は,言 語の規範自体に関わることである。これには,本 来持っていた規範

(意味論も含 めて)が,外 部言語か らの借用語,表 現法の侵略,文 法干渉などにより

崩壊 しつつある現象と,書 き言葉としての規範が完全でない,近 代社会に必要な語彙

が開発されていないなどの点がある。

　 サーミ語政策の課題は端的にいえば以上にあるが,こ れらの解決は容易でない。こ

れらを,そ れぞれ危機としてとらえ得る主体が異なり,問 題性を明らかにすること自

体が困難である。たとえば,話 者の減少,通 用範囲(地 域,機 能)の 限定などは,一

般民衆のもっとも敏感に感じるところであろう。かつての言語保護の要求などの背景

には,お もにこのような直感的な危機感が動機としてあったように思われる。それに

対 し,書 き言葉や公的地位の欠如などはより観念的で,個 人のレベルでは危機感とし

ては容易にとらえ難い。また,言 語併用のもたらす,言 語能力の一般的な低下なども,

個々の能力低下は別としても,全 体の問題として把握するには,社 会言語学的観点が

必要となる。「半言語」の問題は言語心理学的枠組による理論化 された考察が要求さ

れる。第三の言語の規範 レベルにおける問題は,危 機ととらえる限り,や はり,言 語

学的観点からの理論的考察が必要であるが,こ れについては,こ こでは触れない。サ

ーミ語の危機的状況について,こ れら社会,心 理言語学的な立場からの,理 論的で,

資料に基づいた具体的な見解が示されるようになったのは最近のことである。

　 また一方では,こ れ ら危機的状況は,決 して分離して扱われるべきものではない。

幾つかは同じ原因に根を持っている。また互いに起因しあい,相 乗的にサーミ語を悪
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条件 に おい や って い るの もあ る。 これ らは全 体 と して連 鎖 的 に,サ ー ミ語 の衰 退 状 況

を作 りあ げて お り,こ れ か ら抜 け出 す の は容 易 で は ない こ とが指 摘 され て い る。 サ ー

ミ研 究 所 の 研 究員1・ ケ ス キタ ロKeskitalOに よ る と現 在 サ ー ミ語 の状 況 を 左 右 して

・、る要 因 は,次 の 構 図 の よ う に関 わ りあ って い る[KESKITALO　 1981:106-110]io)。

　　　　ノ 　　規範 ・機能　＼
習得度　　　　　　　↓　　　　　　 社会 ・法的地位
　　　　＼ 　　使用度 ・範囲 〆/

サーミ語をとり巻 く問題の所在は以上のようなものである。現在サーミ語に対 して,

童識的にに手を加えようとする種々の働きかけは,す べてこのような問題への対処で

ちることは間違いない。 しか し,こ れらが一貫 した計画や理念にしたがって行なわれ

てきたのでないことは,正 書法にもみられた試行錯誤的試みによって現われている。

以下では文語確立への試みをも含む,サ ーミ語の問題解決策を見てい くが,明 らか

・こしておかねばならないのは,少 なくとも政策と呼ばれる集団的な言語運動を問題に

した場合,そ れぞれの政策の立案 ・決定の背後には何 らかのイデオロギーが存在する

ということである。単なる言語擁護政策はありえない。言語計画における ヒエラルキ

ーの中で
,政 策決定とイデオロギーの重要性は,特 に強調 されていることである。

サーミ語の言語計画において,こ れらを左右 してきたのは,多 数派民族による国家

とサーミ組織の力の駆引である。サーミ言語計画における力関係の変化の基本的な構

鶉としては,そ の主力が国家からサーミ人の側に動いて きたといえるが,単 に恒常的

な対立関係にある二つのイデオロギーの勝負ではなか った。サーミ人の民族意識の高

易に伴う民族イデオロギーと運動組織の強化がある一方で,当 該各国の対少数民族イ

デオロギー自体も大きく変化 していることも無視することはで きない。

次に,サ ーミ人の民族意識の発達と民族運動の経過を追うことにより,サ ー ミ語政

簑に影響を与えた時代的背景を明らかにしてい くことにする。

VI.サ ー ミ人 の民 族 ・政 治活 動

1。 初 期 の 運 動

生 業,国 境,方 言,地 域 的 利害 差 な ど,い くつ か の 内部 的分 化 が あ り,さ らに これ

10)た だ し,ノ ル ウェー 語 の原 典 で の 用 語 の使 用 はか な り異 な って い る。 原 典 で 用 い ら れ る

lxrning,kompetense,frekvense,status(そ れ ぞれ 直 訳 す れ ば,習 得 ,能 力,頻 度,地 位)は,
そ れ ぞ れ の注 釈 に よ り,筆 者 は こ こで はそ れ ぞれ,言 語 習得,言 語 の規 範 ・機能,使 用 度 ・範

囲,社 会 ・法 的地 位 に相 当す る もの と解 釈 して い る。 後 二者 は,拙 論 に お いて は,社 会 的 ・地

位 的 要 素 と して 扱 って い る。
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らが対立する関係に発展 しうる状況におかれているとはいえ11),現 在サーミ人が民族

として一つの集団を形成 していることは,自 他ともに認めるところである。 しか し,

かつて長期間,広 範な地域に分散 し,様 々な形態で生活を営んでいたサーミ人の間に

一つの民族 としての意識がいつ
,ど のようにして形成 されたのか,現 在のところ推測

の域を出ない。

　現存するすべての方言において,サ ーミ人の自称語 としての 「サー ミ」や,か つて

の地域的共同体としての 「シータ」[RuoNG　 l　987:160]を 意味する語があり,す べ

て同 じ祖形にさかのぼることは知 られており,そ の他の比較言語学的手段によっても,

これらの方言は同じ祖語から発達 してきたことは明らかである。 しか し,各 地へ分散

し,そ れぞれの環境に適 した生活形態により固定的な地域集団が結成 されると,相 互

の接触 も薄れ始めたと推測される。現在の方言の差異が現われ始 めたのは7,8世 紀

であるとされている。集団間の差異を拡大させた要因には,近 隣諸民族からの影響も

無視できない。かつてサーミ祖語時代に受けたと見なされる外的影響は,現 在 も多 く

の集団によって共有されているが,局 地的に しか見 られぬ外的要素も多 く,こ れ らは

時代が下がるほど多い。

　19世紀には,現 存する9方 言集団はいまだそれぞれい くつかのシータを形成 してい

たと考えられるが,そ れぞれ方言集団あるいはサーミとしての意識があったかどうか

は不明である。遅 くとも19世紀末から20世紀初 めにかけては,一 部でサーミ人として

の民族意識の現われが具体的に見え始めている。 この背景には,当 時各国において顕

在化 しつつあったサーミ地域への進出やノルウェーに見 られたような積極的同化政策

によってサー ミ人の間に一種の危機感が芽生え始 めていたと考えられる12)。植民の進

11)か つて の主生業 ・生活形態 ・移動範囲の異なる集団間の対立 ・反 目につ いては,し ば しば報

告 されて いる。ノルウェーでは海岸サー ミと トナカイ ・サー ミ,フ ィンランドでは農耕 ・川サ
ー ミと トナカイ ・サー ミ

,イ ナ リ・サー ミとス コル ト・サー ミ,ス ウェーデ ンで は,南 下 した

北サー ミと地元のサー ミ,定 住～森林 ・サー ミと トナカイ ・サー ミなどの間である。これ らの

多 くは,著 者の知る限 り,前 世紀以降,特 に定住 ・遊牧の対立と して,一 般に描写 されて きた。

しか し,多 くの場合,従 来の生業集団が国境設定 により伝統 的遊牧経路の変更を強い られた り,

南か らの入植者により遊牧地を縮小された結果生 じた ものが多い。 これ らによ り伝統的生 業集

団間には,種 々の資源の共同利用や協力 。分業関係 において保たれてきたバ ランスが崩壊 し,

対立関係 が始ま ったといえる。Eidheimは,か つて ノル ウェー海岸サー ミと トナカイ ・サー ミ

の間には相互扶助機構verdeが 存在 し,ノ ル ウェー人 に対す るサー ミ人 と してのアイデ ンテ ィ

テ ィーが共有されて いたが,1930年 以降前者が次第 に産業社会 に組み込まれるに従 い亀裂が生

じてい った過程をたどっている[F.IDHEIMl977c]。 これに,前 者 のノル ゥェー人への 同化,

経済的格差 など様 々な要因が感情的対立を深めていった とされている。 しか し,南 サー ミ,ル

レ ・サー ミな どのように,文 化活動や民族運動に古 くか ら携わ って きたグループは,北 サー ミ

に対 して少 なか らず自立的傾 向が強いように思 える。

12)1800年 代,入 植者 たちとサー ミ人 との利害の対立は特にノルウェーにおいて暴 力ざたや殺人

まで起 こしてい る[AIKIo,S.1985:93-97]。 いざこざの原因は,サ ー ミ人の遊牧地や草刈 りノ
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出 に よ る圧 力 の著 しか った 南 部 の サ ー ミ地 域 で は,伝 統 的 生業 に 関 わ る土 地 や 漁 場 な

ど への 権 利 の保 護 の要 求 か ら始 ま って い る。一 方 ノル ウ ェ ー北 部 で は,文 化 運 動 的 色

彩 が 強 か った とされ て い るが[AIKIo,　 S.1985:103],各 地 で サ ー ミ組 織 が 結 成 され,

機 関紙 な ど も発行 さ れて い る。 サ ー ミ人 た ちに よ る初 あて の 文 字 活 動 とい え る もの で

あ る。 北 の フ ィ ンマ ル クで の運 動 の 発端 を 作 った サバ(1.Saba)の 当時 の 主 張 に は,

異 常 に成 熟 した民 族 意識 と政 治 意識 が見 られ る。 彼 は後 に初 めて の サ ー ミ人 と して,

議 会 に選 出 されて い る。 南 で は ス ウ ェー デ ンの 側 のサ ー ミが,女 性活 動 家 ラ ウ ラ(E.

Laula)の 主 導 の も とに ラ ップ 中央 連 盟 を結 成 し,ノ ル ウ ェー 側 へ も影 響 を与 え た 。

さ らに,北 サ ー ミの活 動 家 と と もに北 ノル ウ ェー の 中心 部 や ノル ウ ェー化 の 進 ん だ 海

岸 サ ー ミ地 方 の民 族 意 識 を大 い に鼓 舞 した とい われ る[Samks　 2　 1986:101]。

　 地 域 組 織 は数 年 の う ち に全 国組 織 へ と発 展 し,さ らに北 欧 組織 結 成 への 兆 し さえ あ

った 。 これ らの活 動 は,北 欧各 国の 理 解 を 得 られ ぬ ま ま,下 火 に な って い くが,時 期

尚早 と も見 え る急 速 な 進 展 の 中で,明 らか な 「サ ー ミ民族 」 の覚 睡 を明言 して い る も

の があ る。1917年 トロ ンハ イム で の大 会 宣 言 で ラ ウ ラは こ う 述 べ て い る[Samks　 2

1986:101]0

われわれサー ミ人 には共通の国家は存在 しない。われわれは一 つの民族 として協同すること

も知 らなか った。今 日われわれはは じあてス ウェーデ ンとノル ウェーのサー ミた ちを一つ に

結ぽ うと している。

　 当時 の 運 動 が,結 局 長 く続 か なか った 原因 の 一 つ は 国家 の否 定 的 な態 度 に あ る こと

は間 違 い な い[NICKUL　 l　970:243;Samas　 21986:101]。 ノル ウ ェー は 当 時 ノル ウ

ェ ー化 政策 の真 っ只 中で,サ ー ミ人 た ちの 運動 に は頭 か ら懐 疑 的で あ った 。ノル ゥ ェー

の 当時 の 極端 な 同化 政 策 につ いて の 記 述 は多 くの文 献 に見 られ る[Samar　 1　 1985:141

-144;LINDGREN　 1984:89;AIKIO
,　M.1985:98-99;PAINE　 1957:73;GJESSING

1954:20]13)。 フ ィ ン ラ ン ドは,や っとの こ とで ス ウ ェ ー デ ンへ の文 化 的 依 存 か ら独

り立 ち し,十 月 革 命 に 乗 じ政 治 的 に もロ シア か らの くび きを 断 ち切 った若 い 国 家 で,

＼地が入植者により独 占されたことや,漁 場が荒 らされた ことにある。1865年 クヴ ェナ ンゲ ン

Kvenangenの サー ミ人たちは共有の草刈 り地を独 占されたことに対 し
,集 団で法廷で 争 って

いる。 しか し,そ の地 に対する彼 らの伝統的利用権 は証明不可能 として却下された[Aixio,S.

1985:9410

13)中 で も言語や文化の面で はあか らさまな政策が とられて いる。次 は,サ ーミ人成人のためのサ
ー ミ語読本に

,当 時の ノル ウェー化政策 として挙げ られていた例である[Somasl1985:143]。

サー ミ地方の土地所有法を変更 し,所 有権の条件 として,ノ ル ウェー語を話 し,読 み書 きし,

日常用いていることとした(1902),そ れまで必要な場合公費により用いていた通訳制度 を廃止

した(1902),学 校法によ り,サ ー ミ地方における学校でのサー ミ語 の使用を禁止,ノ ル ウェー
人教 師の採用を奨励 した(1898)。
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一 部 の人 々を 除 き少 数 民 族 に 関心 を払 う余 裕 はなか った はず で あ る
。 ス ゥ ェ ー デ ンで

も,19世 紀末 か らサ ー ミ人 に 対 して 文 化 的 に も,人 種 的 に も遅 れ た 人 々 とい う観 念 は

む しろ強 ま りつ つ あ った ほ どで あ る[ERTKSSON　 l982:89-95]。 国 家民 族 主 義 の 台

頭 しつ つ あ った1930年 前 後,ヨ ー ロ ッパ 各 国 の市 民 に は,異 質 な少 数 民 族 の 共 存 を許

容 し,そ の生 存 権 を擁 護 しよ う とい う主 張 の正 当性 は決 して 自明 で は なか った の で あ

る。1932年,フ ィ ン ラ ン ドで 学者 や文 化 人 に よ りサ ー ミ人 た ちの 文化 振興 を 目指 して

結 成 され た ラ ップ文化 協 会 に さえ,国 家 分 断 を 計 る扇 動 的集 団 と して懐 疑 的批 判 が 向

け られた[AIKIO,　 S.1984:15]。 結 局 ス ウ ェ ー デ ンや ノル ウ ェ ーで は,お も に生 業

利 権 団 体 と して地 方 組 織 の レベル で 存続 し続 け た よ うで[AIKIo,　 S.1984:19],全

国 的組 織 へ の ま とま りが 再 び始 ま った の は第 二 次世 界 大 戦 後 の こ とで あ る。

2.第 二 次 大 戦 後

　1940年代半ば,衰 退 していたサー ミの民族運動が再び活発化 し始めた。1940-50年

間に各国にサー ミ全国組織が結成され,間 も無 く北欧協同が模索 され始めている。 当

時ほぼ各国共通の傾向として,そ れぞれにサー ミ文化振興を目指す組織と,サ ーミ人

の伝統的生業を擁護することを主眼とする利権組織の二つが平行 して結成されたのは

興味深い14)。前段階の運動が,一 部のサーミ人の性急な目標に引っ張られた印象が

強いのに対 し,こ れらの組織が結成 された背景には,戦 前か らの運動の土台があり,

多 くのサーミ人にも運動の必要性が自覚されていたと想像される。特に,戦 争を含む

過去2,30年 間にサーミ社会は,伝 統文化 ・言語面において も存在基盤を脅かされて

おり,彼 らの危機感が募 っていたことは疑いない。一方では従軍や南部への疎開によ

って,多 くのサーミが南の近代社会 と接触を強いられ,そ の圧倒的な勢力に対 し,故

郷での早急な対策の必要を認識 したともいえよう。

　各国サーミ運動の組織化やサーミ民族意識の統合で大きな役割を果 したのは,伝 統

文化や言語の保存およびサーミ人の生活条件の向上などを目的とするサー ミ文化振興

組織である。これらは大衆へのサー ミに関する知識の普及に力を入れるとともに,各

国のサーミ政策への助言機関として,知 識人や専門家などの意見を取 りまとあ提言す

る役割も果 してきた。 特に,50-60年 代から,サ ーミ運動に必要な知識を提供するほ

か,偏 見に満ちた世論を啓蒙 し,各 国中央への影響力行使に貢献 した功績は評価され

14)そ れ ぞれ 文 化組 織 トナ カ イ飼育 者 組 織 と して,ノ ル ウェー で は オス ロ ・サ ー ミ協会(1948),

ノル ウ ェー ・トナ カ イ飼 育 サ ー ミ全 国協 会(1947),ス ウェ ーデ ン で は,サ ー ミ ・エrナ ン

(1945),ス ウェー デ ン ・サ ー ミ全 国 協会(1950),フ ィ ンラ ン ドで は文 化 組 織 と して,サ ー ミ

(ラ ップ)文 化 協会 が既 に1932年 結成 され て い たが,サ ー ミ連 盟(1945)が 加 わ った 。
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て い る[AIKIO,　 A.1984]。

　 戦 後 の運 動 の 特 徴 と して,国 家 の 民 主主 義 的姿 勢 が大 き く影 響 して い る こ と も挙 げ

な け れば な らない 。 特 に ノル ウ ェーで はか つて の同 化 政 策 へ の反 省 か ら,サ ー ミ政策

が大 き く変 わ って い る。 ま た,世 界 的 に も,人 種 差 別 政策 が 否 定 され,国 連 憲章 で先

住 民 の権 利 の保 護 が 要 求 され,さ らに人 権 宣言(1948)で は,集 団 やそ の成 員 の 人権

の擁 護 が 強調 され た こ とは サ ー ミ運 動 を正 当化 す る上 で 重 要 な役 割 を果 して きた。 北

欧 各 国 も従 来 の少 数 民 族 の 扱 い の検 証 を迫 られ ると と もに,サ ー ミ人 た ち も,以 降幾

度 も種 々 の 声 明 に お い て,こ れ らにつ いて 言 及 して い る[AIKIO,　 S,1984:16-17;

Skmiid　 Kulturpolitiikalas　Pragrana'ma　 1974]a

　 文化 活 動 を 中心 とす る各 国 の サ ー ミ全 国組 織 は また,北 欧統 一 機 関の 設 置 や,運 動

の 国 際 的広 が りに も大 きな役 割 を果 して きた 。1953年 に は フ ィ ンラ ン ドの サ ー ミ文 化

協 会 や ス ウ ェ ーデ ンのサ ー ミ ・エ トナ ン の呼 び掛 け に よ り,第 一 回 北 欧 サ ー ミ会 議 が

ヨ ックモ ック で開 催 さ れた 。 これ 以 降 サ ー ミ会 議 は3年 ごとに 開催 され,サ ー ミ人 の

間 で は彼 らに 関 わ る問 題 で の 最 高 の 意志 決 定 機 関 とな って い る。 また3年 後 に は,各

国の サ ー ミ組 織15)か ら選 出 され た議 員 に よ って 構成 され る 北 欧 サ ー ミ評 議会 が 設 置

され た 。 これ は,大 会 の 間 サ ー ミに 関 す る意 志 や 意 見表 明 を行 な うほ か,大 会 の 準 備

を行 な い,各 国 の 各種 サ ー ミ組織 間 の連 絡 機 関 と して の役 割 も果 して い る。 北 欧 サ ー

ミ大会 で は,毎 回前 も って 選 ば れ た 時事 的 な問 題 を 中心 に,討 議 が 行 な わ れ るほ か,

継 続 問 題 と して各 作 業 部 会 に よ り討 議 されて い た 問 題 につ いて 報 告 が 行 な われ,こ れ

らにつ い て大 会 声 明が 行 なわ れ る。 ま た,必 要 に よ り,一 定 の 問 題 を検 討 す る作 業 部

会 が設 置 され る。

3.1970年 代 以 降

　1970年 代 もサ ー ミ運 動 史 の 中で一 つ の転 換 期 と見 な す こ と が で き る[UTRIAINEN

l983:334;AIKIo,　 S.1984:21]。 先 ず,サ ー ミの組 織 化 が 飛躍 的 に 発 展 した こと

と,高 い 目標 を掲 げた 宣 言 や 将 来 へ の構 想 が,具 体 的 に影 響 力を 持 つ か た ちで 表 明 さ

れ始 め た こ とで あ る。 これ らは常 に 北 欧 サ ー ミ会 議 に よ る,一 つ のサ ー ミ民 族 の意 志

と して 行 な わ れ て い る こ と に注 目す べ きで あ る。 そ して,そ れ ら(お もに 文化 政策 で

あ るが)に 対 し国 家 が 肯定 的 な反 応 を示 し始 め た こ とが あ る。1975年 ス ウ ェー デ ンは,

サ ー ミ人 の要 求 に 従 い,専 門家 に サ ー ミ文化 ・言 語 の状 況 に 関 して 調 査 を 委 託 し,報

15)フ ィンランドは,既 存 の各サー ミ組織に代わ り,ユ974年 よ り最高の意志決定機 関と してサー

ミ議会を持 って いる。20人 の議員はサー ミ人 の選挙により4年 ごとに選出され る。政策決定権

は持たないが,政 府にサー ミ人の代表 としての意見を表 明で きる。
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告 書 と して 答 申(Samerna　 i　Suerige.　 Stockholm,1975)が ま と め られた 。 それ に

対 し,ス ウ ェー デ ンが と った 態 度 は文 化 ・言 語 保 存 の観 点か ら肯 定 的 な もので あ った

こと は認 め られ て い る[URELAND　 l987:45-46]16)。

　 現 在 まで の 北 欧 サ ー ミ会 議 大会 で は,サ ー ミ問 題 に 関 して サ ー ミ人 の 目指 す 基 本 方

針 と して,サ ー ミ文化 政 策 綱 領Samiid　 Kulturpolitiikalas　Programma(1971)お よび,

サ ー ミ政 治 綱 領Samiid　 Politiikalas　Programma(1986)の 二 つ が 承 認 されて い る。 ス

ウ ェ ー デ ンの イ ェ ッ リヴ ァー ラの大 会 にお い て 承認 され た 前 者 で は,お もに文 化 政策

の 目標 が 掲 げ られ て い る が(後 述 す る言 語政 策 に お いて 触 れ る),全 体 と して は民 族 と

して 自治 を 目指 す サ ー ミ人 の政 治宣言 で あ る。その 前 文 で は,サ ー ミ人 をサ ー ミの地 と

切 り離 す こ とがで きぬ,共 通 の言 語,歴 史,文 化 と 同族 意 識 を 持 つ民 族 で あ る と宣言

して い る。1972年 に は,こ の計 画 に従 い,サ ー ミの文 化 ・経 済 ・法史 ・言 語 ・環 境 な

どを サ ー ミ人 の立 場 か ら研 究,調 査 し,そ れ らを共 同研 究 と して組 織 す る北 欧 サ ー ミ

研 究 所 が 設 立 され た17)。 ま た全 北 欧 の サ ー ミ組 織 と して,サ ー ミ芸 術 家協 会,作 家 協

会,音 楽 協 会,教 師 協会,青 年 協会 等 が あい つ い で 結成 され て い る18)。

　 この進 展 の背景 に は1950-60年 代 サ ー ミ文 化 団 体 を 初 め とす る各 組 織 が,サ ー ミ問

題 につ い て の 熱心 な広 報 ・啓 蒙 活 動 を行 な って きた こと や,国 家 に対 して 直接 働 きか

け を行 な って きた こ とが あ る。 国家 の少 数 民 族 に対 す る 関心 や 責 任 感 が変 わ って きた

こ とに は以 上 の こ とが大 き く影 響 して い る こ と は疑 い な い。 た と えば,フ ィ ン ラ ン ド

が1971年 サ ー ミ人 問 題 を調 査 す るた めサ ー ミ人 関係 委員 会 を設 置 した の は この よ うな,

文 化 団 体 の 積極 的 な活 動 を 背景 に して い る[AIKIo,　 S.1984:21]。 ま た,他 民族 と

の共 存 につ い て の ヨー ロ ッパ を 中心 と す る世 界 的 な 意 識 の変 革 も関与 して い る と思 わ

れ る。 西 欧 で は1960年 代 か ら70年 代 にか けて,申 近 東 や 南 欧 か ら大 量 の 労 働者 が 流入

して い る。 これ に伴 い,各 国の 民族 構 成 は都 市 部 に お い て多 民 族 社会 へ と大 き く変 化

16)フ ィンラン ドにおいて も,1960年 代のサー ミ人の文化,言 語 やサー ミ地方 の自治権 に関する

要求 の結果,1970年 代以降多 くの調査委員会を設 置 し,報 告書 を提 出させている。1974年 のサ
ー ミ議会設立 も1973年 のサー ミ委員会の報 告書の提言 によっている。

17)北 欧 サー ミ研究所は,サ ー ミ文化 の自立性や特殊性を 強調する方面では大 きな意味を持 って

いる。また,従 来,多 数派民族によ って担 われていた歴史や慣習法 などに対 して独 自の立場か

らの解釈を試 みようとして いる。これ らは,内 容そのものよ りも,自 立的文化活動の象 徴的役

割が重視 される。1980年 には,サ ー ミ語によるサー ミ史Samiid　historja[AIKIo,S・1980]が サ
ー ミ研究所か ら出版 されて いるが

,サ ー ミ人の共通の歴史を彼 らの立場か ら記述す ることは,

アイデ ンテ ィティー強化 には有効な手段である[K-ANGEUS1989:144-145]。

18)こ のような少数言語集団のための公的組織や機関の重要性 は,そ の集団の内的接触を保ち,

外に対す る境界維持 にあることは認 め られている[ALLARDT1984:204]。 しか し他方では,

いわば施設や機関の二重化は社会にと っては,経 済的負担を もた らし,隔 離政策 につながる恐

れ も指摘 されている[ALLARDT&STARCK1981:58]。
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写真1　 サー ミ人の職業劇 団BEAIvvA6(本 拠地 はカウ トケ イノ)

した 。 これ は 西欧 の各 国 が,一 時 的 に労 働者 不足 を解 消す るた め,そ の場 しの ぎ 的 に

と った政 策 で あ った こと は知 られ て い るが,単 に理論 と して で はな く,実 際 の生 活 の

中で 他 民族 と共 存 せ ざ る を得 な くな った。 そ の結果,一 般 民 衆 の 中 に も,他 民 族 を 社

会 の メ ンバ ー と して,同 化 せ ず,そ の ま ま受 け入 れ る とい う寛 容 な 意 識 が芽 ば え て い

た ことは 否定 で きな い。 実 際 ス ウェ ー デ ンにお いて 著 しい,少 数 民 族 に対 す る寛 容 的

な 処 遇 に は,外 人 労働 者 導 入 が 大 き く影 響 して い る と い わ れ る[BAER　 l982:19;

UR肌AND　 l987:49]。 現 在 の ス ウ ェー デ ンの8人 に 一 人 は移 民 で あ ると いわ れ て い る。

　 しか し,こ の サ ー ミ運 動 に と って 飛躍 の時 期 も先 の二 つ の 時 期 と 同様 に,サ ー ミ人

に と って は一 つ の 危 機で もあ った こ とは 事 実で あ る。 各 国 の近 代 化 に伴 う交 通 の 発 達,

資 源 の 開 発 は以 前 に もま して サ ー ミ人 た ちを 中央 の 直接 の影 響 に さ らす こ とに な り,

彼 らが 文化 的 経済 的 に多 数 派 に同化 され る危 険 に 満 ちて いた 。言 語 的危 機 につ い て は

既 にみ た 通 りで あ る。 特 に この 時 期 に顕 著 なの は,何 箇 所 か で サ ー ミ組 織 と国 家 に よ

る土 地,川 を 巡 る抗 争 が 頂 点 に達 した ことで あ る。 特 に有 名 な の は,ノ ル ウ ェ ー北部

の アル タ 川 へ の ダ ム 建設 に反 対 す る運 動 と,か つ て納 税 の見 返 り と して サ ー ミ人 に独

占的放 牧 地 と して 認 め られて いた 「税 山地 」 の 占有権 を認 め させ よ うと す る法 廷 闘 争

で あ る。 双 方 の ケ ー ス と もサ ー ミ人 は 判 決で は破 れ て い る[SvENssoN　 l986]。 しか

し,い ず れ も当事 者 だ け で は な く全 サ ー ミ対 国家 と い う構 図 と して と らえ られ た た あ

に,サ ー ミ側 の 勢 力 を結 集 す る こ とに な り,多 くの サ ー ミ人 の民 族 意 識 を刺 激 す る結

果 に な った 。 ま た マ ス コ ミや 市 民 団 体 は一 様 にサ ー ミ側 に付 くこ と にな り,さ ら に,

国 際的 な 少 数 民 族 運 動機 関で 取 り上 げ られた り した た め,各 国 に と って は大 打 撃 で あ
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ったと思われる。

　このような,国 家とサーミ人の利害の対立の先鋭化する中で,一 部では各国のサー

ミ支配を植民地支配の構造とだぶ らせている19)。サーミ地域がサー ミの 民族 意 識と

不可分のものであるとする潜在的な自治権の主張は既に,1971年 のサーミ文化政策綱

領にもうたわれていたが,現 在も 「国」旗や 「国」歌なども制定 し,「サーミの土地」

を形式的に完成させるための,国 家のなぞりともいえる枠組作りが進められている20)。

地域組織から全国組織,さ らに北欧組織へと発展 してきたサー ミ運動は,1970年 代に

は国際的先住民運動とも協同の動きを見せ始めた。1973年 コペンハーゲンで開催 され

た北方民族会議では,先 住少数民族の土地や水に対する権利や生存権が表明されたが,

その際世界先住民族会議結成が決定され,1975年 第一回の大会が,カ ナダで開催 され

た。サー ミ人たちは当初から活動に参加 してきたが,北 欧サーミ評議会として正式に

加盟したのは1976年 である。サーミ人たちは1977年 キルナで第 二回大会を組織 した

ほか,事 務局に役員を送 り積極的に活動を行なっている。また,現 在イヌイットをは

じめ世界各地の北方少数民族 と友好を保っており,各 種のサーミ大会には代表団の参

加が見 られる。サーミ人の少数民族との連帯は,運 動の幅を広げるというだけでな く,

それが彼らがアイデンティティー確立のため有効な手段と見なし始 めていることの現

われと思える。これについて,次 の節であらためて検討することにする。

珊.サ ー ミ文 化 の再 編

　新 しい アイ デ ンテ ィテ ィー確 立 へ の 模 索

　 サ ー ミ社 会 の 中 で,多 数 派 民 族 の 影 響 が 強 く,同 化 が もっ と も著 しい の は フ ィ ンマ

ル クの 海岸 サ ー ミで あ る。1960年 代 海 岸 サ ー ミの 同 化 とそ れ に伴 う行 動 様 式 を 分 析

した ノル ウェ ー人 エ イ ドヘ イ ムEidheimは サ ー ミ ・ア イ デ ンテ ィテ ィーを 放 棄 しよ

う とす る一方,偏 見 の 中で ノル ウ ェ ー人 化 に も成 功 しな い ジ レ ンマ に つ い て述 べ て い

19)1986年 の 「サー ミ政治綱領」 はサー ミ運動の究極 的目標を表 明 した きわ めて政治色の強い宣

言である。その第7節 で はこ う述べている。

「北 欧諸国は,歴 史上,我 々に植民地政策を押 し付けてきた。よって,我 々は国際慣習 によ り,

北 欧諸国の国境に触れぬ範囲で自決権および植民地 政策の 中止 に国連の諸条約 の支援を要請す

ることができる。」

20)1986年 のサー ミ大会で は,サ ー ミ旗,民 族歌,民 族記念 日,民 族旗記念 日について,い くつ

か の 案 を も と に討 議 さ れ,前 二 者が決 定 されている[Davviyiikaid　Samiid13・Konfereansa

1987:100-101,138-145]。 民族歌には,1.Sabaの 「サー ミ民族の歌」が採択された。旗 に関

しては,そ れまで数 々の機会 に用い られて きたもののかわ りに,二 色に分けた地 に円の組 み合

わ さったものが選 ばれたが,こ れは基本的に,グ リー ンラン ド・イヌイ ットやオース トラ リア

のアボ リジニーの旗 と共通す る意匠である。
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る[EIDHEIM　 l977e:55]。 フ ィ ン ラン ドの サ ー ミにお け る 同 様 の 事 情 は,サ ラ1.

Saraよ って 指 摘 され て い るが,こ れ に よ る と社 会 に よ って押 し付 け られ た サ ー ミ人

へ の偏 見 に対 し,フ ィ ン人 化 しよ う とす る場 合3つ の 段 階 が あ る[SARA,1.1984)。

1　 サ ー ミ的 な もの を拒 否 す る こ とで,フ ィ ン人 で あ ろ うと す る。

2　 サ ー ミ的 な もの を,フ ィン的 な もので 置 きか え る こと に よ り,フ ィ ン人 に な

　 　ろ う とす る。 しか し,サ ー ミ的 な もの は多 数 派 社会 に よ って 規 定 されて い る

　 　た め,み ず か らの 努 力 で は容 易 に成 功 しな い。

3　 した が って,よ りフ ィ ン的 な ものを 強 調 す る ことで,フ ィ ン人 と して 受 け 入

　 　れ て も らお うと す る。

　 しか し,こ の 場合 も,ノ ル ウ ェー の 場合 と 同 じよ うに サ ー ミ ・ア イデ ンテ ィテ ィ ー

の放 棄 と多 数 派 へ の同 化 志 向 に お い て は,「 サ ー ミ性 」 自体 が 多 数 派 か ら 与 え られ た

ものだ け に,そ れ らか らの脱 却 が障 壁 とな って い る[EIDHEIM　 1977e:58-62]。

　 この よ うに多 数 派 か ら押 し付 け られ たサ ー ミ性 の規 定 を逃 れ よ う とす る傾 向 と は逆

に,積 極 的 に サ ー ミと は何で あ るか を,み ず か ら決 定 しよ うとす る動 きが,上 に述 べ

て きた サ ー ミ運動 の 中で始 ま って い る。

　 そ の 一 つ の象 徴 的 な 例 は,日 常 か ら学 問 分 野 まで,多 数 派 に よ って広 く用い られ て

きた 「ラ ップ」 の呼 称で,今 そ れ を 自称 に基 づ く 「サ ー ミ」 に よび か え させ よ う とす

る努 力 が始 ま って い る21)。 彼 らに と って 「ラ ップ」 を受 け入 れ る こ とは単 に多 数 派 に

迎 合 す るだ けで はな く,多 数 派 が彼 らに対 して 強 い て きた,劣 ったサ ー ミ人 と して の

役 割 ま で受 け入 れ る こ とに な る とみて い るの で あ る[SARA,1.1984:42]。

　 ま た,外 部 に よ るス テ レオ タ イ プ化 され た サ ー ミ像 を拒 否 しよ うと す る一 方 で は,

具 体 的 な ア イ デ ンテ ィテ ィー の よ りど ころ を模 索 しよ う とす る努 力 も見 る ことが で き

る。従 来,観 光 案 内 は も とよ り,旅 行 記 や 民 族学 の文 献(北 欧 の もの も含 めて)に お

い て も,サ ー ミ人 はテ ン ト住 まい,ト ナ カ イ飼 い,放 浪者,未 開,ラ ップ なま り,骨

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し

か じ り,煤 顔,頬 骨,小 柄,ヌ ンヌ カ 人(ヨ ィ ク歌 謡 を真 似 た もの)な ど多 数 派 の定

義 に 甘 ん じて きた 。 しか し,現 在 で は,こ れ らに再 評 価 を 加 え た り,あ るい は,薪 し

い 「サ ー ミ的 」 特 徴 を見 付 け だ して,ア イ デ ンテ ィテ ィー 保持 に有 効 な文 化 内容 を盛

り込 もう と して い る[EIDHEIM　 l977f:75-81]。 これ は 少 数 民 族 運 動 の世 界 的 動 き

に お いて 指 摘 され て い る こと と一 致 して い る[ALLARDT&STARCK　 1981:27-29]。

21)北 欧の各学界が率先 して,「 サー ミ」を採 用 しつつある中で,も っともサー ミ研究に携わ り,

間接 的にサー ミ文化の振興 にも寄与 して きた,歴 史言語学 は,本 来差別 とは無関係であるとい

う意 味でか,伝 統的な 「ラップ祖語」 「ラップ歴史言語学」な どを一部で温存 して きた。1988

年北 欧のある大学の ウラル歴史言語学 の講義で は,少 ない受講生に混 じり一人 サー ミ人 がいた

ため,「サー ミ祖語」が用 い られていた。
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　 サ ー ミ人 の 新 しい ア イ デ ンテ ィテ ィー確 立 の 過程 で 特 徴 的 な こと は,彼 らが,そ の

た め に必要 な伝 統 文 化 に 対 す る 知識 を得 た り,再 評 価 す る機 会 を,サ ー ミ運 動 の 中で

得 て きた とい う ことで あ る。 そ して,ま たそ れ には多 数 派 に属 す る もの も含 めて,多

くの専 門 家 や 知識 人 の 果 した 役割 が大 きい 。

　 サ ー ミ人 の 伝統 的な 生 業 を 維 持 す るた め の要 求 か ら,国 家 を相 手 に少 数民 族 の高 度

に 政 治 的 な民 族 運 動 へ と発展 して き た経 過 に 関 して は,Svensson[1976,1979],

Eidheim[1977f]な ど い くつ か の 文 献で 扱 わ れて い る。 特 に興 味 深 い の は ス ヴ ェ ン

ソ ンの研 究 で あ る。 ス ウ ェー デ ンに お い て も,サ ー ミ人 の地 方組 織 は権 力機構 に影 響

を 与 え る手 段 と して,先 住 民 で あ る彼 らの 土地 と水 へ の 既 存権 に訴 え る長 い 運 動 を続

けて きた が,彼 は,そ の 運 動 の 中で,成 功 に 結 び付 い た い くつ か の特 殊 な要 因 が あ っ

た こ とを 指摘 してい る。 先 ず サ ー ミ人 と して の民 族 意 識 の形成 に大 き く働 い た こ とが

あ る。 ス ウ ェー デ ンのサ ー ミ運 動で は,労 働 組 合 運 動 に 習 って,地 方 に お け る現 実 の

問題 は,中 央 の ス ウ ェ ー デ ン ・サ ー ミ全 国連 盟 に取 り上 げ られ る と,サ ー ミ全 体 の問

題 と して,広 範 な支 持 を取 り付 け る シス テ ム に な って い た。 さ らに,こ の うえ の,北

欧 サ ー ミ協 議 会 は,そ れ らを国 境 を 越 え た民 族 の問 題 と して 扱 ったが,こ れ に よ り広

い 土地 に分 散 して い た サ ー ミ人 た ちの 間 に 共 通 の民 族 的 帰 属 意 識 が芽 ば え,政 治 的活

動 の 基盤 と な って い った。

　 この よ うな政 治 的 運 動 の 中で の,も う一 つ の 重要 な側 面 は,サ ー ミ人 自身 が,自 分

　 　 　 　　 　 写 真2　 サ ー ミ文 化展 示 会 に 出席 した 活 動 家

左 よ り サー ミ評 議 会議 長Leif　 Halonen,サ ー ミ語 教 師 ・フィ ンラ ン ドサ
ー ミ議 会 議 員Irja　 Seurujarvi-Kari ,ス コル ト ・サ ー ミ芸 術 家Jaakko

Gauriloff.
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た ちの文 化 へ の 自覚 を 深 めて い った こ とで あ る。 生 存 権 を守 るた め の運 動 は,彼 らの

主 張 を法 的側 面以 外 か ら も正 当化 す るた め,し ば しば,歴 史学,文 化 人 類学,言 語 学

な ど あ らゆ る分 野 の 専 門 家 の知 識 を動 員 して きた。 この 過 程 で,サ ー ミ人 の 文化,政

治史 や 伝統 的価 値観 な ど が,取 り沙 汰 され るよ う にな った。 サ ー ミ人 は,彼 らの文化

に 関 す る観 念 を外 に むか って表 明 す る とと もに,逆 にそ れ らにつ いて の 自覚 を深 め る

こ とに な った[SvENssoN　 l979:221]。

　 現 実 に,サ ー ミの間 で は観 念,知 識,価 値 観,経 験 な ど文 化 的特 徴 を こと さ ら強 調

し,そ れ らを さ らに民 族 全 体 の もの と して養 成 して い こ うと す る動 きが 顕著 で あ る。

この ス ヴ ェ ン ソ ンの い う 文 化 伝 達Cultural　 communicationと い う 過程 は,さ ま ざ

ま な領 域 で 見 られ るが,内 に対 して は民族 的 同 一 性 を 保持 し,外 に対 して は特 殊 性 を

表 明 して,民 族 間 の境 界 を 明 確 に しよ うとす る もの で あ る22)。

　 ス ヴ ェ ン ソ ンは芸 術 の 領 域 にお い て,ス ウ ェ ー デ ンの サ ー ミの間 で は,工 芸,特 に

木 の根 の 編 み細 工 や錫 刺 繍 など,一 時 は ほ とん ど 廃 れ か け て い た もの が復 活 して い る

例 を挙 げて い る。 これ らは 伝統 的 な材 料 や 技 法 を 用 い な が ら も,現 代 に お いて も通 用

す る工 芸 産業 と して 積 極 的 に 開 発 が 進 め られ て い る。 今 で は,サ ー ミの工 芸 は トナ カ

イ飼 育 に つ ぐサ ー ミ的 な 生業 と して,経 済 的 な 面 に お いて も,サ ー ミの生 活 基盤 を支

え つ つ あ る23)と 同 時 に 特 に トナ カ イ飼 育 に 従 事 で きな い サ ー ミ人 に と って は 民 族 意

22)こ の傾 向は全体 と してはサー ミ人すべ てを統合す る方向にあ る。 しか しサー ミの中でも少数

派のグループであるスコル ト・サ ー ミやル レ・サー ミ等 には,あ らゆる面で勢力のある北サー ミ

に対 し,吸収 されて しま う危機感を持 っているの も事実である。したがって,北 サー ミの伝統の

共有 を拒否 し,固有の文 化要素を持ち出す場合がある。た とえ ばスコル ト・サー ミの レウ ド歌謡

は,ヨ ィクとは全 く異 なるもの とされている。また彼 らは,こ とさらギ リシヤ正教徒であるこ

とを強調するが,こ れ も同様 の理由によるもので あろう。特 に,こ のような現象 は1970年 代か

ら顕著 にな って いるが,こ れ には1960年 代まで民族意識の基盤 とな っていた トナカイ飼育が多

くのスコル ト・サー ミの手 からはなれ たこととの関係が指摘 されている[PELTO&MOSNIKOFF

1979]。 スコル ト・サー ミの民族的帰属意識はサー ミとス コル ト・サー ミの間を 揺れ動 いてい

るが,複 雑な要 因を含んで いる。

23)サ ー ミの工芸がサー ミ人 にとって擁護されるべ き重要な対象であることは,1971年 のサー ミ

文化政策綱領の中で,言 語,音 楽,口 承伝統 とな らんで挙げ られていることにも現われている

[SamiidKulturpolitiikalasProgram'ma1974]。 また工芸が,こ のような宣言や展示 などで,重

要な民族文化要素 として強調 され る事 実の背景には,ツ ー リズ ムの進 出とともに,サ ー ミ工芸

の安価な模造品が入 り込んで きた ことへの危機感 があ る。特 に彼 らを脅か しているのは,国 内

の非サー ミ人による工芸品で ある[FJELLSTRQM1985:II-5]。 サー ミ人の民族意識 に関わる

もの として独占す るにも,現 実 には,工 芸品の質,材 料,技 術,用 途などをサー ミ工芸の基準に

する以外ない というジレンマを抱えている。 したがってサー ミ工芸の水準を維持す る必要か ら,

最初ス ウェーデ ンで本格 的に工芸技術の訓練講座 が始ま り,も っとも進んだ制度を持 っていた。

現在は各地の職業訓練学校,各 種の講座で教え られている。また,工 芸品の品質を保ち,サ ー

ミ人の利益の保護 のため,許 可を得たサー ミ人の製品のみに与え られるサー ミ工芸品の標識が

用い られてい る。かつて筆者 はサー ミの装飾的なナイフが シンボル化 しつっあることに触れた

[庄司1986]。
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識 を 強化 す る重 要 な要 素 の 一つ とな って い る。 また,近 代 的 な技 法 を 用い た独 特 の絵

画 や,伝 統 的 な ヨ イ ク歌謡 が サ ー ミ的 な 色合 を強 力 に 保 ちな が ら,少 数 民族 と して の

政 治 的主 張 を表 明 す る有 効 な手 段 にな りつ つ あ る こ と も指摘 され て い る。

　 特 に ヨイ ク歌 謡 は,特 殊 性,お よ び言 語 表 現 と して 極 度 に象 徴 的技 巧 の 豊 富 さが,

そ の 背景 に あ る と考 え られ る。 ヨイ ク は しば しば サ ー ミ人 の 典型 的 な音 楽 と して 紹 介

され る が,そ れ がサ ー ミ人 に よ って な され る場合,え て して 非 常 に抽 象 的 で,つ か み

所 の な い 神秘 的 な もの と して扱 われ る。 た とえば,サ ー ミ人文 化 委 員会 調 査 報 告 の 伝

統 文 化 の章 に ヨイ ク につ い て の節 があ る[KOMITEANMIETINTO　 l　985:65]。

サーミ人 の音楽伝統 は近隣の民族 に比べ非常に独特である。特 に,伴 奏な しの歌唱 ヨイクは

多数派民族 の音楽の概念か らは非常に理解 しに くい。サー ミ人 の音楽 は,よ く稚拙で,原 始

的で,未 開だと思われて きたが,人 類の北方生活圏の文化基層が保存されている。近年学者

たちは,サ ー ミ音楽に,き わめて詩的で,音 楽的で,芸 術的な価値を見 出 している。

この よ うな 伝 統 芸 術(本 人 の解 釈 で は芸術 で は ない が)に 対 す る新 しい 評 価 は,現 在

サ ー ミ人 の 間 で 多 面 な芸 術 ・文 学 活 動 を盛 ん に行 ない,北 欧で は非 常 に有 名 なN-A.

ヴ ァル ケ ア パ ーValkeapaaの 著作 に は端 的 に 現 わ れ て い る[VALKEAPAA　 ・;.]。

　 同様 の 例 は,他 の 分 野 で も数 多 く挙 げ る こ とが 出来 る。 た とえ ば シ ャーマ ン ・ドラ

ム が あ る。 これ は,キ リス ト教 が もた らされ る前,シ ャーマ ンに よ って 儀 礼 に 用 い ら

れ て い た こ とは,古 い 文 献 に よ って 知 られ て い る。 しか し教 会 の 強 引 な改 宗 と異 教 的

伝 統 の禁 止 に よ り,シ ャーマ ンと と もに,ド ラム を 用 い る儀 礼 も完全 に姿 を消 して い

る。 ドラム 自体 は か ろ う じて 数 個 残 って い る に過 ぎず,そ の 演 奏法 な ど は知 られ て い

な い。 そ れ で も,最 近 は劇 や 音 楽 な ど に盛 ん 取 り入 れ られつ つ あ る。 ま た,ド ラム に

は,か つ て の サ ー ミ人 の世 界 観 を 現 わ す図 が 施 され て い る場 合 が あ る が,こ の よ うな

モ チ ー フ は,最 近 の サ ー ミの工 芸 と切 りはな す こ とはで きない 。

　 最 後 に,世 界 の先 住 民 運 動 や 環 境保 護 運 動 との 関連 で,サ ー ミ人 た ちの 伝統 文 化 ・

生活 様 式 の 再 評 価 が利 を得 て い る こと を挙 げて おか ねば な らない 。 上 に述 べ た よ う に

サ ー ミ人の 民 族 統合 の た め の手 段 と して は文 化 的 特殊 性 の誇 張 とい う こと が行 な わ れ

て きた。 しか し,そ の 一方 で は,他 の 先住 民 とい わ れ る集 団 と の,共 通 の境 遇 性 を強

調 す る。 これ は1970年 代 以 降 強 ま りつ つ あ る 世界 先 住 民 運 動 へ の積 極 的 参 加 が 物語 っ

て お り,サ ー ミ運 動 の 基 本 方 針 の 声 明で も あ る 「サ ー ミ政 治 綱 領 」(1986)に お い て

も明言 され て い る(Samiid　 Politihkalas　Progrkmma)。

　 サ ー ミ運 動 の 目標 の う ち も っ と も重 要 な,土 地,水,自 然 資 源 に対 す る権 利 の 回 復

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 881



国立民族学博物館研究報告　 15巻3号

写 真3　 サー ミ人 芸 術 家H.R.　 Mathisenに よ る 「サー ミの地 」 の 地 図 の

　 　 　 一 部 。 シ ャーマ ン ドラ ムが モ チー フに と り入 れ られ て い る。

や そ れ らに対 す る 自決 権 の獲 得 は,多 くの 先住 民 運 動 の もの と も一致 して お り,1973

年 最初 の先 住 民 会 議 準 備大 会 と も呼 べ る コペ ンハ ー ゲ ンで の会 議 で 採択 され た表 明 の

中で 明 言 され て い る[RANTALA　 l984:94]。 各 地 で の 法廷 に お け る国 家 との 駆 引 に

加 え[SVENssON　 1986],こ れ ら先 住 民 運動 の一 部 を 担 って きた の は,環 境 保護 運 動

で もあ る。 これ は,近 代 の経済 危 機 や 環 境 破壊 か ら自然 保 護 の運 動 が高 ま って きた の

と一 致 して お り,サ ー ミ組 織 が環 境 問 題 の 集会 な ど で,訴 え て い る こ とか ら も理解 で

き よ う[AIKIo,　 S.1984:21-22]。 人権 や 平 等権 の意 識 と並 ん で,近 代 社 会 の もた ら し

た 自然 の破 壊 や精 神 的荒 廃 に対 す るエ コロ ジス ト的 発 想 が,反 近代 的 で 自然 経 済 を基

盤 に して い る と考 え られ た先 住 少数 民 集 団 擁 護 に 向 か った の は 明 らか で あ る。 この過

程 で彼 らは,伝 統 的生 業 か ら文 化,思 考 法 まで す べ て が,彼 らが 住 んで きた 土 地 や 自然

と不 可 分 の もの で あ る とい う説 を 作 りあ げて きた[RUONG　 l　982a:32]。 これ は,先

住 民 と い われ る人 々の そ れ らが,い か に生 態系 に順 応 した 自然 の 一部 で あ った か とい

う先 住 権 の主 張 に 現 わ れ て い る。 これ らは研 究 の 形 態 を 取 る ものか ら[MASSA　 l977,

SARA　 l　977],サ ー ミの概 説 書 や パ ンフ レ ッ ト[Sami・Daidda:18-22,31-32;VALKE-

APAA　 l984]に まで 及 ん で い る。

　 ま た,以 上 に伴 い,今 迄 サ ー ミ人 の汚 点 と して 見 られ て きた 「未 開 性」 「後 進 性」

「放 浪 」 「自然 経 済 」 が,懐 古 的 な 「罪 の な い 自然 の民 」 とい う よ うな ニ ュア ンス を持

ち始 め て い る よ うな 印 象 を うけ るが,こ れ につ いて は さ らに 検証 が 必要 で あ る。
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層皿
.サ ー ミ語 の復 権 と活 性化

　このようなサーミ人の政治的な組織化と文化復権の動きが進む中で,サ ーミ語の擁

護とサーミ人の教育に関する問題は,当 初から重要な関心事の一つであった。教育に

関 しては,サ ーミ人たちは,サ ーミ人子弟への母語としてのサーミ語の教育と,サ ー

ミ語での教育の必要性を一貫 して主張 しており,そ のための教育制度の整備と,教 材

の充実化,教 師の養成を要求 してきた。サーミ語教育における新 しい動きとその成果

については,別 に述べることにして,こ こではサーミ語の擁護に対 しての,サ ーミ人

たちの活動を見ることにする。

　先のサーミ語の危機についての節で述べたとおり,サ ーミ語は,幾 種類もの危機に

直面 している。すべてが,全 員によって直感的に危機として認識されるものではない

が,中 には,話 者や通用範囲の減少など比較 的容易に察知できるものがある。 しか

しこのような面での減少は,一 方では容易に民族自体の消長とも結び付けて捉えられ

やす く,民 族運動には容易に目標項目に掲げられる。サーミ運動初期の言語擁護運動

はどちらかというとこのような直感に支えられたナイーブなものであったと思われ,

理論的な枠組はあまりない。 しか し,最 近の言語擁護運動は,当 初のものとは明らか

に質 ・規模において上回っている。近年,サ ーミ語がおかれている複雑で困難な状況

や原因が明らかにされてきたことは先に触れたが,現 在の言語運動はこれらすべてを

視野に取 り入れようとする幅のひろいものである(正 書法,公 用化,造 語,サ ーミ語

での教育など)。 この背景には,言 語運動の目標が,少 数民族語サーミ語の単なる保

存から,近 代社会で存続 してい くための,使 用者の確保や様々な領域で機能的 しうる

言語確立の方向に向かいつつあることが挙げられる。社会言語学者ハウゲンは,一 種

の古典ともなった言語政策のモデル化理論の中で,次 の四つの要素が関わりあってい

ることを示 した[HAuGEN　 1966:933]。 この中には,言 語的政策対社会的(言 語外

的)政 策,お よび形式固定(規 範化)対 機能(多 様化)と いう二つの交差する重要な

視座が,提 示されている。前者は,言 語政策を直接言語に対するものと,言 語の社会

に置ける地位に働きかけるものとに分け,後 者は,あ る言語単位の採用を決定する際

考慮 しなければならない条件をあげている。

社会的

言語的

形式

選 択

コ ー ド化

機能

認容

仕上げ
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　 この う ち,選 択 は,言 語 計 画 の イデ オ ロ ギ ー 自体 と関 わ って い る と思 え るが,計 画

の 目標 とな るべ き理 想 的言 語 モ デル の 決定 で あ る。 次 の コー ド化 は,モ デル にか な う

形 で,言 語 自体 の 規範 を 固定 化 す る,つ ま り正 書 法,文 法,語 彙 な ど を標 準化 す る こ

とで あ る。 第3の 仕 上 げ は,言 語 が 社会 で 機 能 で き る よ うに,必 要 な手 段 を講 じ る こ

と,認 容 は,そ の 言語 を イ デ オ ロ ギ ζ1こ従 い,社 会 的 に働 きか け る,す なわ ち種 々の

手段 で 普 及 を 行 な う とい うこ とで あ る。 いず れ も,言 語 計画 に お いて は,欠 くこ との

で きな い観 点 で あ るが,や や煩 雑 す ぎ る。これ に対 し,ク ル マ ス は,全 体 を実 体計 画 お

よび席 次計 画 に二 分 した[ク ル マ ス　 1987:101-ll5]。 前 者 は 「あ る任 意 の言 語 の語

彙,文 法 およ び 正書 法 を標 準 語 化 す る,す な わ ち,拡 張 な い し,何 らか の形 で 標 準 語 に

ふ さわ しい もの とな るよ う働 きか け る こ とが 目標 にな る」,そ れ に対 し後者 は,「 一 つ

の 社会 で 占 めて い る地 位 を 変 更 させ よ う とす る もので あ る」[ク ル マ ス　 1987:101]。

す な わ ち この分 類 はハ ウゲ ンの言 語 的 ・言 語外 的分 類 に ほぼ相 当 す る もので あ る。

　 こ こで は,こ の大 別 に従 い,現 在 の サ ー ミ語 政 策 を 言 語 的 政策 と社 会 的政 策 に分 け

て そ の 傾 向 を探 る こ とに す る。

　 1.言 語 的 政 策

　言語的政策とはいっても,一 般には言語構造の複雑さや,学 習の容易性などの観点

から母語に手を加えることなどほとんどない24)。むしろ,十 分な言語の話 し手を確保

するため,地 域 ・社会的バ リアントを越えて,最 大多数に用いられうる言語を作 り出

すということが重視されている。したがって,先 ず,発 音,文 法,語 彙における現存

のバ リアントの規範化ということになるが,第 二の条件として言語の機能の向上があ

る。近代社会で通用する言語には,必 要不可欠な条件としての書き言葉の存在が前提

となっているが,そ れにはあらゆる分野で機能 しうる豊富な語彙の準備が必要である。

　サーミ語において も,も っとも重要で先決問題は,先 ず書き言葉の確立と語彙の充

実である。そのためには,先 ず正書法と,標 準化 された文法,語 彙,あ らゆる内容を

簡明に表現で きる書き言葉としての文体が必要である。後者の重要性は,書 き言葉は

単に書かれた話 しことばではないことを理解すれば,当 然のことである。 しか し,既

に述べたように,北 サーミ語には統一された正書法がなく,書 き言葉としての条件も

24)サ ー ミ語の母語 と しての自然な習得が,も はや自明の ことではな くな った現在,こ のよ うな

こともひ ょっとすると必要になる可能性が全 くないとはいえない。事実,サ ー ミ語 が,外 部 の

言語の影響で変わ りつつあるのはこの兆候であるともいえる。ただ し現在の ところは,そ のよ

うな変化 は,個 別的,自 発的な レベルに留ま っており,言 語 の規範を変え るところまで には進

んでいない。
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十分整っていなかった。

　ただし文体の豊富さや洗練性だけは,書 き言葉としての他の条件が整った上で,自

然に,そ の方向へ実現されてゆ く結果であり,こ れから言語政策の議論を進めるのは

誤 りであろう。

　また,正 書法は,標 準化され,規 範化された言語バ リア ントを基にするが,ど れを

選ぶかは純言語学的な判断よりは,歴 史的,社 会的な条件に大きく左右される。ハゥ

ゲ ンの用語に従 うと,言 語外的政策に含まれる 「選択」に分類される。 したがって,

いわゆる言語学者や専門家の立ち入 ることができる余地のもっとも少ない領域で もあ

る[EDWARDS　 l985::::・]。 次に,サ ーミ語の書き言葉確立において,最 大の懸

案であった正書法制定の動きを,サ ーミ運動の進展過程の中で追うことにする。

　 正 書 法 の 統 一

　 既 に1950年 代,北 欧 の サ ー ミ人 の間 に政 治 的組 織 化 が 始 ま った 当初 か ら,サ ー ミ人

最 大 の言 語 グル ープで あ る北 方言 の 正書 法 が分 裂 して お り,文 語 も十分 に育 って い な

か った た め,共 通 の 正書 法 を 作 ろ う とす る計 画 は存 在 して いた 。 しか し,そ れ ぞれ の

正 書 法 を 作 り出 した 時 と 同 じ理 由 で,さ らに,一 旦 慣 れ た もの へ の 愛着,あ るい は国

家 的利 害 の 優 先 な ど 様 々 な立 場 が絡 ま り,実 現 に は至 らな か った 。

　 北 欧 サ ー ミ評 議会,北 欧サ ー ミ会 議 は設 立 以 来,言 語 に 関す る問 題 を継 続 的 に扱 っ

て きた。 サ ー ミ ・イ デオ ロ ギ ーが 頂 点 に達 した と いわ れ る,1971年 の イ ェ ッ リヴ ァー

ラの サ ー ミ会 議 大会 は,サ ー ミ文 化 政 策 綱領 の 中で,教 育 とな らび,サ ー ミ語 擁 護 に

つ い て の基 本 方 針 を 明 らか に して い る。 い くつ か 関 係 す る もの を挙 げ る と,サ ー ミ語

審 議会 を設 置 す る こ と,北 サ ー ミの 文 語 を確 立 す る こ と,サ ー ミ語 の 出版 物 を 増 す こ

と,サ ー ミ語 に公 的 地 位 を法 で 保 証 す る こと,他 の サ ー ミ方 言 の文 語 の確 立,サ ー ミ語

の 雑誌 や 放 送 の 充 実 な ど が あ る[Samiid　 Kulturpolitiikalas　Program'ma　 1974]。 そ し

て,も っ と も緊急 な懸 案 で あ る北 サ ー ミ方 言 の 文語 の確 立 と統 一正 書 法 問 題 の 処 理 の

た めサ ー ミ語 審 議会 が設 置 され た。 統 一正 書 法 の 問 題 は,北 サ ー ミ文 語 の確 立 の必 要

か ら避 け て は通 る ことの で きな い もので はあ った が,直 接 的 に は,当 時各 国の サ ー ミ

語 教 育 で 不 足 しが ちで あ ったサ ー ミ語 の教 材 の作 成 や 教 師 の交 換 に,分 裂 した 正 書 法

が妨 げ とな って い る事 実 で あ った[AIKIo,　 S.1987:4581。

　 この大 会 は,ま た,長 年 計 画 に上 って い た北 欧サ ー ミ研 究 所 の設 立 を 要 求 した。 こ

れ は翌 年 北欧 閣 僚 会 議 の 賛 同 を得 て,1973年 ノル ウ ェーの サ ー ミ地 域 の 中心 カ ウ トケ

イ ノ に設 立 され た 。 サ ー ミ研 究 所 の 目的 は サ ー ミ人 の社会 的,文 化 的,法 的,経 済 的

条件 の 向上 の た めの 研 究 ・企 画 を行 な う こ とに あ るが,言 語 に 関 して も,大 きな 比 重
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が おか れて い た 。1974年 北 欧 サ ー ミ会 議 は言 語 問 題 に 関 す る政策 決 定 を よ り効 果 的 に

進 め る た め,す べ て の方 言 の代 表 者 を加 え た言 語 審 議会 の継 続 を 決定 し,そ の 事務 局

を サ ー ミ研 究所 にお い た。 これ ら諸 機 関 の活 動 に よ って,サ ー ミ語 政 策 の 一 部 は サ ー

ミ人 自身 に よ って 進 め られ る よ うに な っ た。

　 先 に述 べ た よ うに,当 時 北 方 言 の正 書 法 と して は4種 存在 した が,そ の う ち実 際 に,

一般 サ ー ミ人 に 読 まれ る 出版 物 に用 い られ て い たの は
,ノ ル ウェ ー ・ス ウ ェー デ ンの

ベル グ ス ラ ン ・ル オ ン グ式 と フ ィン ラ ン ドのサ ー ミ文 化 協 会 式で あ る。71年 か ら,全

北 サ ー ミの共 通 の 課題 と して,北 欧 サ ー ミ会 議 で 統 一 正書 法 考案 の計 画 が 決 定 され る

と,専 門 家 か ら素 人 まで 含 めた 様 々な方 面 の 提 案 が 寄せ られ 始 めた[KYLSTRA　 I973」 。

しか し基 本 方 針 が 当初 は なか った た め,提 案 は,思 い 付 きに 近 い もの,現 存 す る もの

の 折衷 案,現 状 を 肯 定 し,無 理 な統 一 に 反対 の もの,現 存 の 一 つ を そ の ま ま採 用す る

案 な ど,多 岐 にわ た った 。 基 本 方 針 が 一 応 ま とま った の は,1974年 サ ー ミ会 議 へ 提 出

した報 告 書 に おい て で あ った[MAGGA　 l　985:45-46]。

　 1978年 言 語 審 議会 の ま と め た案 が,同 年 ア リエ プ ロ グで の サ ー ミ会 議大 会 で 承 認 さ

れ,統 一 正 書 法 が 成 立 した。 決定 まで い くつ か大 きな 障 害 が あ った が,原 因 の お もな

もの は,そ れ まで の 複 数 の正 書 法 を存 在 させ た と 同 じ理 由(サ ー ミ語 自身 の 複雑 な音

体 系,基 準 方 言 の違 い,多 数 派言 語 の正 書 法 の影 響,国 家 的利 害)の ほか,サ ー ミの

特 殊 性 の保 持 と多 数 派言 語 の 正書 法 との 整合 性 が,大 き な論 点 にな った。 結 果 的 に は,

従 来 の ベル グ ス ラン ・ル オ ン グ式 とサ ー ミ文 化 協会 式 の折 衷 にな って い る。 い くつ か,

その 骨 子 を 挙 げ る と,ス カ ン ジナ ビア 語 特 有 の文 字(a,°a,鋤 と表 記 法(酬 ∫1,tj!t∫1な

ど)の 不 採 用,歴 史 的 綴 りを排 し実際 の 発 音 に従 う,語 中子 音,子 音 結合,子 音 階 梯

交 替 の 表 記 は ほ ぼ サ ー ミ文 化 協 会 式,語 頭 の 破 裂 音 は ベル グ ス ラ ン ・ル オ ン グ式 に 従

うな どが あ る。 統 一 正書 法 の体 系 を簡 単 に示 して お く(表2)。 標 準 とす る方 言 は,

お もに 西 フ ィ ンマル クで あ る25)。 興 味 を 引 くの は,北 欧 諸 語 と の整 合 性 を 犠 牲 に して

(避 け て),あ えて サ ー ミ語 独 自の文 字 を 採 用 した ことで あ る。t,　vC,蓉,乞,軌dな ど百 年

来,北 サ ー ミの異 な る正 書法 で 用 い られ て きた文 字 は一 種 の サ ー ミ的 な伝 統 と捉 え ら

れ て お り,そ れ らを 犠牲 に す るよ り,北 欧 語 と異 な る文 字 を 採 用 す る こ とに よ り生 じ

25)北 サー ミの方言の うち,西 フィ ンマル クと東 フィンマル クには,そ れぞれの方言を基礎 と し

た書 き言葉 の伝統があった。ス ウェーデ ン ・ノル ウェーで行なわれていた正書法は前者,ブ リ
ース式や フィ ンラン ドで行なわれていた正書法は後者であ った。ただし,両 方言の境 はノル ウ

ェーとフィンラ ンドの国境を交差 してお り,方 言の対立 が国家の対立 に転化 しなか ったのはせ

めて もの幸 いであ った。ただ し,二 つのサー ミ中心地であ るカ ウ トケィノ とカラスヨクが両方

言に分かれているノル ウェーと異な り,東 にのみサー ミ中心地を持つフィンランド側は,場 合

によっては取 り残 されることへの危惧を抱いていた といわれ る[MATTILA1974:9]。
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表2

　　　 　北 サ ー ミ統 一 正 書 法

アルファベ ッ ト(*母 音表記に用い られるもの)

*a  *abc6dd*efgh*ijklmn 

 *oprsgtt*uvzi

上記外で合わせ文字で表わされる単音の表記

口蓋化音

無声化音

dj[d']　　　lj[1']　　　nj[n']

hl[L]hm[M]hn[N]hr[Rl

表3　 三 正 書 法 の 比 較(マ タイ福音書第十二章)

ベ ル グス ラ ン ・ル オ ング式

Dammanaga  digi  vazzii Jesus  bwldo  sabbahin, muttu su  mat'tajxd'djit  barastuvvagatte 

ja ribme gas'kit  gar'dniaiviid ja  parrat. Muttu  ga  farisealaiiat dan  ai'dne, de celke sii 
sudnji:  Gxe'Ca, du  mat'taixd'djit dakket dan  mH  ii  laet  labalag dakkat  sabbahin.

サーミ文化協会式

 Tammanaga aiggi vazzii Jesus  pealddu  dada sabbatin. Muhto su  mahttajeaddjik poras-
tuvvagohte ja ribme  kaskit  kordnioiviid  ja porrat. Muhto ko  farisealaMak tam oidne,  to 
celke sii sudnje :  KeahCa,  to  mattajeaddjik  tahket tam  mii ii leak  lovalagtahkat sabbatin.

統一正書法

Dammanaga  aiggi vaccii Jesus bealddu  eada  sappahin. Muhto su  mahttajeaddjit bora-
stuvvagohte  ja ripme gaskit gordnioivviid  ja  ,borrat. Muhto go  farisealaRat dan oidne, 
de celke sii sutnje:  Geah6a, du  mahtt6jeaddjit dahket dan  mii ii leat  lobalag dahkat 

 sappahin.

(そのころ,あ る安息、日に,イ エスは麦畑の中を通 られた。する と弟子た ちは,空 腹であ

ったので穂を摘んで食べ始めた。 パ リサイ人た ちがこれを見て,イ エスに言 った。 「ごら

んな さい,あ なたの弟子たちが安息 日に して はな らない ことを しています。」)

る煩 わ し さを 背 負 う こ とに な った26》。 この よ う に,字 母 やつ づ りが 持 ち う る意 味 は,

特 に多 数 派 語 に対 す る異 質 性 を視 覚 的 に象 徴 す る点,少 数 派語 に と って 重 要 で あ る。

ア メ リカで言 語 復 活 運 動 が,同 様 に 盛 ん に 進 め られ て い るナ ヴ ァホ に おい て も正書 法

の確 立 が一 つ の 懸 案 で あ った が,サ ー ミ語 の場 合 と似 た 問 題 が起 こった 。 ナ ヴ ァホ に

特 徴 的 なtと 摩 擦 側 音1の 組 み合 わせ の 表 記 と して 長 年 用 い られ て い たtlをtlに

変 更 す る こと に対 し,ナ ヴ ァホ 的 な特 徴 を 失 うと して 大 きな 抵 抗 が あ った と いわ れ る

[SPOLSKY&BooMERY　 　1983:248]o

　 い くつ か の 間題 を 残 した ま ま,見 切 り発 車 の 形 で 出 発 した新 正書 法 で あ った が,実

26)現 在,こ の選択は厄 介な問題を投 げかけて いる。サー ミ社会 も情報化に取 り残 され ないよう,

サー ミ語の コンピューター処理が始 まっている。 しか し,北 欧の多数派語のために開発された

情報システムに文字体系が異 なるため載せることができないのである。長年 の努力のすえに完

成 し,定 着 し始 めた正書法を安易に変更するのは論外なため,現 実の運用による解決策が模索

されている[Nou1987:158-160]。
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施 に際 して は,旧 正 書 法 か らの切 り替 え が驚 くべ き手 際 さで 行 な われ た 。 す べ て のサ

イ ドの 積極 的譲 歩 な しに は 統一 が 不 可 能 で あ る こと は,三 十 数 年 来 の 試 み で 十分 理 解

され て い た か らに違 い な い。 北サ ー ミ人 が共 通 の正 書 法 を 手 に した こ とは,文 語 の確

立 の た めの良 い条 件 が 整 った こと を意 味 す る だ けで は ない。 サ ー ミ人 の 統合 を,(し

ば しば 誇 張 も含 めて)妨 げ て い た障 害 の 一 つ が排 除 され た こ とで,サ ー ミ人 の よ り一

層 の 協 同 と,そ れ に よ る文化 の復 権 へ の 自信 と期 待 が 生 れ た とい え る。

　 また,国 家 に対 して も,サ ー ミ人 の 団結 力 と言 語 復 権 へ の 意気 込 みを 示 した 点 で少

な か らず影 響 を与 え た は ず で あ る。1979年 ノル ウ ェー の 教会 ・教 育 省 も統 一 正書 法 に

い ちは や く承 認 を 与 え て い る[Nou　 l　987:174]。 下 に も触 れ るよ う に各 国 は,出 版,

放 送,そ の他 文 化 活 動 へ の予 算 を 増大 し,以 前 に比 べ 財 政 的 にサ ー ミの 文化 活 動 は は

るか に確 実 な基 盤 に あ る。 そ して今,ノ ル ウ ェ ー とフ ィ ン ラ ン ドにお い て は,サ ー ミ

語 を地 域 的公 用語 とす る言 語 法 成 立 を 目前 に して い る。

　 正 書法 が 統 一 され た 現在,サ ー ミ語 の語 彙 の 統 一,新 語 の 造成 お よび 文 法 の標 準化

な どの 問題 が,言 語 審 議会 で 扱 われ て い る。 今 まで の異 な る正書 法 によ って 書 か れ た

文 法 書 に代 わ り,新 正 書 法 に よ る もの が 出版 されて い る。 サ ー ミ研 究 所 は既 に この分

野 で,表 記 法 手 引 き,文 法 書,教 科 書 の 作成 ・出版 な ど,新 正書 法 の 普 及 と定 着 に は

不 可 欠 な手 段 が講 じ られ て い る。 この ほか,す べ て 標 準 化 に 関 す る決 定 は,各 国 レベ

ル で 個 々に行 な うの で はな く,北 欧 サ ー ミ全 体 の視 点 か ら行 な う ことで 同 意 され,く

り返 し確認 されて い る[Nou　 l987:174]27)。

　 現 在,も っ と も大 きな 課 題 は お そ ら く語 彙 に 関 して で あ る。 既 に,近 代 語 彙 の 必 要

性 につ いて は1950年 代 に,サ ー ミ語 研 究者 の 間 で,近 代 語 彙 造成 の基 本 方 針 につ い て

討 議 が 行 なわ れ て い る[ITKoNEN,　 E.1957;KoMITEANMIETINT61987:17]。 現

在 は,1985年 北 欧 サ ー ミ研 究 所 を 中心 にす る研 究 プ ロ ジ ェ ク トに よ り近 代 語 彙 の造 成

や統 一 のた め の作業 が行 な われ て い る[Sami　 Instituhta　Doaibmacilgehus　 l　985:ll4]。

27)統 一正書法 が1979年 確立 されたとはいえ,妥 協によって封 じられた問題点が再燃 し,分 裂 に

導きかねない可能性を内包 しているか らであ る。ユ983年}サ ー ミ言語審議会が,北 欧 サーミ会

議 の了承を得ず変更案を提 出し,そ の扱 いをめ ぐって大議論が巻 き起 こ った。その後 ノル ウェ
ーの教会 ・教育省などの調停で納ま ったが,こ れを機会に北 欧サー ミ評議会が正書法改正 に関

する手順を定 めることにな った[Nou1987:174-175;AIKIo,S.1987:477;MAGGA1985:

62]o
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2.社 会 的 政 策

　 これ は,サ ー ミ語 の 社会 的 地 位 を 高 め る ことで あ る28)。い くつか 考 え られ るが,大

き く3つ の活 動 に 分 け る ことが 出来 よ う。

　 第 一 に,法 的 に公 用語 の地 位 を 確 保 す る ことが あ る。1970年 代 に入 りサ ー ミ運 動 が

活 発化 し始 め る ころ か ら,サ ー ミ語 が法 的 に も,サ ー ミ民族 の 固有 の言 語 と して 認 め

られ,多 数 派 語 と同 じ扱 い を され る こ とが,公 に求 め られ て い る(た と えば1971年 の

サ ー ミ文 化 政 策 綱 領)29)。 以 降 サ ー ミ運 動 で は,国 家 の サ ー ミに対 す る根 本 的 な 姿 勢

は,究 極 的 に は サ ー ミ語 の扱 い に あ る とみ な し,サ ー ミ語 の公 用化 獲 得 を 当面 の運 動

の ゴ ー ル に さ えす えて い るよ うで あ った。1982年 フ ィ ン ラ ン ドのサ ー ミ議 会 は,総 会

に お いて,サ ー ミ人 が サ ー ミ語 に よ り役 所 な どで 用 を 足 せ,文 書 を 受 け取 る権 利 な ど

を 保証 す る言 語 法 の 制定 を 要 求 し,1983年,法 務 省 に法 案 草案 を提 出 して い る。

　 現 在,言 語 法 に関 して は,ノ ル ウ ェ ー とフ ィ ン ラン ドで近 年 中 に実 現 す る見 込 で あ

る。 最近,フ ィ ン ラン ドの サ ー ミ人 専 門 家 に よ って 提 出 さ れた サ ー ミ言 語 法 案 草 案

(1987)で は,サ ー ミ地 域 に お いて,役 所,法 廷,文 化 施 設 等 公 的 場所 で の応 対,行 政

や地 方 議会 で の 会 議,公 文 書,記 入 用紙 に お け る使 用 にお い て,多 数 派 と 同 じ地 位 を

与 え る こと,地 方 自治体 に翻 訳 ・通 訳 を扱 う部 門 を 設 置 す る こと な どが 挙 げ られ て い

る[KOMITEANMIETINTO　 l987]30)。

　 ノ ル ウ ェ ーで は,サ ー ミ文 化 委 員会 に よ るサ ー ミ人 の 文化 ・教 育問 題 に対 す る調査

報 告[Nou　 l985]の 中で,サ ー ミ言 語 法 に関 す る委員 会 案 を答 申 して い る。 これ に

よ る と,サ ー ミの 使 用 は 法廷,警 察,医 療機 関 に おい て ノル ウ ェー語 と同 等 の権 利 を

保 障 され,サ ー ミ地域 の各 レベル の 役所 な どで もサ ー ミ語 を 用 い る ことが で き る。 ま

28)言 語計画における社会的政策の役割の重要性 は,特 に純言語的な企画に携わ る言語学者 によ

っては過小評 価されがちであ る。 しかし,逆 に政策的効果 から見た場合,前 者 のほうが,は る

かに重要な場合 もありうる。Edwardsは,こ のよ うな言語学者 の思 い上が り的態度は,真 の

言語政策には禁物であることを しば しば強調 してい るが,サ ー ミ語政策において も,正 書法論

議 によって長年北 サー ミ語の標準化が滞 ったことに対 し,不 満を もつ意見は多い。

29)フ ィンラン ドで は,サ ー ミ語はフィ ンラン ド言語法でフィ ン語やスウェーデ ン語 とな らぶ公

用語 とは認め られてはいないが,サ ー ミ人 が全 くフィン語ができぬ場合,行 政施行法(1982)

では,役 所によ り生 じた用件の場合,通 訳の世話をすることが義務づ けられている。 しか しこ

れは,法 廷での通訳の権利は保障 していない[KOMITEANMIETINTQl987:22-23]。

30)1973年 のサー ミ委員会による報 告の提言にお いて も,サ ー ミ地域 におけるサー ミ語の公用語

化 が要求 されている。 しか し,そ の際はほ とん ど目立 った反応はなかった。1983年 の言語法案

草案に続 き,1987年 には再度サー ミ言語法委員会 による法案草案が提 出されたが,現 行法(特

に,フ ィ ン語 とスウェーデ ン語を国家語 と定めた言語法)と の兼ね合 いに配慮 し,細 則による

対処,適 用地域 の限定,役 人のサー ミ語能 力条件の緩和,サ ー ミ人 の定義を緩和な ど,よ り具

体的で現実的な ものとな って いる[KOMITEANMIETINTOl987:42-65]。
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た,郡 長 はサ ー ミ語 を郡 の行 政 の主 要 語 とす る こ と もで き る。 そ して,行 政職 員 は有

給 の サ ー ミ語 教 育 を受 け る こ とが で き,職 員 に はサ ー ミ語 能 力者 が優 先 的 に採 用 され

る,な どサ ー ミ語 が優 遇 されて い る[Samar　 3　 1987:199-203]。

　 第 二 の 社会 的政 策 は,実 際 に,放 送,出 版 な どの マ ス ・メデ ィア を 確 保 し,広 範 囲

に用 い られ る こ とで あ る。 特 に放 送 は現 在 メ デ ィア と して は,言 語 の 地 位 評価 と強 く

結 び付 いて い る こ とは 明 らか で あ る。 と りわ け子 供 た ちに と って,ラ ジオ や テ レビな

どで サ ー ミ語 が,関 心 の あ る 内容 の媒 体 にな る こ とは,信 頼 の 回復 に測 り知 れ な い効

果 が あ る[1)ω η勿31986:17]。 現 在,各 国で は,毎 日約1時 間 前後 の ラジオ放 送 が

て行 な わ れい る。 ニ ュー スや 時 事 的 な 話題 を 中心 に した 内容 で あ る。 約 半 分 は北 欧 サ

ー ミ共 通 の 番組 で あ る。 北 サ ー ミ語 の放 送 が 中心 で あ るが,他 の方 言 で も一 部行 なわ

れ て い る[Samar　 l　 1985:19]。 フ ィ ン ラ ン ドで は1991年,サ ー ミ語 の放 送 は独 立 し

た 周 波数 を獲 得 す る こ とに な って い る。 現 在 サ ー ミ人 の テ レ ビ放 送 の 撮影 ・スタ ジオ

機 材 が 確 保 され,全 国放 送 網 に サ ー ミの観 点 か らの番 組 が 計 画 され て い る[Helsingin

Sanomat　 2.4.1990]a

　 ま た放 送 は,サ ー ミ人 へ の言 語 や 文化 へ の 関心 を促 進 し,教 育す る手 段 に も活 用 さ

れ て い る。1983年 か らは 北 欧3国 の ラジオ局 共 同で,一 般 向 けの サ ー ミ語 通信 講 座

Davvin,お よ び1985年 に は サ ー ミ人 向 けの 講座Samasが 始 ま っ てい る。 これ らの放

送 で は,北 サ ー ミ語 標 準語 の普 及 に力 を入 れ る とと もに,各 地 の方 言 を聞 か せ る こ と

で そ れ ら に慣 れ させ,北 サ ー ミ語 標 準語 の影 響 す る領域 の 確保 を 目指 して い る(876頁

写 真1参 照)。 また,5%に しか 過 ぎ ない サ ー ミ語 の書 き言 葉 の 識 字率 普 及 に貢 献 す る

ことが 期 待 され て い る[Skmi　 Aigi　1976　 2.9.1985]。

　 しか し,書 き言 葉 の発達 に お い て,も っ と も重要 な の は い う まで もな く,出 版 物 の

量 と質 で あ る。 これ は,統 一 正 書 法 が実 行 に 移 され た1989年 以 降,堰 が切 れ た よ うに

飛 躍 的 に増 大 して い る。 正 書 法 統 一 が サ ー ミ文 化 復 権 にお い て果 した 象 徴 的 役 割 は,

出 版 物 の量 に もっ と も端 的 に現 わ れ て い る とい え る。 一 説 に よれ ば,統 一 以 降 数 年 の

内 に 出 版 され た,原 語 が サ ー ミ語 の 出版 物 は そ れ 以 前 の もの を上 回 って い る[SAM-

MALLAHTI　 l985:156]。 また この 分 野で 現在 大 きな 役割 を 果 してい るの は,サ ー ミ語

の新 聞で あ る。 特 に1979年 以 降,ノ ル ウ ェー の カ ラス ヨクか ら出て い るSarni　 Aigi紙

は,週2回 発 行 され て い る が,い ちはや く新 統 一正 書 法 を 採 用 し,そ の普 及 に貢 献 し

た だ けで な く,サ ー ミ文 語 の 多 分 野 に お け る 育成 に先 駆 的 役割 を果 して い る。1934年

以 降 出 版 され て い る フ ィ ン ラ ン ドのSapmelas(年10回)は,お もにサ ー ミ関 係 の 話 題

や文 学 を扱 い,高 い権 威 を 持 って い る が,こ れ もかつ て の サ ー ミ文化 協 会 式 の 正 書 法 を
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　 写真4　 「サー ミ語,豊 かな ことば」 の記事(Sami　 Aigi紙 よ り)

自然描写 はノル ウェー語の長い説明が,サ ー ミ語 では一語で表現で きる。

率 先 して新 正 書 法 に 切 り替 え た。 また1986年 か ら発 行 され て い るサ ー ミ語 の総 合 雑 誌

Sapmiは,直 接 サ ー ミに 関 わ りな い 社 会 的 テ ー マ も広 く扱 い,近 代 社 会 に通 用 す る実

用サ ー ミ語 の 試 み と して 注 目 した[庄 司　 1987b]が,現 在 残念 なが ら中 断 して い る31),

　 第 三 の社 会 的 政策 と して あ げ られ る もの にサ ー ミ人 に と って サ ー ミ語 が 固 有 で 最適

の もの と して,そ の言 語 的評 価 自体 を 高 めよ う とす る傾 向が あ る。 一 般 に これ はサ ー

ミ語 の 民 族 象 徴 的価 値 を 強 化 す る形 で 現 わ れ て い る。 既 に挙 げた 二 つ の方 策 は,サ ー

ミ語 を 他 の言 語 と並 ば せ よ う とす る意 志 に支 え られ て い る の に対 し,こ れ は そ の特殊

化 を 意 図 す る。 た と えば,サ ー ミ語 の地 名 を 公 的 に認 め させ,回 復 しよ う とす る動 き,

あ るい は 積極 的 にサ ー ミ語 の 名 を使 お う と す る傾 向 が あ るが,い ず れ も これ らが サ ー

ミ社 会 に 固 有 の世 界 観 や 制 度 を反 映 して い るた め と説 明 され る[MATTIsoN　 1982]。

　 ま た最 近 は サ ー ミ語 新 聞 な どに,サ ー ミ語 の 美 しさに 関 す る記 事 や,サ ー ミ語 の 自

31)サ ー ミ出版界において,雑 誌や新聞が数回で立ち消えになるの は全 く珍 しい ことで はない。

　現在 も,継 続か 中止 か不明な ものは,数 雑誌ある。これは,サ ー ミ出版界の極度に悪い事情に

よるものである。何 よ りも読者数の少ないことがあるが,そ のほかに,広 範囲に拡散 している

ことや資金不足が災い している。最近はほとん どの出版物は助成金な しには成 りた っていない。

む しろ,サ ー ミ人の尽きることのない出版の意欲に驚 くべ きかも しれない。
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然語彙の豊富さ,こ まやかさ等を伝えようとする記事が多 く見 られだ した。たとえば,

サーミ人のために企画されたラジオ講座テクス トSkmksに は,こ れらについて数頁

がさかれている。これらは,言 語計画では欠 くことのできぬ集団意志を高めようとす

る現象である。また一方では,こ れ らは多数派の価値観の卓越する社会の中で,今 ま

で自己否定的に扱ってきた自文化を,逆 に利用 しようとするきわめて意図的な動きで

もある。

　 このような,い わば間接 的な手段に加え,サ ーミ語の重要性を,サ ーミ人向けの雑

誌や講演などで直接人々に訴えることも行なわれている。民族と言語の一体性や民族

語が子供たちの民族意P形 成に及ぼす影響を説くものか ら,サ ーミ語能力があれば,

行動範囲が広がり,就職に有利なこと,ま たサーミ言語法が施行 されれば,言 語手当が

付 くことなど現実的な利益にさえ言及するものもある[Samegiella　2　 1989:8-9]32》 。

3.母 語 と して のサー ミ語

　以上は,サ ー ミ語復権のため,サ ー ミ語やその社会的存在に手を加えようとするも

のであった。 しか し,そ れらと並んで,復 権のための大 きな障害が存在 したのは,サ

ーミ人の母語に対する否定的 ・消極的態度である。サー ミ人たちは多数派語の圧倒的

勢力の中で,下 位にランクされ,衰 退するサーミ語を見せつけられてきた。サーミ語

が通 じぬため,あ るいはサーミ人であることを隠すため,そ してより有利な機会を確

保するため,サ ーミ語より多数派語を選択せざるをえなかった。その結果,役 立たず

の民族語に失望 し,自 主的に第一言語として,多 数派語へ転換 してきた。

　 こうして子供は家庭でも,サ ーミ語の使用を拒否するヶ一スや,両 親が,子 供への

サー ミ語教育を拒むということが起こり始めたのである。さらにサーミ社会全体が,

サーミ語教育を余計なお世話と見なす風潮さえもある33)。このような状況の背後には,

同化政策の中で,サ ーミ語教育をサーミ人自身の多数派語習得の障害と見な し,さらに

彼 らの発展を妨げるものとして消極的であった権力側の果 した役割も否定することが

32)1989年 春フィンランド学校局下 のサー ミ人教育事務評議会などによ って ウツヨキにおいて,

二語併用に関す るセ ミナーと父兄の懇親会が開かれv先 の章で触れたような ことが話 された。

これ らが,す べての レベルで実際どれ ほど理解 されているか疑 問な点 もあるが,少 な くとも,

い くつかのテーマ は常套句 のように くり返 し援 用されて いることは確かである。

33)た とえば,フ ィンラン ドのス コル ト ・サー ミに対 し母語による教育を行な お うと した 際,

「子供 らが もっと学ぱないとな らないの はフィ ン語でスコル ト語で はない」 とい う抵抗があ っ

た[PELTO&MOSNIKOFF1979:291]。 このよ うな態度 は,衰 退す る民族語 にてこ入れ しよ う

とする部外者や,民 族語の将来に失望 し,社 会 的上昇のためには言語的な同化が最良 の手段で

あ ると見なす人 々によ くある[BooM1968:290}。 かつて,ウ ェールズで は,ウ ェールズ語の

教育に手を貸そうとする人 々に対 し,「 ウx一 ルズ語を学校に持 ち込む人 は,ウ ェールズの本

当の友で はない」 とさえいわれていた。
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出来 ない 。Eidheimは1960年 代 ノル ウ ェー ・カ ウ トケ イ ノ に お け る,民 族 主 義 的 勢 力

が 台頭 し始 めた 過 程 の観 察 を行 な って い るが,当 時 は,早 急 な ノル ウ ェー化 が サ ー ミ人

に と って は真 の 進 歩 に つ な が り,そ れ に や た らに民 族主 義 的 思 想 を 吹 き込 むの は危 険

で あ る とい う風 潮 が 政 治 的 指導 者 には あ った と い う[EIDHEIM　 l977a:11;RuoNG

1987:21]0

　 上 のサ ー ミ語 の社 会 的 政 策 は,こ の よ うな サ ー ミ語 自体 の 価 値 を高 め,再 び人 々が

用 い るよ うな 状況 を 作 って い こ う とす る もので あ った 。 しか し,現 在 の サ ー ミ語 政策

に は非 常 に 重要 な地 位 を しめつつ あ る も う一 つ の政 策 とい え る もの があ る。 これ は,

一 口で い えば
,多 言語 併 用 社会 で の母語 教 育 の 必要 性 につ い て 国家 に認 め させ,か つ

サ ー ミ人 に意 識 改革 を施 す こ とで あ る。 これ につ いて は,現 実 に 明 らか な傾 向 が 見 ら

れ る が,ま だ 政策 と して は指摘 され て い ない よ うであ る。 この 政策 の 広 め よ う とす る

主 張 は次 の2点 に要 約 で きる と思 う。

　 　 1　 子 供 の 思 考 に お け る概 念 形成 は,家 庭 で話 され る言語(母 語)を 用 いて 読 み

　 　　 　 書 き し始 め る頃 が も っと もよ く発 達 す る。

　 　 2　 第二 言 語 の 習得 は,母 語 の 基ru1/i・が 固 ま って い る ほど早 く確 実 で あ る。

　 以 上 は,サ ー ミ語 の コ ンテ クス トで は,サ ー ミ語 を母 語 とす る子 供 の思 考 に は,サ

ー ミ語 の初 等 教 育が 不 可 欠 で あ り
,こ の こ とに よ り多 数 派 語 の 習得(つ ま り2言 語 併

用)は 妨 げ られ な い,と い う こ とに な る。 この 政策 は,形 の うえで は,中 立 な 心 理学,

教 育学 的 研 究 に よ り明 らか に され た普 遍 的 な公 理 の普 及 で あ る。 そ れ だ け に,国 家 や

素 人 の異 議 や 懐 疑 を ま え もって 排 除 して い る,政 策 的 に は有 効 な戦 術 で もあ る。

　 教育 を 母 語 に よ り行 な う こと の必 要 性 は,1950年 代 初 頭 か ら東 南 ア ジァ な どで の 経

験 を もとに ユ ネ ス コか ら報 告[UNESCO　 l953]さ れ て い る。 これ は,現 地 語 の 文

語 化 あ るい は共 通 語化 の発 達 して い ない 発展 途 上 国 に お い て,英 語 な ど 旧宗 主 国 の言

語 が教 育 に 用い られ た 際 の非 効 率 性 を解 い た もので あ った。 しか し,こ の 主張 が北 欧

の少 数 民 族 語 の教 育 に影 響 を与 え るの は,1960年 代 に入 って か らで あ る34》。

　 先 に述 べ た と お り,各 国 の サ ー ミ人 に対 す る教 育 は1960年 代 まで ほ とん ど多 数 派語

で 行 な って きた 。 そ の 結 果 サ ー ミ語 しか で きぬ 状 態で 就 学 した児 童 た ちは,多 数 派 の

児 童 に大 きな 学業 上 の 遅 れ を と って いた 。1961年 か ら2年 間,こ の よ うな 児童 につ い

て,算 数,宗 教 な どの 教 科 の 成績 を ノル ウ ェ ー語 を母 語 とす る児 童 の もの と比 較 した

際,す べ て の 科 目で 劣 って お り,そ の差 は学 年 が 上 るに したが って 増大 す る こ とが 明 ら

34)Nickel[1970:311]で は,ユ ネス コの調査の結果が当時 スウェーデ ンとノルウェーそれぞれ

のサー ミ人子弟の教育問題に関す る調査報告(1959,1960)に 一斉 に参考資料と して添付され

たことが述べ られている。
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か に な った[BooM　 l968:290]。 ま た 同様 の 調 査 は,ス ウ ェー デ ンに おい て ピテ オ方

言 の 話者 の ス ウェー デ ン語 習得 程 度 につ い て 行 なわ れ て い る[URELAND　 l　987:290]。

フ ィ ン ラン ドで は セベ ッテ ィヤル ヴ ィの ス コル ト ・サ ー ミの学 校 で,ス コル ト ・サ ー

ミ語 を母 語 とす る児童 に母 語 に よ る授 業 が1973年 か ら 試験 的 に行 な わ れ た。1977-78

年 の 調 査結 果 に よれ ば,こ れ らの 児 童 は 第二 言 語 で あ るフ ィ ン語 を 用 い た ク ラスに 比

べ,フ ィン語 の 能 力 に お いて 勝 って い る ことが 明 らか にな った[PELTO&MOSNIKOFF

1979]0

　 一方,ス ウ ェー デ ン北部 で は,サ ー ミ語 研 究者 ハ ン セゴ ー ドが1950-60年 代,フ ィ

ン人 や サ ー ミ人 との長 期 に渡 る調査 の過 程 で,彼 らの 問 に,本 来 の母 語 もス ウ ェー デ

ン語 も完 全 に習 得 で きて い ない 不 完全 言 語 と い わ れ る状 態35)が 存 在 す る ことを 指 摘

した[HANSEGARD　 1979a]。 これ は,多 数 派 語 が 重視 され る余 り,本 来 の母 語 も家

庭 で 完 全 に 教 え られず,学 校 で も多 数 派 語 に よ り教 育 され る際 お こ る現 象 と され て い

る。 い ずれ の言 語 も日 常 的 な事柄 を表 現 す る際 の 見掛 け の 流暢 さに もか か わ らず,知

的 な 内容 や 意 志 ・感情 の表 現 能 力 に お いて 劣 って い る とい う もの で あ る。

　 考 え よ うに よ って は深 刻 な 問 題 を提 示 して お り,ま た 「半 言 語 」 とい う セ ンセー シ

ョナル な名 称 を与 え られ た この 現象 は,そ の 後 心 理 ・社会 言 語 学 界 で大 き く注 目 され

て きた が,有 効 性 につ い て は い ま だ結 論 を み て い な い[SKUTNABB-KANGAS　 1981:

261-263]。 しか し,北 欧 の少 数 派言 語 に 関わ る人 々の 間で は,既 に検証 済 の説 と して

み な されて い る。

　 また この よ うな,不 完 全 で 否定 的 な二 言語 併 用 状態 のあ り方 に変 わ って,積 極 的 に

健全 な 二言 語 併 用 状態 を 受 け入 れ よ う とす る傾 向 もあ る。 す な わ ち,教 育制 度 次 第 で

は,双 方 の言 語 に お いて 十 分 な能 力 を もつ 理 想 的 な二 言語 併 用 状態 が 可能 で あ る。 そ

して 理想 的 な状 態 で は,二 言 語 併 用者 は単 言語 話者 に比 べ,知 能,思 考 力,表 現 能 力 な ど

に おい て優 れて さえ い ると い う もの で あ る[SKUTNABB-KANGAS　 1981:222-247]。

そ して こ こで い う最 良 の二 言 語 併 用 教 育 とは少 数 語 派 に母 語 に よ る 教 育を 中心 に行 な

う場合 を指 して い る36)。

35)原 本 が書 か れ た ス ウ ェー デ ン語 で はhalvsprakighet(半 言 語 性)で,フ ィ ン語puolikielisyys,

サ ー ミ語bealligielalasvuohta双 方 の 訳 と も 「半 」 とい う語 を含 ん で い る 。 も と もと,こ れ ら

の言 語 で 「半 」 とい う語 には 「不 完 全 な 」 とい う意 味 が含 ま れ て い るよ うであ るが,こ れ を 用

い る こ とで それ ぞ れ,見 か け上 の二 言 語 併 用 状 態(そ れ ぞれtvaspr査kighet,kaksikielisyys,

guoktagielalasvuohta)に 対 して,大 き く意 味 を 逆 転 させ る効 果 が あ る よ うに思 え る。 英語 で

は,semilingualismが あ て られて い る。

36)Skutnabb-Kangasは,多 数 言 語 社 会 に おけ る 教育 制 度 を次 の7つ に類 型 化 して い る[SKUT-

NABB-KANGAs1981:125-135]。 この うち従 来 のサ ー ミ人 に 対 す る 教 育 は2と6で ,い ずれ

も多 数 派へ の言 語 的 同化 に導 くもの で あ る 。そ れ に 対 し,サ ー ミ人 に健 全 な二 言 語併 用 状 態 を/
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　現在,こ のように母語による教育を重視する説は,従 来のサーミ人への言語政策を

否定 し,彼 らの要求する母語教育を正当化するものとして,各 方面で援用されている。

すでに1973年 フィンランド文部省がサーミ人や専門家に委託 した 「サーミ語教育計画

委員会」の答申には,母 語の重要 性から半 言語の危険 性について言及[KOMITEAN-

MIETINT6　 1973b:19-20,22,85]さ れている。現在は,こ のような国家に対する委

員会答申や声明文だけでなく,一 般のサーミ人に対 しても,母 語の必要性や健全な二

言語併用の可能性,さ らに不可解な 「半言語」などについて,雑 誌や新聞で特集記事

や講演会,説 明会において紹介され普及が計られている。

　 これらはすべて民族語教育を,あ たかも児童の普遍的な基本的権利として扱おうと

する点に注目すべきである。なぜなら,一 たび正当性が認められれば,人 権や民主主

義を標榜する北欧の諸国にとっては,手 綱を取られたも同然であるからである。事実,

北欧の少数民族支持者や知識人の中には言語的人権宣言を国家に受け入れさせるべ く,

草案を作成中である[Samegiella　 2　 1989:9]37)。

IX.現 在 の サ ー ミ語 教 育

　以上,1970代 以降のサーミ語 をとり巻 く政治的状況の変化,お よびサーミ語をもり

立てようとする多方面からの政策を見てきた。次に,こ れらがサー ミ語教育において

どのように反映されてきたか,フ ィンラン ドを中心に見ることにする。

　 1970年以降の学校教育の改善の経過は,特 にフィンランドにおいては象徴的である。

それまで,他 の国にはるかに遅れていたサーミに対する教育制度ではあったが,1960

年代後半からは,改 革のための動きが見られる。サーミ人たちや,研 究者たちの母語

の教育の必要性を訴える要求の増す中で,教 育省は専門家にサーミ語の現状に関する

＼ もた らす のは4の みとい うことになる。

　　 1　 多数派児 童への多数派語による単言語教育。結果は多数派語への単言語化。

　　 2　 少数派児 童への多数派語による単言語教育。結果は多数派語への単言語化(言 語剥奪政

　　　 策)。

　　 3　 多数派児 童への少数派語 による単言語教育。結果は二言語化(言 語 浴政策)。

　　 4　 少数派児 童への少数派語による単言語教育。結果は二言語化(言 語保護政策)。

　　 5　 少数派児童へ の少数派語 による単言語教育。結果 は少数語への単言語化(言語 隔離政策)。

　　 6　 少数派児童へ の二言語 教育 。結果は多数派語への単言語化(過 渡政策)。

　　 7　 多数派および少数派児童へ の二言 語教育。結果 は二言語化(両 立政策)。

37)草 案にはこれ らの項 目が含まれてい るとい う。

　　 1　 すべての児童は進んで固有 の母語に同ず る権利をもち,他 はそれを尊重 しなけれ ばな ら

　　　 ない。

　　 2　 すべて の児童は,固 有の母語を完全に学ぶ権利を有す る。

　　 3　 すべての児童は公的場でいつ固有の母語を使用するか 自ら選択で きる。
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調 査 を 委託 し,サ ー ミ語 教 育 へ の 意 見 を求 めて い る。 調 査報 告 で は一様 に,サ ー ミ語

の 危機 が 報告 されて い るが,当 面 の提 案 と して は,初 等 学校 に お け るサ ー ミ語 に よる

授業 と予備 段 階 と して の サ ー ミ語 の授 業 の 早 期 実 現 お よ び そ のた あ の 教 師 の養 成,教

科書 の作 成 の必 要 性 が 訴 え られ て い る38》。 これ に従 い,1972年 ごろか ら教 科 書 の 試作

を 開始 し,同 時 にサ ー ミ語 の 教 育 も試 験 的 に始 めて い る。

　 1972年5月,教 育 省 は初 等 学校 に お け るサ ー ミ語 教 育 の具 体 案作 成 の た め,サ ー ミ

語 教 育計 画 委員 会 の 委 員 を任 命 した。これ は フ ィ ンラ ン ドの 当時 のサ ー ミ言 語 学者,サ

ー ミ人 教 師
,知 識 人 を ほ とん ど 含 み,1973提 出 され た提 言 は,1971年 以 降並 行 して 進 め

られて い た サ ー ミ委 員 会 の 提言(1973)内 容 に 沿 って(た とえ ば サ ー ミ語 の 公 用語 化),

積 極 的 で 進 歩 的 な もの とな って い る。1971年 の 「サ ー ミ人 の 教 育 開 発 に 関す る報告 書 」

で はサ ー ミ語 に よ る授 業 を1,2学 年 迄 と して答 申 して い る が,こ こで は母 語 と して

のサ ー ミ語 の 完全 な 習得 を 目標 に お い て い る 「KOMITEANMIETINTO　 l973b:86]。

結 局 この案 は,財 政 的理 由か らす ぐ実現 に 移 され る こ と は な か った が[NUORGAM-

PouTAsuo　 l977・139],部 分 的 に は次 第 に 進展 が始 ま って い る。 セヴ ェ ッテ ィヤル

ヴ ィ(Sevettijarvi)の ス コル ト ・サ ー ミの 学 校で は,既 に触 れ た よ うに,1973年 フ

ィン ラ ン ドで初 めて 母 語 と して の ス コル ト語 を用 い た 授業 が 試験 的 に行 な わ れ,母 語

に よ る授 業 の有 効 性 が 検証 され た。 不 足 して い た サ ー ミ語 教 師の 養成 は1975年 に開 始

され,同 年 秋 か らは,ウ ツ ヨ キ とイ ナ リの 計6校 の 基礎 学 校 下級 過 程 に おい て サ ー ミ

語 に よ る試 験 的 授業 が始 ま った[NUORGAM-POUTASUO　 l　977:142]。 ま た1976年 以

降 ラ ップ県 に,サ ー ミ語 教 材 開 発 や 教 育企 画 を行 な うサ ー ミ教 育企 画 課 が 設 置 されて

い る。

　 そ の後,サ ー ミ語 に 関 わ る環 境 は,北 サ ー ミ語 の統 一 正書 法 の 確 立,出 版 活 動 の活

発化,言 語 法 を め ぐる動 きな ど,有 利 に 進 展 し,1984年 の 新初 等 学 校 令 で は,1973年

の答 申 に ほ とん ど沿 う形 で,サ ー ミ地 域 に お いて は,サ ー ミ語 児 童 に は,県 の認 め

る特 例 以 外,サ ー ミ語 に よ って も授 業 を 行 な う こ とが 義 務 付 け られた[KOMITEAN-

MIETINT6　 1987:20]。 現 在1989-90年 度,サ ー ミ語 は サ ー ミ地 域 の24中22の 基 礎 学

校 で 学科 と して 教 え られて お り,2校 で は,上 級(7-9学 年)・ 下 級 課 程(1-6学

38)当 時,サ ー ミ語の教育に関 して各種委員会 により,文 部省 に対 して,提 出された報告書 の数

はおびただ しい数に上 る。「初等学校教育 計画 委員会 報告書」(1970),お よび 「サー ミ人 の教

育開発に関す る報告書」(1971)の 提言により,初 等学校 にお ける サー ミ語教育の 実現計画案

を作成 したのが,「 サー ミ語教育計画委員会報告書」である。 また,「 サー ミ委員会 報告書」

(1973)に おいて もサー ミ語教育 に対す る提言 が行なわれている。 このうち,「サー ミ人の教育

開発に関す る報告書」(1971)で は,サ ー ミ語教育の必要性が,母 語教育の重要性や 「半言語」

など教育心理学的観点 か ら要求されている[KOMITEANMIETINTO1985:298]。
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　　　　 表4　 サー ミ地域 のサー ミ語およびサー ミ語での教育 と生徒数(1985-86年 度)

下 級 過 程

イ ナ リ(10校)

エ ノ ンテ キ ヨ(3校)

ウ ツ ヨ キ(4校)

ソダ ンキ ュラ ・ヴオツオ

(1校)

全 生 徒

574

140

147

37

う ち
サ ー ミ人

150

10

103

35

サー ミ語に
よる教育

　3

59

サ ー ミ語 の 教 育

母 語

57

　5

選択科目

30

　7

72

13

計 898 289 42 66 122

上級過 程

全 地 域 483 163 64 55 64

高 校 全 地 域 218 48 42

(Guttorm[1987:136]を 修 正)

年)双 方 を,8校 で は,下 級 課 程 の み をサ ー ミ語 で 受 け る こ とも可 能 に な って い る。

現在,サ ー ミ地 域 の 上級 課 程 の14人,下 級 課 程 の66人 が教 科 と して サ ー ミ語 の授 業 を う

けて い る。 用 い られて い るの は 大 部分 が,北 サ ー ミ語 で あ るが,ス コル ト ・サ ー ミ語,

お よび イナ リ ・サ ー ミ語 が 用 い られ て い る地 域 が あ る。 サ ー ミ語 授業 の形 態 は,サ ー

ミ語 が授 業語 と して 用 い られて い る場合 は,も ち ろん母 語 と して サ ー ミ語 が 教 え られ

て い る。 しか し教 師 や 生徒 数 な どの 事 情 で サ ー ミ語 のみ の ク ラスが 編 成 で きぬ 場合 も,

母語 と して のサ ー ミ語 の特 別 授 業 が 行 な わ れ,こ れ は選 択科 目と して 受 け る場合 よ り

コマ 数 が多 い(週1-2時 間)。 上 級 課 程 の うち母 語 と して サ ー ミ語 を学 ん で い るの は

写真5　 ウツヨキ初等学校サー ミ語 クラス(1,2学 年)
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写真6　 統一正書法によるサー ミ語教科書

107人,選 択科 目236人 で,下 級 課 程 で はそ れ ぞれ53人,45人 で あ る。 選 択 科 目はサ ー

ミ語 を母 語 と しな い フ ィ ン人 も履 習で きる。 ま た ウッ ヨキの ほか3つ の 高 校で は,サ

ー ミ語 の授 業 が 取 り入 れ られ て い る(31人)[Saamenkielinen　 ja　saamen　 kielen　opetus

lukuauonna　 1989-1990　 ・;・]。ま た,イ ナ リの 職業 訓 練 セ ンタ ーで は サ ー ミ語 は フ

ィ ン語 と並 ん で 正 式 の教 授 語 とな って い る。 また1980年 以 降 サ ー ミ語 は大 学入 試 資 格

取 得 試 験で,第 二 「外 国語 」 と して選 択 す る こと も可 能 に な った。

　 教 育制 度 の 整 備 に 伴 い,1980年 代以 降,新 正 書 法 に よ る教 科 書 の 作 成 も進 ん で い る。

70年 代 の粗 末 な 試 作 の もの に代 わ り,サ ー ミ語 の 教 科書 は,現 在,文 法 書,読 本,練

習 帳 な どが,基 礎 学校 の全 課 程 につ い て は 出揃 い つ つ あ る。 フ ィ ンラ ン ド学 校局 の ほ

か,政 府 の 助成 金 に よ りサ ー ミ文 化 協会 お よ び一 般 出版 社 か ら出 され て い るが,北 欧

サ ー ミ研 究所 の もの も用 い られ て い る。 そ の他 の一 般 科 目で も,環 境,生 物,地 理,

宗 教,歴 史 な ど が,フ ィン語 の ものか ら訳 され て い る。 これ らに フ ィン語 の教 科 書 や

教師 の作成 した捕 助 教 材 が 用 い られ て い るが,ノ ル ウェ ー,ス ウ ェー デ ンで 出版 され

て い る もの も,用 い る方 向 にあ る とい う。

　 絶 対 人 口の少 な いサ ー ミ人 の 教 育 は,経 済 的 に い く ら条 件 が 好転 して も,サ ー ミ人

側 に 教 師 と して の適 当な 人材 が い な い とい う現 実 は動 か し難 い。 した が って,各 国 で

は サ ー ミ語 の で き る教 師 の養 成 に力 を入 れ始 めて い る。 サ ー ミ語 の研 究 は,今 まで も

北 欧 の多 くの大 学 で 行 な わ れて きた が,現 在,サ ー ミ語 教 師 の養 成 もい くつ か の大 学

で 行 な わ れて い る。 ノル ウ ェーで の 教 師養 成 につ い て は先 に触 れ たが,フ ィ ン ラ ン ド
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で は,オ ウル 大学 が サ ー ミ人 教 師の 専 門 コー ス を持 って い る39)。 また この分 野で の各

国 の 協 力 も行 なわ れ て い る。1989年 秋 に は ノル ウ ェー ・カ ウ トケ イノ に 新設 さ れ た サ

ー ミ教 育単 科 大 学 で始 ま った3年 の 教 師養 成 講 座 にス ウ ェー デ ンや フ ィ ン ラン ドの サ

ー ミ人 も参 加 して い る[Samegiella　 2　 1989:24]
。

　 1970年 代 当初 か らの,フ ィ ン ラン ドに お け る サ ー ミ語 教 育 の経 過 を 観 察 して きた 目

に は,現 在 の 状態 は隔 世 の感 が あ る と告 白 して もい い くらい で あ る。 サ ー ミ人 活 動 家

た ち は,当 初 か ら現 在 に至 るまで,あ らゆ る機会 を捕 まえ,教 育 制度 の改 善 を 訴 え,

教 科 書 ・教 師 不足 を 嘆 き,動 か ぬ官 僚 制 を 批 判 して きた。 今 も時 に よ って は,当 時 と

ほ とん ど変 わ らぬ 批判 の 声 を 聞 くこ とがあ るが,制 度,教 師 数,教 科 書 ど れ を と って

も,状 況 は確 実 に 理想 に近 づ い て きて い る。 問 題 とい えば,サ ー ミ語 を科 目 と して と

り,サ ー ミ語 で の授 業 を 希 望 す る児 童 の 伸 び悩 ん で い るこ とで あ ろ うか。

　 こ うい う現 状 も反映 して い るので あ ろ うか 。 最 近,今 まで 中心 的 で あ った論 議 の場

を,サ ー ミ人 の サ ー ミ語 を学 ぶ権 利 か ら,一 定 の 条件 の もと に,す べ て に と って の義

務 に 移 そ うとす る気 配 さえ感 じ られ る。1988年 冬 フ ィン ラ ン ド ・ウ ツ ヨキの初 等 学 校

の 一 部 の親 が,ウ ツ ヨ キ郡 議 会 の決 定 に対 して,教 育 省 と 学 校評 議 委員 会 に抗 議 した。

同 郡 の初 等 学校 低 学 年 に お いて,フ ィ ン ラ ン ドを母 語 とす る もの に週2時 間,サ ー ミ

語 を母語 とす る もの に4時 間 の サ ー ミ語 の 授業 を 義務 化 しよ う とす る決 定 に対 して で

あ った 。 そ れ に対 し,子 供 の言 葉 を決 め るの は両 親 で あ るべ き とい うの が そ の理 由で

あ った[Skpmela.s"1989:6]。 結 局,郡 議会 は,実 施 を 凍結 す る こと にな った が,サ ー

ミ人 た ちの サ ー ミ語 の 状態 に対 す る危 機 感 が 感 じられ る。

X.象 徴 と して の サ ー ミ語

　 ア イ ル ラ ン ドの社 会言 語 学 者 マ ク ナマ ラは,100年 近 く前 に始 ま ったア イル ラ ン ド

で のア イ レ語 復 活 運動 の 短 い総 括 を行 な って い る[MAcNAMARA　 1971]。 彼 は,国

を挙 げて の 努 力 に もか か わ らず,当 時 想 像 され た よ り,運 動 は は るか に 困難 で あ った

と述 べ て い る。1930年 代 すべ て の 国立 の 小 学 校 で は,児 童 す べ て にア ィ レ語 が 教 育 語

と して 用 い られ て い る ほ どで あ った 。 しか し,結 局1964年 の 調 査 で は,83%の 人 は

ア イ レ語 が広 く話 し言 葉 と して 残 る と い う 可 能 性 を 信 じて い な い[MACNAMARA

39)オ ウル大 学はフィンラ ンドのサー ミ教師養成 コースと してはも っとも完備 してい る。ここで

はサー ミ語教 師を 目指すためサー ミ語を母語 と して主専攻するとがで きるほか,サ ー ミ地域で

基礎学年 クラスを担当す る教師やサー ミ語以外の教科を担 当す るための副専攻科 目とすること

ができる。
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1971:75]0

　 この例が示唆するように,現 在のサーミ語活性化の努力もかならずしも,成 功する

とは限 らない。サーミ語の現状は,少 なくとも話者の数か ら見る限りこの先は決 して

安泰ではない。また,た とえ,上 に見たように数々の努力により,機 能的,社 会的に

向上 しつつあるとはいっても,多 数派語のそれに達するのは容易でないのは明らかで

ある。 しか し,そ のため,国 家はもとより,サ ーミ人たちの払っている代価は大 きい

ものである。また教育においても,子 供たちがサーミ語に多 くの時間や労力を負担す

る一方で,将 来の経済的,社 会的可能性をリスクにしていることも事実である。また,

一方では,既 に多数語化 しつつある児童にサーミ語の母語教育を押 し付ける危険性 も

皆無とはいえない40)。

　 しか し,現 在のサーミ語運動には,言 語政策が本来目指すものよりも,民 族統合の

ための象徴的役割を強化 しようとする側面を気付かないわけにはいかない。すべての

サー ミ語政策は,む しろ民族統合としての役割をより強 く果 しているという解釈 もあ

ながちありえないことではないかもしれない。

　既にサー ミ語の社会的政策においてみたように,サ ーミ語を特に語彙において特殊

化 し,民 族的な概念や心情と結びつけようとするのは,そ の一つの現われである。ま

た,細 分化 された トナカイ飼育語彙や自然 ・気候語彙の存在を証明することによって,

それ ら生業や自然と関わりのある土地が,彼 らと不可分なものであることの主張も支

えている[RuoNG　 l982a:32]。 前世紀,書 きことば初期段階のフィン語は,そ れ

によって書かれた叙事詩カレワラにより,言 語の長い伝統と,表 現力の豊か さを人 々

に納得 させた。当時,ス ウェーデン語の公用語としての支配の中で,民 衆の間では自

分たちのフィン語が文化をにないうる書きことばに発展するとは信 じられない状態で

あったのである41}。しか し,カ レワラを初めとする言語文化遺産の研究は,フ ィン人

に民族語に対する自信と希望を与えたことは周知の事実である。 これと同様に,サ ー

ミ語の語彙は,サ ーミ人にとっては,一 番適 した豊かなことばの証左と して特別な意

味を持っているといえる。

40)エ ドワ ーズ は,非 現 実 的 な文 化 移 植 的 な多文 化 主 義 や 無理 な言 語 維持 教 育 は,か な らず しも

寛 容性 と軌 を一 に は しな い こ とを 戒 めて いる[EDWAxnS1985:132]。

41)当 時 の フ ィ ン語 の可 能牲 に対 す る 不信 の念 はT文 化 人 ネ ル ヴ ァ ンデ ルの 次 の ことば に 象徴 さ

れ て い る。 「文 化語 や 文 学 語 と して フ ィ ン語 はABC読 本 以 上 の ものを 生 み 出せ る はず が な い 。

フ ィ ン語 の文 学 の可 能 性 を 信 ず るの は,エ ス トニ アや ラ ップ の民 族文 化 や文 学を 信 ず る の も同

じこ とだ。」[Suomen　 Kirjallisuus　I　 l963:9]と ころ で,A・Fjellnerは1800年 代 半 ば,カ レワ

ラに倣 って,サ ー ミ語 の民 族 叙 事 詩 の 創 作 を 試 み て い る[RuoNGl982b:36-37]。Paiven

Parneh「 太 陽 の 息子 た ち」 と い う名 の作 品 は結 局 完 成 は しなか った が,後 ,サ ー ミ活 動 家1・
SabaのSame　 soga　iavla「 サ ー ミ民 族 の 歌」(1906)の 一種 の モデ ル に な って い る。
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　 ま たサ ー ミ語 特 殊 化 の主 張 に役 立 って い るの は,他 と は際 立 って異 な るサ ー ミ語 そ

の もので もあ る。 先 に述 べ た と お り,北 方 言 内 は もと よ り,方 言 間 の差 が大 き い。 多

くの言 語 学 者 に よれ ば,個 別言 語 と さえ見 な しうる。 しか し内部 で の差 は,特 に政 治

的 な声 明で は極 端 に無 視 され る42》。 言 語 は特 殊 で あ る ほど,他 との差 異 が 明 白で,民

族 の境 界 は は っき りで き る。 この点 サ ー ミ語 は他 の北 欧語 と は系 統 も違 い差 は歴 然 と

して い る。 同 じフ ィ ン ・ウ ゴル 系 に属 す る フ ィ ン語 と も相 互 理 解 は全 く不 可能 で あ る。

他 の言語 と系 統 が近 く,ま た 類 似 して い る場合,し ば しば,言 語 の 標 準化 に お い て差

異 を意 識 的 に 造成 す る必 要 が あ るが,サ ー ミ語 の 場合 は そ の必 要 が な い 。

　北 サ ー ミの統 一正 書 法 に おい て も,特 殊 化 の方 針 が選 択 され て い る。 北 欧 諸 語 に 見

られ ぬ特 殊 字 母a,VC,忌,　vZ,η,　d,　t,を 採 用 した こ とで あ る。 文 字 が 持 つ 象 徴 性 は 言 語

ば か りか,民 族 差 の 強調 に も有 効 な こと は知 られ て い る。 東 ヨー ロ ッパ の ル ー マ ニ ア

語 は,18世 紀 に ラテ ン語 系 で あ る こと が 明 らか に され る と,そ れ まで の キ リル 文 字 に

変 わ り,ラ テ ン文 字 に よ る表 記 法 が 開 発 され た 。 同様 に語 彙 の ラテ ン化 も進 め られ た。

これ らは周 囲 のス ラ ブか ら離れ,ラ テ ン民 族 へ の接 近 を 計 る意 図 を背 景 と して い るの

は明 らかで あ る[NIEDERHAUSER　 1981:276]。 興味 深 い こ とに1970年 代,急 進 的 サ

ー ミ人 た ちが 作 り出 した3文 字 の シ ュプ レ ヒ コールCSVの う ち 最 初 のCは
,た だ

サ ー ミ独 特 の,他 の北 欧 に はな い文 字 とい う理 由 か らで あ った[MoRoTTAJA　 l　984:

334-335]43>0

　 北 欧諸 語 の 中で,サ ー ミ語 の 特殊 性 を 積 極 的 に認 め,そ れ を 再 評 価 しよ うとす る傾

向 は,上 に述 べ た よ うな,サ ー ミの文 化 や そ の 価 値観 を相 対 主 義 の 中 で故 意 に特 殊 化

し,共 有 しよ うと す る流 れ と一致 して い る とい え る。 この 点言語 は他 の 文化 要 素 と 同

じで あ る。 しか し,決 定 的 に異 な るの は,そ の 象 徴 性 に お いて,は るか に他 を 引 き離

しう るか らで あ る。 そ の一 つ の 理 由 は,言 語 は集 団 の コ ミュニ ケ ー シ ョンの媒 体で あ

り,他 の 一 つ は,言 語 は個 々の 文化 の特 殊 性 と見 な され て い る もの と切 り放 しえ な い

とい う こ とで あ る。 ま た母 語 と して の言 語 は,他 の 要 素 と異 な り,排 他 的 で,運 命 的

な もので あ るか らで あ る。 母 語 が 失 わ れ る とい うこ と は,代 償 が,す なわ ち多 数 派語

42)・1986年の 「サー ミ政治綱領」の第1章2節 にはこうある 「我 々には固有の歴史,伝 統,文 化

そ して言葉(単 数形)が ある」。

43)言 語的 に北サー ミに近い特徴を持つ,ル レ ・サー ミは北サー ミとの共通の文語 の可能性を模

索 した時期 もあ ったが[MAGGA1985:44],民 族意識の 違いによ り成功 しなか った。 とりわ

け,北 サー ミの内,ル レ ・サー ミと隣接 し,共 通点を有する トルニオ方言 が北方言 の標準化の

中で,影 響力を失 ってか らは[Aixzo,S.1987:460],北 方言文語 とル レ ・サー ミとの差 が広が

り,も はや統合の可能性 はない。1982年 に言語審議会に提 出されたル レ・サー ミ語正書法案 は

1987年正 式に承認 されている。特記すべ きことに,北 サー ミでは,民 族の象徴とも見 られ,譲

歩され ることのなか ったM,C,z,vsが 用 いられず,ス カ ンジナヴィア語と同 じ表記法tj,ts,訂

が採用 されている[A凪lo,S.1987:479-480]。
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が入 って くる こと を直 接 意 味 す る。 他 の要 素 の よ うに,空 白 にな った りす る こ とは あ

りえ な い。 す な わ ち,母 語 と して の民 族 語 は,民 族 の確 証 と して は,ア ィ デ ンテ ィテ

ィー 強化 に も っ と も有 効 に働 き う る とい え る。 しか し,サ ー ミ語 運 動 に お いて,こ の

面 だ け が注 目 され 過 ぎ るの も,ま た 一面 的 で あ る。

　 最 近 の ニ ュ ー ・エ ス ニ シテ ィー論 で も論 じ られ る こ とで は あ るが,エ ス ニ シテ ィ ー

の担 い手 と して の 文化 要 素 は しだい に実 体 を 失 い,内 的で 観 念 的 な もの へ移 行 しつつ

あ ると いわ れ る。エ ドワー ズ は,こ の 観 点 に沿 って,言 語 は本 来 の伝 達機 能 を失 った あ

と も,民 族 集 団 生 活 の象 徴 的 価 値 を 与 え られて い る限 り,民 族 境 界 の 維持 に役 立 って

い る。 少 数 民 族 語 の言 語 政策 に お いて,両 機 能 の 区 別 の存 在 を無 視 す ると,無 駄 な労

力 を費 や し,ま た人 々 に無 理 な負 担 を負 わせ る こ とに な る,と 述 べ て い る[EDWARDS

1984:280-281,289-290;1985:lIO-ll3]44)。 しか し,重 要 な こと だが,他 の文 化

要 素 と は異 な り,言 語 は象 徴機 能 だ けで はあ りえ な い とい う こ とが,こ の 説 で は軽 視

され て い る。

　 多 数 派 の影 響 が 早 くか ら及 ん で い るス ウ ェ ーデ ンの 南 サ ー ミで は,サ ー ミ語 を話 せ

る割 合 は非 常 に小 さ くな って い る。 と はい って も,彼 らの 民 族 的 な意 識 の 強 さは北 に

劣 らな い もの が あ り,サ ー ミ運 動 に おい て も 盛 ん で あ る。 こ こで は 人 々の 言 語 に対

す る関 心 は大 きい。 しか し,民 族 意識 はか な らず し も言 語 能 力 と は結 び付 いて い な い

[H肌ANDER　 l981:155]。 つ ま り,こ こで は明 らか に象 徴 的 機 能 が伝 達 機 能 に勝 っ

て い る とい え よ う。 しか し,こ こで の伝 達機 能 は集 団 的 な もの を さ して い って い るの

で あ り,日 常 的 な個 人 間 の 伝 達 が 存 在 しない こ とに は な らな い。 さ らに,重 要 なの は,

依 然 と して言 語 復 活 のた めの 努 力 が 行 な わ れて い る ことで,あ くまで 伝達 機 能 の回 復

は運 動 の視 野 に は入 って い るので あ る。Eidheimの い う様 に サ ー ミ ・ア イ デ ンテ ィ

テ ィー の 内 向化 しつ つ あ る海 岸 サ ー ミに 比 べ て,南 サ ー ミは,ノ ル ウェ ーに お い て も,

民族 意 識 は高 く言 語 学 習 意 欲 は強 い[Samisk　 Kulturlia　 1981:105]45)。 た とえ象 徴 機

44)彼 は,そ の例 として,ア イレ語 の例を挙げてい る。つま り,ア イルラン ド人 はア イレ語にア

イデ ンティティーの一部 と しての価値を認めて いるが,そ の将来 の伝達機能 に対 しては悲観的

で,ま た維持に も意欲がないとい うのであ る[EnwnxnsI:290]。 しかし,象 徴機能を重

視す るあま り,伝 達機能を完全に失えば,言 語 の存在自体がな くなるということは,い わゆる

言語復活運動には懐疑的であ るエ ドワーズには,軽 視 されが ちである。彼がいう 「日々アイレ

語が用い られるささやかな場合,つ まり,本 質 的にかた苦 しいか,他 愛 もない,あ るいは英語

と一緒 に用い られ る場合」 は,た とえ細 々と保 たれていて も,言 語 を維持 してい る重要 な事実

である とは認め られないのである[Enwaxns1984:2901。

45)本 論で は,北 サー ミを中心 と して述べて きたため,他 方言 については触れて いない。北サー

ミ以外のサー ミ方言 は,ず っと小 さいが,そ れぞれ正書法を定め,書 き言葉の確立や,学 校教

育に力を入れている。現在のところ,南 サー ミ,ル レ ・サー ミ,イ ナ リ ・サー ミ,ス コル ト ・

サー ミおよび ソ連のキルディ ン ・サー ミが,規 模 は小 さいなが らも文学や正書法を もっている。
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能 が勝 って い るア イ レ語 の 場合 も,言 語 復 活 運動 の役 割 は無 視 す る こ とがで き ない 。

次 は,言 語 法 実現 で 他 の2国 に後 れ を と りそ うな ス ウ ェー デ ン にお い て,サ ー ミ組 織

サ ー メ ・エ トナ ンが1985年 ス ウ ェー デ ン ・サ ー ミの全 国大 会 で 他 の 組織 に 呼 び掛 けた

言 葉で あ る[Samas　 2　 1986:181]が,や は り復 活へ の働 きか けが あ って こそ言 語 も

象徴 の役 割 を 果 せ ると い え よ う。

我 々の言葉は,文 化のかけがえのない担い手で,我 々の統一 と統一意識が育つのに役立 って

いる と考える。サーミ人 の自覚は伝統 と同 じように言葉 に結び付いている。我 々は我 々の言

葉が,日 々やせ細 ってい くのを受け入れ ることはできない。

XI.結 語

　本論では,お もにサーミ人たちの側がらの,言 語の活性化の運動を中心に見て きた。

しかし,サ ーミ人たちが,事 実上他民族を多数派とする国家に属する以上,国 家 との

関係を抜 きに考えることはで きないのは自明のことである。

　従来 これら国家とサー ミの関係は,世 界の多 くの少数民族の場合のように,支 配者

一被支配者あるいは略奪者一被略奪者という構図で述べ られることが多かった。実際,

漁業権の制限,資 源開発に名を借りた,森 林伐採,ダ ムや道路建設による伝統的経済

環境の破壊,観 光施設やツー リス トのもたらす種 々の弊害は,サ ー ミ人にとって深刻

な問題をもたらしている。これらについては特に70年代以降,個 々の例が報告される

とともに,国 家の植民地的支配を告発する内容の出版物が,実 に多 く出されて,国 家

や政府非難に用いられる言葉も厳 しいものがある。

　 これらにおけるサーミ人の要求は,各 国で多数派の中からも,多 くの環境保護者や

人権擁護者などの支持を受け,マ スコミなどにも大きく取り上げられて,上 に述べた

ようにサーミ民族運動は,意 志の実現および民族意識46)の高揚両面で大きく利するこ

ととなった。また一方では,植 民地的被支配者待遇を前面に押 し出す ことによって,

世界先住民族者会議などで脚光を浴びるとともに,国 際的世論に訴えることにもある

程度成功 したことは見逃せないであろう。一般には,平 和 ・民主主義の伝統と発達 し

た社会保障など弱者擁護の政策を看板にしている北欧各国にとってサー ミ運動の もた

46)本 論では,サ ー ミ民族意識について もサー ミ語活動 との関わ りにおいて,い くらか論 じたが,

民族意識の形成過程につ いては重要な視点が十分考察されなか ったのが残念である。課題 とし

て文学の中に見 るサー ミ民族意識の変化 と意識高揚 に果 した役割の解明である。特に現代 サー

ミ人の劣等感や諦めの排除 にサー ミ文学の果す役割の重要性が指摘 されているよ うに(た とえ

ば[Noul987:57]),今 世紀の民族意識をた どるには文学を避けて は通れ ない。

903



国立民族学博物館硯究報告　　15巻3号

らした効果は想像に固 くない。

　 しか し,サ ーミ運動が盛 り上が り始めた70年代以降各国のサーミ政策は,少 なくと

も言語,文 化および教育に関するかぎり,上 のような構図で捕 らえることは公平を欠

いているといわざるを得ない。本論では,国 家の対処を詳しく追う余裕はなかったが,

上に見たサーミ語政策の進展には国家の積極的な関与の寄与す るところも多い。

　さて,以 上を踏まえて,サ ーミの言語運動を民族運動との関わりにおいてまとめる

ことにする。

　先ず指摘できることは,サ ーミ語運動は,民 族 ・政治運動において,土 地 ・水への

権利,伝 統的生業の保護の要求などとともに,常 に中心的課題であった。これは,言

語問題と後者の諸問題が,全 く同じ根源から発していることを考えると,納 得で きよ

う。つまり両者において,問 題の根源は,彼 らが自分たちの土地で少数派になってし

まったこと,サ ー ミ人が国境に分断 されていること,そ して彼 らの民族としての地位

・権利が多数派に比べ低いということである。言い換えれば,こ れ らは同 じ問題の延

長としてサー ミ人にとらえられてきたか らであろう。つまり言語運動は,政 治運動で

あったといえる。

　第二に,言 語運動自体が,民 族 ・政治運動の中で重要な役割を果 して きたことが挙

げられる。サーミ語語彙の特殊性の強調,方 言を越えた基本的斉一性を強調すること

による一体性,土 地や風土,伝 統的生業と不可分の語彙,そ して正書法統一のための

協同とその成果,こ れらがすべてサーミ運動において内的統合力として寄与 したのは

明らかである。

　第三の点として,最 近の戦術の共通性がある。言語運動においては,母 語教育の重

要性は普遍的定理として訴えられる。そして,サ ー ミ人の土地や水はそこに古代か ら

生業を営んできたものとは切り離すことができないという先住権の主張につながるも

のである。 これらの主張はむしろ,サ ーミ人たちにだけ当てはまるのではなく,い わ

ゆる先住民すべての生存権に関わる不可侵のものとして扱われている。つまり,舞 台

を国家の手の届かぬレベルに押 しあげようとしているのである。

　 しか し,少 な くとも,言 語運動に関 しては,国 家のできることもそろそろゴールに

近づ きつつあるようである。フィンランドではいよいよ言語法の成立も最終段階に入

ったと聞く。現在,法 務省において,国 会承認のための法案の最終的整備が行なわれ

ている[Helsingin　Sanomat　9.4・1990]。 こうして舞台装置もほとんど揃ったとなると,

今度はサーミ人の本当の出番であるといえよう。
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